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Ⅰ 統一論題報告

会計基準の比較分析
―減損会計基準の場合―

米 山 正 樹

東京大学

本稿は（a）会計基準の比較分析を通じて何を解明しうるのか，逆

に比較分析はどのような限界を抱えているのか，（b）会計基準の比

較分析に際して留意すべきことは何か，を主題としている。この問

題に取り組むため，本稿では，主要国の会計基準に関する共通点と

相違点とが錯綜していることで知られる減損会計基準を具体的な分

析対象とした。

本稿では最初に，各国（米国FASB，IASBおよびASBJ）の会計

基準が認識基準，測定基準およびいったん計上した減損損失の戻し

入れ（の可否）について，どのようなルールを設けているのかを確

認した。具体的な減損手続に関する異同点が（通念どおり）複雑に

錯綜していることの確認をふまえ，次にその理由を考察した。具体

的には，減損手続の違いを生み出している要因として「それぞれの

基準設定主体が依拠している基本的な考え方」を想定し，異同点を

「基本理念の違い」に帰することができるかどうかを検討した。その

結果，ほとんどの減損手続は「基本理念」から一意的に導かれてく

ることが明らかとなった。つまり一見したところ複雑にみえる異同

点も，その大部分は「基本理念の違い」という単一の対立軸に還元

しうるものであった。

ただしいくつかの異同点については「基本理念」にひきつけた解

釈が困難であるのに加え，各国の基準設定主体が異なる「基本理念」

に依拠している理由も定かではない。これらは将来に残された検討

課題となっていた。

本稿はまた，減損会計基準の分析に際し，周辺領域に適用される

会計処理にも目を向け，それと減損処理との関係を解明する必要性

も強調している。そうした必要が生じる典型例として，本稿では償

却不足を取り戻すための簿価切り下げと減損処理との「独立性」が

問題となる旨を指摘している。

要 旨



Ⅰ はじめに ―問題の所在―

会計基準の国際的な統合化が進み，それに

伴い会計実務の共通化が図られると，会計基

準や会計実務を対象とした国際比較分析への

関心は高まることが予想される。基準や実務

の共通化を図る過程では各国間の差異が顕在

化し，（a）そうした差異は解消しうるものか，

それとも環境条件が大きく変わらない長期に

わたり解消しえないものか，（b）差異を解消

しうる場合，複数が併存している現行の基準

や実務のうち，いずれによって共通化が図ら

れるのか，それとも現在は採択されていない

「新たな手法」によるのか，などに社会の関

心が集まり，少なからぬ学界関係者がこうし

た要請に応えようとすることが予想されるか

らである。

こうした最近の動向に加え，日本では，会

計基準や会計実務の国際的な統合化が図られ

る以前から，海外の基準や実務に対し，多く

の学界関係者の関心が寄せられていた。海外

事情に対する当時の関心は，おそらく，「後

進的」と考えられていた日本基準を，先進的

な外国基準と同等の水準にまで引き上げよう

という意図によるものであろう。会計基準や

会計実務の国際比較は，財務会計分野の研究

者が一貫して関心を寄せてきた問題といって

よい。

もっとも，会計基準や会計実務の国際比較

に一貫して関心が向けられてきたことは，そ

れらに主眼を置いた研究が十分な成果を生み

出してきたことを必ずしも意味しない。報告

者の体験からすれば，会計基準や会計実務に

関するこれまでの比較分析には改善の余地が

残されている。本報告では，（a）会計基準を

対象とした比較分析は何を解き明かしうるの

か，（b）比較分析を通じて学術的な知見を獲

得しようとする場合，どのような点に留意し

なければならないのか，などを主要な検討課

題とする。抽象的な次元にとどまる議論だけ

では説得力を欠くと考えられることから，次

節では減損会計基準を対象として，実際に会

計基準の国際比較を試みる。これを受けて，

最終節では，減損会計基準に関する実際の分

析から，別の領域にも適用可能な含意を引き

出すことに努める。

Ⅱ 比較分析の具体例
―固定資産の減損処理―

1.主要国の会計基準にみられる共通

点と相違点

よく知られているとおり，ASBJ，米国

FASBおよびIASBは，それぞれの会計基準

において，収益力の低下した固定資産を対象

として簿価の追加的な切り下げを求めている。

減損処理と呼ばれるこの簿価切下げについて

は，具体的な会計処理の次元で3者の間に

無視できない相違点がみられる。

（1）簿価を切り下げる理由

まず収益力の低下を契機として簿価を切り

下げる理由について，日本の現行基準では

「投資期間の全体を通じた回収可能性の評価」

という側面が強調されている。より具体的に

は，投資期間全体を通じて初期投資額の回収

が見込めなくなった場合，初期投資額のうち

結果的に過剰投資となってしまった部分は切

り捨てなければならない，という判断から，

追加的な簿価の切り下げが求められている。

これに対し米国FASBでは，収益力が低

下した固定資産には通常，転用や配置換えな

どの措置がとられることに関心が寄せられて
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いる。これらの行為は事実上，これまで行っ

てきた投資が清算されることと，清算に伴っ

て回収した資金が再投資されること，すなわ

ち新たな投資への着手とを意味する。そうで

あれば，減損が生じた固定資産の評価は，通

常の新規投資が行われる場合と同様，投資の

成果を適切にとらえるための「新たな基礎」

に修正しなければならない。こうした考えが，

簿価の切下げを支えている（1）。

前二者と異なり，IASBについては，収益

力が低下した固定資産の簿価を切り下げる理

由に関する直接的な記述を見出すのは難しい。

ただし関連する規定から推察すると，IASB

は（a）「簿価は回収可能な金額を反映してい

る」という素朴な通念が市場関係者の間で広

く共有されており，それゆえ（b）収益力の

低下によって簿価が回収可能価額を超過して

しまったのであれば，通念に適った財務報告

を行うために回収可能額までの切り下げが必

要となる，という考えから，減損処理を要求

していると考えられる（2）。IASBはこれと併

せて，減損処理の認識と測定の両面において

重要な役割を果たす「回収可能価額」は，収

益力が低下した固定資産に関して経営者がど

のような意思決定を行うのかに依存して決ま

るものと述べたうえで，合理的な経営者であ

れば使用と売却処分のうち最善の選択を行う

はずだと指摘している（3）。

（2）減損の認識基準と測定基準

減損処理に関する主要国の会計基準は，簿

価を切り下げる理由だけでなく，具体的な認

識基準においても相違している。このうち日

本と米国の現行基準は，「将来に回収が見込

まれるキャッシュフローを割り引かずに合計

した金額（いわゆる割引前キャッシュフロー

の合計額）」を簿価が超過してしまうか否か

にてらして減損処理の要否を判断することと

している（4）。この方法は，直後に説明する代

替的な方法との対比において，減損の発生可

能性が相対的に高い場合に限って損失を認識

する点が特徴的である。すなわち減損処理を

行うかどうかを「より慎重に判断する方法」

と位置づけることができる（5）。こうしたこと

から上記の認識基準には「蓋然性基準」とい

う俗称が与えられている。

これに対しIASBでは，簿価が（将来に回

収が見込まれるキャッシュフローを割り引い

た金額として求められる）「回収可能価額」

を超過しているか否かに着目して，減損処理

の要否を判断するように求めている。米国

FASBなどと異なり，簿価と回収可能価額と

の対比によって減損処理の要否を判断する理

由は必ずしも明示されていないが，おそらく，

簿価が過大かどうかは，通常，それが「回収

可能額」を超過しているかどうかにてらして

判断される，という通念に適う方法と考えら

れているのであろう。この方法には「経済性

基準」という俗称が与えられている。これは

おそらく，この方法が，収益力の低下という

「経済的実質」を最も端的に反映している，

という考え方を背景としているのであろう。

主要国の会計基準は，さらに減損の測定基

準においても相違している。興味深いことに，

測定基準については ASBJと IASBとが類

似しており，認識基準については ASBJと

等質的なスタンスに依拠していた米国FASB

が前2者と立場を異にしている。すなわち

ASBJとIASBとは，減損処理の対象となっ

た固定資産をその回収可能価額まで切り下げ

るように求めている。そこでいう回収可能価

額は使用価値と売却処分価値のうち，いずれ

か高いほうと定義されている（6）。

これまでも繰り返し言及してきたとおり，

会計基準の比較分析
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「簿価は回収可能な金額であるべし」という

通念に適う資産評価への要請が，IASBの減

損処理を根底で支えている。回収可能価額へ

の簿価切下げは，この考え方と整合的なもの

とみなされているのであろう。これに対し

ASBJは，投資期間の全体を通じた回収可能

性を評価し直した結果，初期投資の一部が結

果的に過剰となってしまったことを簿価切下

げの契機とみている。未回収の初期投資額の

うち回収可能価額に相当する金額は，文字通

り，今後の活動を通じた回収が見込まれる金

額であるから，その水準まで簿価を切り下げ

ておけば過剰投資額はすべて切り捨てられる

こととなる。両基準設定主体は上記のような

考え方から，回収可能価額までの簿価切下げ

を求めているのであろう。

これに対し米国FASBでは，減損処理の

対象となった固定資産の評価を公正価値まで

切り下げるように求めている。その理由は先

に記した「簿価切下げの論拠」と密接に関わっ

ている。すなわち収益力の低下に伴い，使途

の変更などが行われた固定資産については，

新たに着手したとみなされる投資の成果を適

切に把握するため，新たな測定基礎を設定し

なければならない。通常の投資であれば，投

資の対象となっている資産の公正価値に相当

する取得原価がそこでいう測定基礎となるか

ら，減損処理の対象となった固定資産もまた，

減損が生じた時点における公正価値へ簿価を

修正しなければならない。こうした考えから，

FASBは（常に売却処分価値と一致するわけ

ではなく，使用価値でとらえられることもあ

る）回収可能価額ではなく，公正価値への簿

価切下げを求めている（7）。

（3）戻し入れの可否

減損処理に関する主要国の会計基準は，こ

のほか，経済環境が事後的に好転したとき，

それ以前に計上した減損損失の戻し入れを許

容するかどうかにおいても相違している。いっ

たん計上した減損損失の戻し入れを禁じてい

るのはASBJと米国FASBである。その論

拠として ASBJが指摘しているのは，減損

を認識するかどうかの判断を慎重に行ってい

ることとの整合性である。

先に記したとおり，ASBJは，固定資産の

簿価が「割引前キャッシュフローの単純な合

計額」を超過してしまうかどうかにてらして

減損処理の要否を判断している。この方法は，

将来キャッシュフローを割り引いて求める使

用価値との大小関係によって減損処理の要否

を判断する方法などとくらべたとき，減損の

要否に関するより慎重なスタンスに根ざして

いる（8）。そうであれば，「いったん計上した

減損損失が結果的に不要となるような事態」

は，事実上起こりえないほど稀なことと考え

られる。そうした事態を念頭に置いて基準を

開発すべきではない，という考えが，日本の

現行基準を支えているのであろう。

これに対し米国FASBは，これまでも繰

り返し言及してきた「収益力が低下した固定

資産については，一般に，転用や配置換えな

どの不可逆的な意思決定が行われる。」とい

う考え方にもとづき，いったん計上した減損

損失の戻し入れを禁じている。直前に記した

とおり，転用や配置換えなどの意思決定は，

それらに要するコストを考慮すれば，事実

上不可逆的な形で行われる。かりに問題の

固定資産を取り巻く経済環境が事後的に好転

したとしても，それ以前に行われた意思決定

が不可逆的なものであれば，かつて計上した

減損損失を取り消す必要は生じないこととな

る。

これに対しIASBは，事後的に経済環境が

8



好転した場合には減損損失の戻し入れを要求

している（9）。その理由としてIASBは5点を

指摘しているが，そのうち戻し入れの必要性

を最も説得力ある形で支持しているのは，

「経済環境の好転に伴う減損損失の戻し入れ

は，見積もりの修正に相当する処理である。

見積もりが修正された事実は，その影響が及

ぶ期間の損益に反映させるべし，という基本

原則は利害関係者間で広く受け入れられてい

る。」という議論であろう（IASB［1998］,

BCZ184（c））。

先に記したとおり，IASBは減損処理をも

ともと，収益力の低下に伴って失われた固定

資産簿価の回収可能性を回復するための手続

と位置づけている（IASB［1998］,para.1）。

経済環境の好転によって「結果的に」簿価の

追加的な切り下げが不要となった場合にいっ

たん計上した損失を取り消す方法は，そうし

た考え方と整合的である。直接的な言及はな

いものの，IASBが減損損失の戻し入れを求

めている理由は，以上のように解釈すること

ができるであろう。

（4）小括

ここで確かめてきたとおり，固定資産の減

損処理に関する主要国の会計基準においては，

共通点と相違点とが錯綜している。それゆえ

単純な二元論では，共通点や相違点に関して

合理的な解釈を与えるのは難しい。会計基準

の国際比較においては，しばしば，共通点や

相違点が生じている理由が実定法系（大陸系）

の法規範に根ざしているのか，それとも慣習

法系（英米系）法規範に根ざしているのか，

という類いの対立軸や，「海外主要国の会計

基準は汎用的かつ先進的であるのに対し，日

本の会計基準は特殊で後進的である」という

類いの対立軸に求められがちである。しかし

減損会計基準については，どのようなもので

あれ，単一の座標軸に根ざした分析によって

は，共通点・相違点に合理的な解釈を与える

ことができない。

そうであれば，次に求められるのは，減損

会計基準の違いを生み出している複数の要因

を解明することと，それらの要因間の相互関

係を解明することであろう。次項ではこの点

に考察を進める。

2.減損処理を支える「基本理念」と

具体的な簿価切り下げの手続

（1）米国FASBの場合

前項での考察によれば，米国FASBが求

めている会計処理は，収益力が低下した固定

資産の簿価を追加で切り下げる理由とされる

「転用や配置換えなどの意思決定に伴う，業

績測定のための新たな基礎の設定」と密接に

関わっていた。減損が生じた固定資産の簿価

を（使用価値などではなく）公正価値まで切

り下げるのは，「転用や配置換えの意思決定

は，それまで行ってきた投資の清算と，清算

によって回収した資金の再投資を伴う。」と

いう考えによるものであった。外形上は同一

の資産を保有し続けているだけだが，収益力

が低下した固定資産については，そこに清算

と再投資とを見出しうる，というのが簿価を

切り下げる理由の骨子であった。

またこうした意思決定は，転用や配置替え

に伴うコストに鑑みれば，通常，不可逆的な

形で行われるものと考えられる。米国FASB

がいったん計上した減損損失の戻し入れを禁

じているのは，たとえ減損処理の対象となっ

た固定資産をめぐる経済環境が事後的に好転

したとしても，既に転用や配置換えなどの意

思決定が不可逆的に行われている以上，好転

の事実は損失を戻し入れる契機にはならない，

会計基準の比較分析
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という考えに根ざしたものであった。

さらに減損処理を行うかどうかの判断に際

し，割引前キャッシュフローを割り引かずに

合計した金額と簿価とを対比していることも，

「転用や配置換えなどの意思決定に伴う，業

績測定のための新たな基礎の設定」という考

え方と関連づけることができる。

転用や配置換えを行うかどうかは，現在実

行中の投資から期待されるキャッシュフロー

の割引現在価値（すなわち使用価値）と，代

替的な使途にもとづく使用価値との大小によっ

て判断される。その点に鑑みれば，「転用や

配置換えの意思決定」を簿価切下げの契機と

みる米国FASBはほんらい，何らかの割引

現在価値にもとづいて減損処理の要否を判断

することになる。「割引現在価値にもとづく

判断」を基準状況とみれば，割引前キャッシュ

フローの単純な合計額と簿価とを対比して

いる実際の会計基準は，減損処理の要否に関

して慎重なスタンスを要求していることにな

る（10）。そのようなスタンスがとられている

のは，転用や配置換えは影響が大きく，日常

的に繰り返し行われている意思決定ではない

ことから，それらを伴うほど深刻な収益力の

低下が生じているかどうかは慎重に確かめな

ければならない，という判断が働いているた

めであろう。

ここで述べたように，固定資産の減損に関

して米国FASBが求めている具体的な会計

処理はいずれも，簿価を切り下げる理由とさ

れている「転用や配置換えに伴う測定基礎の

修正」から事実上一意的に導かれてくるもの

といえる。

（2）IASBの場合

ではIASBについても米国FASBと同様，

収益力が低下した固定資産の簿価を切り下げ

る理由としてかれらが標榜しているもの，す

なわち「いったん失われた簿価の回収可能性

を取り戻す必要」との関係において，IASB

が求めている会計処理も必然的なものといえ

るのであろうか。

先に記したとおり，IASBは減損処理の要

否を簿価と「回収可能価額」の対比を通じて

判断するとともに，減損処理を行う場合はそ

の「回収可能価額」まで簿価を切り下げるよ

うに求めている。また減損処理の対象となっ

た固定資産に関する経済環境が事後的に好転

した場合は，減損損失の戻し入れを求めてい

る。

IASBは時価や公正価値による評価を指向

していると言われるが，減価償却を典型例と

する計画的・規則的な配分手続によって簿価

を決定すること自体は許容している。ただし

配分手続が許容されるケースを，計画的・規

則的な配分から導かれてくる簿価（未償却残

高）に「回収可能価額」という経験的な意味

が与えられる場合に限っている。言い換えれ

ば，計画的・規則的な配分結果には「回収可

能価額」を「上限」とする旨の制約が課され

ている。IASBは明示していないが，上記の

制約は「配分の計画性や規則性よりも，配分

手続から導かれてくる簿価の経験的な意味の

ほうを重視すべし」という考え方の存在を示

唆している。

減損処理の必要性をこのように理解した場

合，減損処理の対象となる固定資産の簿価を

「最善の使途から期待される将来キャッシュ

フローの割引現在価値」を意味する「回収可

能価額」まで切り下げるのは必然的な処理と

なる。経営者の合理的な行動を前提とすれば，

上記のように定義された「回収可能価額」は

文字通り「回収可能な金額」であり，この金

額以下であれば簿価の回収可能性は損なわれ
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ていないとみなしうるからである（11）。

同様の理由から，そこでは簿価が「回収可

能価額」を超過したかどうかにてらして減損

処理の要否を判断する方法（すなわちIASB

による減損の認識基準）も，減損処理を「いっ

たん失われた簿価の回収可能性を取り戻すた

めの手続」とみる考え方と親和的といえる。

IASBでは米国FASBと異なり，減損処理が

不可逆的な意思決定とは結びつけられていな

い。減損処理の適用は簿価の回収可能性が保

たれている「通念に適ったほんらいの姿」へ

の回帰を意味するものであるから，例えば

「割引前キャッシュフローの合計額」を用い

て減損の要否を慎重に判断する必要性は，

「減損処理を支える基本的な考え方」との関

係においては乏しい。

とはいえ，いったん減損処理を行うことに

なれば，そこで計上される減損損失がある年

度の期間損益に大きな影響を及ぼしうるのは

事実である。また減損損失の基礎となる使用

価値は見積もりに依存した測定値であり，経

営者の裁量に影響されやすい。これらの諸点

に鑑みれば，「いったん失われた簿価の回収

可能性を取り戻すための手続」と位置づけた

減損処理において，減損の要否を慎重に判断

すること（具体的には，簿価と「回収可能価

額」との大小関係にもとづき減損の要否を判

断する「基本理念に適う方法」に代え，「割

引前キャッシュフローの単純な合計額」との

大小関係によって減損処理の要否を判断する

ことなど）も積極的には排除されない。「減

損処理を支える基本理念と親和的かどうか」

ではなく「それと積極的に矛盾するかどうか」

という観点に立つ場合，IASBが依拠してい

る基本理念からは複数の認識基準が許容され

ることとなる。

さらに減損処理を行うかどうかの判断に際

してとくに慎重な判断が下されておらず，ま

た減損の発生に伴って何らかの不可逆的な変

化も生じていないのであれば，経済環境が事

後的に好転した際，いったん計上した減損損

失の戻し入れを妨げるものはない。計画的・

規則的な配分手続にもとづく簿価が再び「上

限」の範囲内に収まるようになった以上，

「結果的に」不要となった減損損失は，むし

ろ積極的に戻し入れるべきことになる。この

ように考えれば，いったん計上した減損損失

の戻し入れをIASBが許容しているのも，減

損処理を支える基本理念としてかれらが受け

入れている「いったん失われた簿価の回収可

能性を取り戻すべし」という考え方と親和的

といえる。

ところで先に記したとおり，減損処理を支

えるIASBの基本理念と矛盾しない減損の認

識基準としては，その要否を簿価と「回収可

能価額」との大小関係にもとづき判断する

「ほんらいの方法」だけでなく，「割引前キャッ

シャフローの合計額」との大小関係によって

判断する「より慎重な方法」も排除されない。

減損損失の戻し入れは，いったん計上した損

失の取り消しを意味する手続であるから，戻

し入れの要否は，「もともとどのような観点

から減損の要否が判断されたのか」と密接に

結びついている。したがって，いったん計上

した減損損失を計上するかどうかに関して

「より慎重な方法」を採択する場合は，減損

損失の戻し入れにも慎重なスタンスが求めら

れることとなる。そこでは「最も慎重なスタ

ンス」をとれば，いったん計上した減損損失

の戻し入れは禁じられることとなる。

このとおり，減損損失を支える基本理念と

してIASBが依拠しているものから複数の認

識基準が許容されることを与件とすれば，そ

れと連動する形で，減損損失の戻し入れにつ

会計基準の比較分析
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いても複数の立場がありうることとなる。減

損損失の戻し入れを許容するかどうかは論点

として独立しておらず，減損損失を慎重に認

識するかどうかという論点に従属したものと

位置づけられる。

（3）ASBJの場合

続いては日本の減損会計基準に考察を進め

る。先に記したとおり，日本の現行基準は

「投資期間の全体を通じた回収可能性の評価」

という観点から減損処理の必要性を説いてい

る。ここでいう「投資期間の全体を通じた回

収可能性」は，「簿価の回収可能性」と対置

されている概念である。両者の相違は，「視

野に収めるべき期間の違い」に現れる。すな

わち後者は「減損の要否を判断している時点

以降に期待されるキャッシュフロー（の割引

現在価値）」と簿価との関係だけを問題にし

ている。これに対し前者では，「減損の要否

を判断している時点以降に期待されるキャッ

シュフローだけでなく，それまでに稼得済み

のキャッシュフローを含んだ，投資期間中に

生み出されるキャッシュフローの総体（の割

引現在価値）」と，投資総額との関係が問わ

れている。

両者の違いが顕在化するのは，「当初の予

想よりも早期に投下資金の回収が進み，にも

かかわらず当初の予想に沿う形で減価償却費

を計上し続けた結果，もっぱら償却不足を理

由として簿価が過大となる場合」である。こ

れは「投資期間の全体を通じてみれば収益力

の低下はみられないが，早期に資金の回収が

進んだ結果，減損の要否を評価している時点

以降だけに限れば，簿価にみあう資金の回収

が見込めない場合」とも言い換えられる。そ

こでは，将来のキャッシュフローとの関係に

限れば，簿価が回収可能性を失っている。こ

れに対し投資期間の全体を通じてみれば，当

初の予想を下回ることのない投下資金が回収

されている以上，全体としての回収可能性は

失われていない。いずれの回収可能性を問題

するのかに応じて，損失計上の要否に関する

判断がここでは分かれることとなる。

こうした特徴を有する「投資期間の全体を

通じた回収可能性の評価」という観点から減

損処理の必要を説く場合，減損処理の要否に

関する判断基準（減損の認識基準）としては，

複数の選択肢を想定しうる。

そのうちのひとつは，「投資に着手した時

点において期待しえた回収可能価額を事後的

に見積もり直したもの」との対比において，

初期投資額（原始取得原価）が過大であった

かどうかである。合理的な経営者は，投資プ

ロジェクトに着手した時点においては，初期

投資額を超過するキャッシュフロー（正確に

はその割引現在価値）の回収を期待していた

はずである。「投資期間の全体を通じた回収

可能性を評価し直す」ということは，投資に

着手した時点のそうした判断について，事後

的に判明した事実にてらして「後から考えて

みても正しい判断を行ったといいうるかどう

か」を確かめることにほかならない。「結果

的に過剰投資を行ってしまったかどうか」と

いう観点から，減損の要否を判断するのであ

る。

このような形で減損の要否を判断する場合，

減損処理が必要とされた固定資産の簿価は，

「投資に着手した時点における回収可能価額

を改めて見積もり直したもの」を基礎として

減価償却の手続を適用し直すことから導かれ

てくる，減損発生時点の未償却残高まで切り

下げられることとなる。過剰投資を切り捨て

た後に残るのは，「事後的に判明した事実に

てらしてみても回収可能な初期投資額」であ
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る。減損処理後は，この金額にもとづき減価

償却の手続をやり直せば，「見積もり直した

キャッシュフローとの関係において過大とは

いえない減価償却費」が投資期間中の各期に

配分されることとなる（12）。

減損が生じた固定資産をこの方法によって

切り下げた場合の簿価，すなわち「結果的に

過剰となってしまった部分を切り捨てた初期

投資額にもとづき，償却計算をやり直すこと

から導かれてくる未償却残高」は，計画的・

規則的な配分計画にもとづくものである。し

たがって，減損処理の対象となった固定資産

の，減損発生時点における「回収可能価額」

以下にこの金額が収まっている保証はない。

とりわけ収益力が低下した固定資産について，

相対的に多くの資金が早期に回収されること

となった場合，上記の「未償却残高」は減損

以降に回収しうるキャッシュフローとの関係

において過大となりうる。つまり投資期間の

全体を通じた回収可能性の評価を上記の方法

で行う場合，新たに見積もり直したキャッシュ

フローの発生パターン次第では，減損と同時

に償却不足も生じうる。

このとき，償却不足を修正しようとすれば，

「新たな配分計画にもとづく未償却残高」は

減損が発生した時点の「回収可能価額」まで

切り下げることとなる。簿価を「回収可能価

額」まで切り下げておけばその回収可能性が

保たれることは，IASBが求めている減損処

理に関連づけて先に説明したとおりである。

そうなると，投資期間の全体を通じた回収

可能性を評価した結果，回収可能なキャッシュ

フローの割引現在価値が総額で減少するとと

もに，そこでいう「総額」の実現パターンも

また変化する「より一般的なケース」（13）を

前提とすれば，減損処理，およびそれと同時

に必要とされる償却不足の修正の結果，固定

資産の簿価は（a）「投資期間の全体を通じた

キャッシュフローに関する新たな見積もりか

ら導かれてくる未償却残高」と（b）減損が

生じた時点における「回収可能価額」とのい

ずれか低いほうへの簿価修正が求められるこ

ととなる。収益力の低下だけが生じる場合は

（a）への簿価修正が，回収可能なキャッシュ

フローの低下と同時に，その回収パターンも

変化し，早期により多くのキャッシュが回収

されることとなる場合は（b）への簿価修正

がそれぞれ求められることとなる（14）。

続いて問題となるのは，日本の減損会計基

準を支える「投資期間の全体を通じた回収可

能性の評価」という考え方と，いったん計上

した減損損失に関する戻し入れの可否との関

係である。これまでの議論から明らかなよう

に，この「基本的な考え方」からすれば，減

損損失を認識するのは，「投資に着手した時

点に遡って見積もり直した結果，問題の固定

資産から生み出される将来キャッシュフロー

の割引現在価値が初期投資額に満たなくなっ

た場合」，すなわち「結果的に過剰な投資を

行ってしまったといいうる場合」である。

「投資期間の全体を通じた」回収可能性を問

題にしている以上，減損処理の要否は，原則

として「総体としての投資額（初期投資額）」

と「投資期間の全体を通じて回収されるキャッ

シュフローの初期投資時点における割引現在

価値」との対比によって判断されることとな

る（15）。

ここで述べたとおり，投資期間の全体を通

じた回収可能性を問題にする場合は，過去に

遡って将来キャッシュフローを見積もり直す

作業が不可欠である。そうした作業はコスト

を要するものであり，また上記の規準にてら

して減損処理が必要と判断された場合は，過

去から未処理のまま繰り越されてきた過剰投

会計基準の比較分析
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資額を一度に切り捨てることになる。そこで

計上される減損損失は，年度の期間損益との

対比において無視できない大きさとなりうる。

そうした事情に鑑みれば，「遡及的な見積も

り」が求められる状況では，減損処理の要否

を「ほんらいの方法」よりも慎重に判断する

必要が生じうる。減損処理の要否に関して

慎重な判断が下される場合には，いったん計

上した減損損失の戻し入れについても慎重な

判断が必要となり，「最も慎重なスタンス」

のもとでは戻し入れが禁止されることとなろ

う。

（4）「基本理念」の違いに帰着させうる相

違は何か

米国FASB，IASBおよびASBJの減損会

計基準がそれぞれ依拠している「基本的な考

え方」と，具体的な減損手続との関係を検討

したこれまでの議論によれば，減損処理を行

う理由に関する各基準設定主体の説明（減損

処理を支える基本的な考え方として，それぞ

れの基準設定主体が依拠しているもの）は，

減損手続の「大枠」を規定していた。具体的

な減損手続に関する各国基準の「複雑に錯綜

した相違」の多くは，「基本的な考え方」の

違いに帰着させうるものであった。

例えば米国FASBの場合，「収益力が低下

した固定資産については，転用や配置替えと

いった，不可逆的な意思決定が下され，それ

まで行ってきた投資が清算されるとともに，

（減損が生じた固定資産を対象として）新た

な投資が開始される」という事実認識がとら

れている。こうした事実認識と整合的な減損

手続（認識基準，測定基準，および戻し入れ

の可否）は事実上ひとつだけであった。

続くIASBの場合も，「（計画的・規則的な

配分は簿価の回収可能性が保持されている場

合に限って容認されるものであり，）経済環

境の予期していなかった変化により『簿価の

回収可能性』が損なわれた場合は，それをた

だちに取り戻さなければならない」という事

実認識が，具体的な減損手続は大きく制約し

ていた。ただし米国FASBの場合と違って，

「簿価の回収可能性を常に保持すべし」とい

う要請は，それだけで特定の減損手続を一意

的に導くものではなかった。減損処理の要否

に関する判断規準で，上記の「基本的な考え

方」に矛盾しないものは複数存在しており，

そのうちいずれを選択するのかは，減損処理

の要否をどれだけ慎重に判断したらよいのか

という価値判断に依存していた。

残る ASBJの場合も，減損処理に関する

「投資期間の全体を通じた回収可能性を評価

するための手続」という基本理念と整合的な

減損手続は限定的であった。収益力の低下と

同時に起こりうる「償却の遅れ」との関係を

問わなければ，「基本的な考え方」が減損手

続を事実上一意的に規定しているといっても

よい。

ただし上記の「基本的な考え方に適う減損

手続」は，日本の現行会計基準が実際に求め

ている減損手続と少なからず異なっている。

両者の違いは，「収益力の低下は一般に償却

の遅れを伴う」という事実認識に立つかどう

かの違いに求められるものであり，「減損処

理を行う際には『償却の遅れに起因する簿価

の切り捨て』も併せて行わなければならない」

という事実認識のほうに依拠する場合は，現

行会計基準が求めている減損手続にもまた，

「基本的な考え方」と積極的には矛盾しない

手続としての合理的な解釈を与えうる，とい

うのが本稿での考察結果であった。

上記のとおり，具体的な減損手続の違いを

生み出す「基本的な考え方」以外の要因とし
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て本稿が言及したのは，（a）（基本理念との

関係において特定の選択が強いられる状況で

はなく，裁量の余地が残されている状況にお

いて）減損処理を行うかどうかの判断をどれ

だけ慎重に行うのか，に関する価値判断の違

いや，（b）固定資産に関する収益力の低下と

償却の遅れとの同時発生がどれだけ一般的な

ことなのか，に関する事実認識の違いであっ

た。（a）が論点となるのはIASBの現行基準

であり，（b）が論点となるのはASBJの現行

基準であった。複数の選択肢がいずれも「基

本理念」とは積極的には矛盾しない状況で，

IASBとASBJはそれぞれ，（a）と（b）のそ

れぞれについて特定の判断を下している。そ

れが（減損処理を支える「基本理念」以外の）

どのような考え方に根ざした選択であり，そ

の選択は必然的なものだったのか，それとも

偶然の産物に過ぎなかったのかは，今後の検

討に委ねられている。

（5）残された検討課題：「基本理念」の相

違を生み出しているものは何か

これまでの考察には，直前の段落における

指摘事項以外にも，未解明の検討課題が残さ

れている。そのうちのひとつは，減損処理を

支える「基本的な考え方」に関する各国の違

いが何から生じているのか，である。本稿の

これまでの考察は，「基本的な考え方」が基

準設定主体間で異なっているのを与件とした

うえで，それと具体的な減損処理との間に

「必然的な結びつき」があるかどうかを検討

することにより，具体的な減損手続にみられ

る各国間の「複雑に錯綜した違い」に合理的

な解釈を与えようとするものであった。直前

の（4）で要約したとおり，減損手続に関す

る相違の大部分は，こうした「基本的な考え

方」の違いに帰着するものであった。こうし

た知見が得られたことと対照的に，なぜ「基

本的な考え方」が違うのかについては，ここ

まで一切の検討が行われていない。

減損会計基準を支えている「基本的な考え

方」の違いを生み出しうる要因としては，ま

ず（a）財務報告の目的として想定されてい

るものの違いや，（b）（「財務報告の目的」自

体は共通，あるいは類似しているという前提

のもとで）利益の計算と開示に関する基本原

則や基本思考の違いなどを想定しうる。この

うち（a）は，具体的には，「投資家の意思決

定に有用な情報の提供」以外にも「副次的な

目的」を想定するのか，かりに「副次的な目

的」を想定する場合，「主要な目的」と「副

次的な目的」との関係をどう理解するのか，

などの形をとる対立軸である。これに対し

（b）は，「資産負債観と収益費用観のいずれ

に立つのか」，「配分指向か，それとも評価指

向か」などの形をとる対立軸である。ただし

会計基準の国際的な調和が図られている状況

で，米国FASB，IASBおよびASBJの間に

（a）や（b）の次元で大きな違いがあるとは考

えにくい。

そうなると次に試みるべきは，「利益の計

算と開示に関する基本原則として各国の基準

設定主体が共有しているもの」の解釈（の違

い）にひきつけた説明であろう。具体的には，

（c）収益力が低下した固定資産に関連する情

報として，投資家らは具体的にどのようなも

のをなぜ必要としているのか（平均的な投資

家はどのような意思決定モデルに依拠してい

ると考えられるのか），（d）収益力が低下し

ていない固定資産について，なぜ減価償却の

手続による計画的・規則的な費用配分が行わ

れるのか，（e）収益力が低下していない固定

資産については，転用や配置替えが必ずしも

「それまで行ってきた投資の清算と新たな投

会計基準の比較分析
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資への着手」を意味しないものと理解されて

いるのに対し，収益力が低下したものに限っ

て清算と再投資が行われたものとみなすこと

の合理性はどこにあるのか，などの諸点が

「基本原則に関する解釈の違い」の典型例で

ある。

ここで列挙した（c）から（e）までについて

のスタンスは，減損処理を支える「基本的な

考え方」として各国の基準設定主体が依拠し

ているものとの「親和性」や「距離感」と関

わっている。その意味では，上記の問題にど

のようなスタンスで臨むのかが「基本的な考

え方」の違いを生み出している可能性がある。

ただしここで例示した（c）から（e）までで，

「利益の計算と開示に関する基本原則のうち

減損処理のあり方に関連し，かつ，解釈が多

岐に分かれるもの」を網羅している保証はな

い。減損処理を支える「基本的な考え方」の

違いに関する「最善の説明」は何であるのか

についても，さらなる検討の余地が残されて

いる。

Ⅲ おわりに

最後に，固定資産の減損処理を対象とした

各国会計基準の比較分析から得られた知見の

うち，他の領域における比較分析にも適用可

能という意味で汎用的なものを要約する。減

損処理に関する比較分析から引き出されてき

た第1の含意は，比較の結果を単一の座標

軸に沿う形で評価できる保証はなく，「目に

見える」共通点や相違点は複雑に錯綜してい

る場合もある，という点である。」

国際比較に際しては，単一の対立軸に根ざ

した「二元的な評価」を行いがちである。し

かし会計基準のあり方は多様な要因の影響を

受けるものであり，（a）財務報告の目的とし

てどのようなものが想定されているのか，

（b）その目的を達成するため，どのような基

本原則に根ざした基準開発を行うことになっ

ているのか，などに加え，（c）「偶然の産物」

ともいえる経路依存的な要素にも左右される。

そういう状況では，会計基準のあり方に影響

を及ぼしうる要因を網羅するとともに，それ

らの要因が独立しているのか，それともある

要因が別の要因を規定する関係にあるのか，

などの解明に努め，最終的には「具体的な認

識・測定手続の相違を生み出す最も根源的な

要因」を見出すことが目標となる。

とはいえ，減損会計基準を対象とした本稿

での考察が示唆しているように，具体的な認

識・測定手続に関する各国基準の相違が複雑

に錯綜している状況では，上記の「最も根源

的な要因」の解明は困難である。実際，本稿

でも，各国基準を支える「基本的な考え方」

が具体的な減損処理の多くを一意的に導いて

いることまでは解き明かせたものの，その

「基本的な考え方」がそもそもなぜ相違する

のかについては，いくつかの選択肢を提示す

る段階にとどまっている。

かりに「基本的な考え方」が相違する理由

に関する「最善の説明」を見出すことができ

たとしても，議論がそこで収束する保証はな

い。論点は「ある特定の説明をなぜ最善とい

いうるのか」に移り，議論の「無限後退」が

続くこととなる。それを避けるためには，厳

密な議論を経なくても受け入れうる「基本的

な前提」を置き，それを与件としなければな

らない。比較分析に際しては，こうした「限

界」を意識しておくことも肝要であろう。

減損処理に関する比較分析から引き出され

てきた第2の含意は，直接的な比較対象と

なっている会計基準だけでなく，周辺領域に

適用されている関連基準をも視野に収めなけ
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れば比較分析は完結しない，というものであ

る。こうした含意は，とりわけASBJの減

損会計基準と密接に関わっている。

「投資期間の全体を通じた回収可能性の評

価」を目的とする日本の減損処理においては，

減損の有無は，「投資に着手した時点に遡っ

て見積もり直した使用価値」と初期投資額と

の対比によって判断するのが「基本理念」と

親和的な方法と考えられる。実際の現行基準

は過去に遡ってキャッシュフローの価値を見

積もり直すことは求めておらず，それゆえ現

行基準が求めている減損の認識基準は，「基

本理念と整合していないもの」という批判を

受けることもある。

こうした批判が的を射ている可能性は否定

できないが，その一方，前節で検討したよう

に，「固定資産に係る収益力の低下は，一般

に償却の遅れをも引き起こす」といいうるの

であれば，償却不足を取り戻すことを目的と

した「減価償却費の追加計上」が減損処理と

同時に必要となる。収益力の低下と償却の遅

れとの間にそのような結びつきを見出すので

あれば，減損の認識や測定を「将来キャッシュ

フローを見積もり直した時点における回収可

能価額」に関連づけて行うことにも合理的な

解釈を与えうる，というのが，前節で行った

議論の骨子である。この「回収可能価額と簿

価との対比による減損の認識と測定」を慎重

に行うのであれば，日本の現行基準が求めて

いる「割引前キャッシュフローの単純な合計

額」と簿価との対比にも合理性を見出しうる

こととなる。

ここでの争点は，収益力の低下を契機とす

る減損処理と，償却の遅れを取り戻すことを

目的とした簿価切り下げとを「密接不可分な

関係にあり，事実上一体として処理するしか

ないもの」とみるのか，それとも両者は類似

しているが独立に取り扱うべきものか，であ

る。いうまでもなく，両者は形式的には独立

している。しかし収益力が低下した固定資産

については，投資期間の後半には十分な資金

回収を図れないのが一般的と考えられる。そ

の点をも考慮に入れれば，両者を一体とみる

立場にも説得力を見出しうる。周辺領域に適

用されている会計処理については，通念にか

かわらず，「当面の検討対象である会計処理

と相互に関連している可能性」を視野に収め

る必要があろう。

会計基準や会計実務を対象とした国際的な

比較分析は，ほんらい，会計現象間の因果関

係を解明するのに資する研究手法といえる。

ただ，これまでの比較分析においては，それ

が果たしうる役割の限界が必ずしも十分に意

識されておらず，また比較分析から含意を得

ようとする際に留意すべき事項についても，

十分な配慮がなされてこなかったと考えられ

る。こうしたことから，これまでの比較分析

は，「期待しうる役割」を十分には果たさず，

逆に「ほんらいなら期待できない役割」を負

わされてきた可能性がある。減損会計基準に

関する国際比較についていうなら，基準の違

いを解説することに終始している先行研究や，

各国が置かれている環境条件の違いを顧みず，

会計基準だけに焦点を当ててその「優劣」を

問うような先行研究がその典型例である。

果たしうる役割の限界を意識し，また会計

基準を取り巻く環境要因を適切にコントロー

ルすれば，比較分析からはこれまでより多く

の成果を期待できるはずである。先行研究が

抱えていた方法論上の問題点を健全な形で批

判するとともに，「模範的な比較分析」に親

しむことで，会計基準の比較分析はますます

実り多いものとなろう。

会計基準の比較分析
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注
（1）FASB［1995］,paras.69 70を参照。

（2）IASB［1998］はその第1項において，「本基

準の目的は，企業が資産に回収可能価額を超

える帳簿価額を付さないことを確保するため

の手続を定めることである。資産は，その帳

簿価額が使用又は売却によって回収される金

額を超過する場合には，回収可能価額を超え

る価額を付されていることになる。このよう

な場合には，資産は減損しているものとされ，

本基準は企業が減損損失を認識することを要

求している。本基準はまた，企業が減損損失

の戻入れをしなければならない場合を特定し，

減損した資産に関する一定の開示についても

定めている。」と記している。

（3）IASB［1998］,BCZ9 BCZ26を参照。

（4）FASB［1995］,para.6および企業会計審議会

［2002］「二 減損損失の認識と測定 2.減損損

失の認識」を参照。なお，よく知られている

ように，減損損失を認識するかどうかに関す

る精査は，減損の兆候がみられる資産に限っ

て行われる。減損の兆候については FASB

［1995］,para.6および企業会計審議会［2002b］

「二 減損損失の認識と測定 1.減損の兆候」を

参照。

（5）企業会計基準審議会［2002a］「四 会計基準

の要点と考え方（2）減損損失の認識①」およ

び秋葉［2003］を参照。

（6）企業会計審議会［2002b］「二 減損損失の認

識と測定 3.減損損失の測定」および IASB

［1998］,para.1を参照。

（7）FASB［1995］,para.75を参照。なお減損損失

の戻し入れを禁じる理由についてはpara.105

を参照。

（8）簿価と回収可能価額との対比によって減損処

理の要否を判断する方法は，日本の減損処理

を支える基本的な考え方（初期投資額のうち

結果的に過剰となってしまった部分の切り捨

て）と整合的なものといえる。そこでいう回

収可能価額は，使用価値と売却処分価値のう

ちいずれか大きいほうと定義されることから，

ここでは「使用価値との対比」を準拠枠とし

たうえで，「割引前キャッシュフローの単純な

合計額」に着目して減損処理の要否を判断す

る方法を「より慎重に判断する方法」と特徴

づけている。

（9）IASB［1998］,BCZ184を参照。

（10）ここで慎重なスタンスというのは，簿価を最

善の使途にもとづくキャッシュフローの割引

現在価値（すなわち最善の使途にもとづく使

用価値）と対比する方法ではなく，米国FASB

が求めている「簿価と最善の使途から期待さ

れるキャッシュフローを割り引かず合計した

金額とを対比する方法」が採択されているこ

とを指している。本文中に記したように，「転

用や配置換えの意思決定」はほんらい，ある

使途にもとづく使用価値と別の使途にもとづ

く使用価値との比較を通じて行われる。この

方法を比較の対象とした場合は，米国FASB

が求めている認識基準が慎重なスタンスに根

ざしているかどうかについて確たることがい

えない。

（11）「簿価が回収可能かどうか」の判断は，このほ

か，ASBJや米国FASBが減損処理の要否を

判断する際に参照している「割引前キャッシュ

フローの単純な合計額」を超過しているかど

うかによっても行いうる。ただし固定資産の

保有期間は一般に長期にわたることから，割

引計算の手法によらない「割引前キャッシュ

フローの単純な合計額」を敢えて用いる必要

は乏しい。

（12）「事後的に判明した事実にてらしてみても回収

可能な初期投資額」にもとづき計画的・規則

的に減価償却費を配分した場合，投資の途中

で簿価（未償却残高）が簿価を超える事態が

起こりうる。ただしこういう形で生じる「過

大な簿価」は，定義上，償却不足にもとづく

ものである。

（13）いうまでもなく，ここで比較の対象とされて

いるのは，「収益力の低下しか生じず，それと

同時にキャッシュフローの実現パターンが変

化することはない場合」である。すなわち回

収可能なキャッシュフロー総額の割引現在価

値は減少する（すなわち収益力は低下する）

ものの，見積もり直したキャッシュフローの

実現パターンは大きく変化しないケースだけ

しか視野に収めないのか，それとも「償却の

不足」が同時に起こる可能性をも視野に収め

るのかがここでの争点である。

（14）よく知られているように，日本の現行会計基

準は「投資期間の全体を通じた回収可能性の

評価」という考え方のもとで，減損が生じた

固定資産の簿価を一律その回収可能価額まで

切り下げるように求めている。いわば本文に

記した（b）への簿価修正が常に求められてい

る。その理由は必ずしも定かでないが，おそ

らく，減損が生じるようなケースでは，一般

に，投資期間の後半に回収しうるキャッシュ

は僅少と考えられているのであろう。その場

合，通常の償却基準によっていたのでは，一
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般に，減損と償却不足が生じてしまうため，

簿価は結果的に減損対象資産の「回収可能価

額」まで切り下げられることとなる。

（15）この認識基準は，現行の減損会計基準が実際

に要求している「収益力が低下した固定資産

の簿価と，当該固定資産が将来に生み出すキャッ

シュフローを割り引かずに合計した金額（割

引前キャッシュフローの単純な合計額）との

大小関係に根ざした判断」とは異なっている。

ただ，減損損失の測定基準を検討した際に論

じたとおり，減損損失の計上が求められる状

況においては，キャッシュフローの回収パター

ンも変化している可能性がある。かりにこう

した変化は普遍的にみられるものとすれば

（すなわち「収益力の低下は一般に償却の遅れ

を伴う」といいうるのであれば），収益力が低

下した固定資産の簿価は，償却の遅れを取り

戻す必要も含め，最終的に，その「回収可能

価額」まで引き下げられることとなる。

また収益力の低下を伴わずに償却の遅れだ

けが生じる場合においても，固定資産の簿価

は，簿価の修正を行う時点の「回収可能価額」

まで切り下げられることとなる。つまり「収

益力の低下には償却の遅れによる償却不足が

伴う」といいうるのであれば，減損の有無に

かかわらず，もっぱら償却の遅れに対応すれ

ば，結果的に「収益力の低下に伴って顕在化

した，過剰投資額（正確には過剰投資額のう

ち，減損発生時点までに費用化されていない

部分）の切り捨て」にも対応できることとな

る。

その場合，収益力が低下したことの影響も

含む「複合的な要因にもとづく簿価切下げ」

は，簿価が将来キャッシュフローを見積もり

直した時点の「回収可能価額」を超過してし

まったかどうかで判断すればよいこととなる。

そうした判断を慎重に行おうとすれば，簿価

と「割引前キャッシュフローの単純な合計額」

との対比を通じて減損の要否を判断すること

にも合理性を見出しうる。ここで述べたよう

に，いくつかの前提のもとでは，日本の現行

基準が求めている減損の認識基準に「それを

支える基本的な考え方に結びつくもの」とし

ての合理的な解釈を与えることができる。
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「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」
の存立基盤
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国際会計基準審議会（IASB）の目的ないしIFRS財団の目的には，

「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」の開発と，コン

バージェンスを通じたIFRSの採択の推進・促進などが謳われてい

る。世界金融危機後のG 20サミット（「金融・世界経済に関する首

脳会合」）の首脳宣言とその添付資料も，この「単一の高品質でグロー

バルに認められた会計基準」の創設を中期的措置に掲げ，一貫して

そのコミットメントが問われてきた。

基準設定において重視され，その実現を目標に掲げる「単一の高

品質でグローバルに認められた会計基準」を題材として，その存立

基盤を模索する。とくに，（1）「単一の高品質でグローバルに認めら

れた会計基準」の意義は何か，（2）IFRSを支持する国際機関の法

的根拠とその正統性は何か，という2つの問題意識のもとで，これ

らを探求した。これにより，「高品質」という概念が具体性を欠き，

それを導き出す操作可能性がみられず，またそれが困難だという事

実が明らかとなる。

また，この間のアメリカ証券取引委員会（SEC）による国際会計

基準（IAS）の使用に関する「鍵となる3要素」やSEC最終スタッ

フ報告書での評価基準（検討領域）で，重視する財務情報の質的特

性が，「高品質」から「比較可能性」へとシフトしている事実も明ら

かとなる。

国際機関の法的根拠や正統性の検討からは，基準設定のあり方は，

単に会計の分野にとどまらず，法的観点や政治的観点からの会計研

究に取り組むべきであり，同時にその課題が示唆される。国際的な

会計基準づくりは，学術研究による証拠の提供が必要されているだ

けに，この事実は，会計研究が取り組むべき課題の重要性を認識す

るうえでの好材料となる。

要 旨



Ⅰ はじめに―基準設定における
学術的研究の必要性と期待―

基準設定における学術的研究の必要性とそ

の関与への期待が寄せられている。

たとえば，国際会計基準審議会（IASB）

の「財務報告に関する概念フレームワーク」

（TheConceptualFrameworkforFinancial

Reporting）は，有用な財務情報の質的特性

における基本的な質的特性について，「忠実

な表現は実証的に測定できるか」の見出しの

もとで，結論の根拠に次のような基準設定に

おける会計研究の貢献と問題点を示した（1）。

「実証的な会計研究により，企業の資本性金

融商品または負債性金融商品の市場価格の変動

との相関を通じて，目的適合性のある忠実に表

現された財務情報を支持するかなりの証拠が蓄

積されている。しかし，そうした研究は，忠実

な表現を目的適合性と区別して実証的に測定す

るための技法を提供していない」（BC3.30）。

また，IASBの「フィードバック・ステー

トメント アジェンダ協議 2011」（IASB

［2012］）は，専門的作業プログラムのなか

で調査研究の取組みを拡大する必要性を示す

とともに，証拠に基づく基準設定を提示した。

○証拠の必要性

「IASBは，多くの作業プログラムの筋道に，

より証拠に基づいた評価を取り入れることを予

定している。大半のプロジェクトの提案は，す

でに，財務報告の問題点の証拠として学術的な

または他の調査研究からの情報を織り込んでい

る」（IASB［2012］,p.16（国際会計基準審議

会［2012］，16ページ））。

本稿では，基準設定において重視され，そ

の実現を目標に掲げる「単一の高品質でグロー

バルに認められた会計基準」（ASingleSetof

HighQuality,GloballyAcceptedAccount-

ingStandards）（「単一の高品質でグローバ

ルな会計基準」，「単一の高品質でグローバル

に認められた財務報告基準」などとも称され

る）の存立基盤について模索してみたい。こ

の模索を手掛かりに，研究者への役割期待，

研究対象および研究の方法論の一端を論じる

ことを目的とする。

Ⅱ 問題意識1：「単一の高品質
でグローバルに認められた
会計基準」の意義は何か

IASBの「国際財務報告基準に関する趣意

書」（PrefacetoInternationalFinancial

ReportingStandards）やIFRS財団の定款

（IFRSFoundation・sConstitution） は，

IASBの目的ないしIFRS財団の目的の1つ

に，「公益に資するよう，明確に記述された

原則に基づく，単一の高品質で，理解可能な，

強制力のあるグローバルに認められた会計基

準を開発すること」（趣意書第6項，定款第

2条）を掲げている。このような特性を有す

る会計基準は，投資家をはじめとする財務情

報の利用者が経済的意思決定を行なうのに役

立つものとするためである。また，「IFRS

（すなわち，IASBが公表する基準および解

釈指針）の採用を，各国会計基準とIFRSと

のコンバージェンスを通じて，推進し促進す

ること」も目的の1つを形成している。つ

まり，「単一の高品質でグローバルに認めら

れた会計基準」の開発と，コンバージェンス

を通じたIFRSの採択の推進・促進が目的と

して謳われているのである。
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ここで問題意識が生じる。そもそも，IASB

の目的として最初に掲げられた「単一の高品

質でグローバルに認められた会計基準」の意

義とは何かということである。

確かに「財務報告に関する概念フレームワー

ク」の結論の根拠のなかで，有用な財務情報

の質的特性のなかに含めなかった質的特性の

1つに，「高品質」があることを示している。

ただし，「透明性，高品質，内的整合性，真

実かつ公正な概観または適正な表示は，目的

適合性と表現の忠実性の質的特性を有し，比

較可能性，検証可能性，適時性および理解可

能性で補強された情報を別の言葉で記述した

ものである」（BC3.44）とした。つまり，

「単一の高品質でグローバルに認められた会

計基準」という場合の「高品質」とは，「財

務報告に関する概念フレームワーク」上は，

財務情報の質的特性を満たす財務情報の有用

性と解することができるのである。

「IFRSの強制適用は不要。IFRSの会計基

準としての品質には理論・実務の両面から問

題があり，投資家のためにもならない。企業

の自由意志による選択適用とすべき」（東京

財団［2010］，1ページ）というように，日本

ではIFRSの強制適用の是非の判断でそれを

真正面から否定するものもある。これに限ら

ず，「高品質な会計基準」の意義の認識につ

いては，有用な財務情報の質的特性との関わ

りで，どちらかと言えば否定的な見解が多い。

たとえば，「結局，『質』の意味を経験的事

実にてらして理解するのは困難であり，基準

設定の事前であれ事後であれ，・highquality・

なるものが存在すると想定するのは，やはり

幻想といわざるを得ない」（大日方［2011］，

91ページ），「これまでのこの場〔企業会計

審議会総会：引用者〕の議論の中で，高品質

で単一な基準というのは何ですかというのは

わからないんだということになっているんで

すね。ですから，それがあたかもあるかのよ

うな議論はおかしい。…高品質な単一の基準

があって，それを日本に入れるべきだ。ある

いは，そうすることで比較可能性が高まると

いう，そういう議論は危険だと思います。も

うちょっと慎重にきちんと議論すべきだと思

います」（金融庁・企業会計審議会［2013a］

での辻山栄子委員の発言）などである。

しかし，これに関連して，IASBの鶯地隆

継理事の発言で，「何を持って高品質かとい

うことに関して言えば，その定義は特にない。

しかし，概念フレームワークで会計情報の質

的特性として要請する『目的適合性を持って

忠実に表現することである』という枠組みの

もとで，デュープロセスを通じて，価値基準

を行為形成できる仕組みをつくっていくこと

で，策定された会計基準は「高品質」という

ことになる」という趣旨のものもみられる（2）。

アメリカ証券取引委員会（SEC）も，外

国民間発行体によるIFRS適用をすでに容認

したことを受けて，アメリカの発行体に対す

るIFRS適用の是非の判断を迫られ，検討し

てきた。では，SECは，このIFRS適用の

是非はもとより，「単一の高品質でグローバ

ルに認められた会計基準」をどのように捉え，

またどのような対応をみせているのだろうか。

SECコミッショナーは，IFRS適用の是非の

判断に資する材料として，SECスタッフ

に「グローバル会計基準の作業計画」（Work

Plan forGlobalAccountingStandards）

（SEC［2010］）を要請していた。一連の作

業計画の結果であるSEC最終スタッフ報告

書には，IFRSがアメリカの発行体にとって

の「単一の高品質でグローバルに認められた

会計基準」となるのに十分なほど開発され，

適用されているかどうかの評価が示されてい

「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」の存立基盤
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る。その評価基準，つまり検討を要する領域

として，次の3つを提示したことは刮目に値

する（SECOfficeoftheChiefAccountant

［2012］,p.7）。

①IFRSの網羅性

②各管轄（法域）内および管轄間での

IFRS財務諸表の比較可能性

③IFRSの監査可能性および執行可能性

これまでに，SECはIFRSではなく，そ

れに先立つ国際会計基準（IAS）の使用に関

する判断基準（いわゆる「鍵となる3要素」）

を明らかにしていたが（3），実は上記の検討

を要する領域は，おおむねこれに整合するも

のである。ただし，両者を突き合わせること

でも変化を感じることができるように，ここ

で看過し得ないことは，重視する財務情報の

質的特性が，「高品質」から「比較可能性」

へとシフトしている事実である（4）。

結果的に，SEC最終スタッフ報告書は，

今般の 3つの検討領域を満たしたという評

価結果を出してはいないが（5），国際的な会

計基準であれ，「単一の高品質でグローバル

に認められた会計基準」であれ，SECが主

体的に評価する姿勢そのものは不変である。

Ⅲ 問題意識 2：IFRSを支持
する国際機関の法的根拠と
その正統性は何か

IASBのハンス・フーガーホースト（Hans

Hoogervorst）議長は，2013年 6月に香港

で開催されたIFRSアジア・オセアニア政策

フォーラム（IFRSAsia OceaniaPolicy

Forum）のスピーチ（Hoogervorst［2013］）

で，IFRSが証券監督者国際機構（IOSCO），

世界銀行（WorldBank）および20ヵ国・地

域首脳会合（G20サミット）からグローバ

ルな会計基準としての支持を得ているとした。

ここで第2の問題意識が生じる。IFRSを

グローバルな会計基準として支持する国際機

関の法的根拠，またIFRSの設定主体である

IASBの法的根拠は何かということである。

さらに，その正統性（Legitimacy）は何か

ということである。

もちろん，これまでに世界貿易機関（WTO）

の「シンガポール閣僚宣言」（1996年12月

13日）や1998年の先進7ヵ国（G7）金融

蔵相中央銀行総裁会議などで，国際会計基準

委員会（IASC）が会計プロフェッションの

分野で国際基準を完成することが奨励されて

きた。しかし，「単一の高品質でグローバル

に認められた会計基準」の創設や実現が俄然

注目を浴びたのは，2008年の世界金融危機

後のG20サミットと称される「金融・世界

経済に関する首脳会合」（SummitonFinan-

cialMarketsandtheWorldEconomy）に

よる会計基準に関する提言にある。

最初のワシントンD.C.・サミット（2010

年11月）での首脳宣言の添付文書「改革の

ための原則を実行するための行動計画」にお

いて，透明性および説明責任の強化に向けた

当面の措置として「国際会計基準設定主体に

おけるガバナンスの強化」などを掲げるとと

もに，次のような中期的措置を提示した。
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透明性および説明責任の強化

中期的措置

・世界の主要な会計基準設定主体は，

単一の高品質でグローバルな会計基

準を創設することを目的に，精力的

に作業を行なう。

・規制当局，監督当局および会計基準

設定主体は，状況に応じ，高品質な

会計基準の一貫した適用および実施

を確保するため，相互に，また民間セ

クターと継続的に協力して作業をする。



その後のロンドン・サミット（2009年4月）

から直近のロスカボス・サミット（2012年

6月）に至るまで，G20首脳宣言は，一貫

して「単一の高品質でグローバルな会計基準」

の達成が重要であることを強調してきた。だ

からこそ，たとえば自由民主党政務調査会・

金融調査会の「企業会計に関する小委員会」

による「国際会計基準への対応についての提

言」（2013年6月13日：自由民主党政務調

査会・金融調査会「企業会計に関する小委員

会」［2013］）をはじめ，金融庁・企業会計

審議会による「国際会計基準（IFRS）への

対応のあり方に関する当面の方針」（2013年

6月19日：金融庁・企業会計審議会［2013b］）

にみられるように，日本のIFRSへの対応の

あり方に関する基本的な考え方のなかで，こ

の目標の実現に向けた日本のコミットメント

を明言したのである。

しかし，2008年からのG20サミットや，

すでに開催されてきた先進7ヵ国・1地域の

主要国首脳会議（G8）の国際機関の法的根

拠が問われる。これについては，次の見解が

的を射ている。

「G20やG8は，いずれも国連，国際通貨

基金（IMF），世界銀行，WTOのように国際

協定に基づいて設立されたものではなく，法的

な根拠はない，非公式な会議である。G20が

何かを決めて共同声明に書いても，厳密には法

的な拘束力はないし，意思決定の方法も基本的

には全会一致で，国際機関のような多数決では

ない。

グローバルガバナンスは，G20のような法

的な正当性のない機関ではなく，法的根拠のあ

る国際機関に担わせるべきという意見もある」

（藤井［2011］，238239ページ）。

法的根拠のある国際機関に担わせる方法に

は，たとえば，G20をIMFの国際通貨金融

委員会の閣僚会議に統合したり，またG20

を国際連合の安全保障理事会と同様な形で，

経済安全保障理事会を創設したりすることな

どが考えられる。とくに，アメリカは国際的

な官僚組織への不信が強く，指導力の発揮し

やすさから，法的な正当性や法的根拠のない

サミットなどを政治的手法として好む（藤井

［2011］，239240ページ）という事実を，

われわれは受け止めるとともに，学ぶべきで

ある。

これまでに，組織的正統性の研究成果を踏

まえてIASBの正統性を検討したり，また会

計基準の法的根拠を検討したりした研究成果

も散見される（6）。また，民間機関によるグロー

バルな規制やルールの形成プロセスを検討し

たB・theandMattli［2011］は，国内の標

準化機関と国際的な標準化機関との間の制度

補完性が高いほど，国内制度が断片化されて

いる国のステークホルダーに比べて，国内制

度が階層化されている国のステークホルダー

の方が大きなアドバンテージを享受すること

をはじめ，なによりも，IASBによって設定

される IFRSに影響を及ぼすにあたり，米

国企業の方が欧州企業よりも成功しやすい

（B・theandMattli［2011］,p.118（小形訳

［2013］,114ページ））と結論づけている。

これらは，基準設定に対する政治学上の影

響やその議論への貢献などを考えるうえで示

唆に富む。

Ⅳ IOSCOの国際機関への関与

IASBのフーガーホースト議長が，IFRS

のグローバルな会計基準としての支持を

IOSCOから得ていると述べたように，IOSCO

「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」の存立基盤
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は多くの国際機関に関与している。経済協力

開発機構（OECD），金融安定理事会（FSB），

ジョイント・フォーラム（JointForum），

マネーロンダリングに関する金融活動作業部

会，公益監視委員会（PIOB），IMF，世界銀

行，ヨーロッパ委員会（EC），そしてIASB

などである。

IFRS，ひいては IASBの存立基盤は，

IOSCOへの依存がきわめて高い。IFRSの

設定主体であるIASBやIFRS財団は，直接

的にも間接的にもIOSCOに密接に関与して

成り立っていることを認識しなければならな

い。

IFRS財団の組織を人的側面から鳥瞰する

と，公的資本市場の規制当局によるモニタリ

ング・ボードは，IFRS財団定款第21条が

規定するように，IOSCOが直接的に関与し

ている（7）。IFRS財団評議員会のミシェル・

プラダ（MichelPrada）議長は，IOSCO理

事会議長やIOSCO専門委員会議長を，また

IASBのフーガーホースト議長もIOSCO専

門委員会議長を歴任した。IASB理事のフィ

リップ・ダンジョウ（PhilippeDanjou）と

メアリー・トーカー（MaryTokar）も，そ

れぞれIOSCO第1常設委員会（多国間会計

および開示）委員や IOSCO第 1作業部会

（当時）議長の歴任者である。

さらに言えば，IFRS財団やIASBのIOSCO

との結び付きとともに，SECのIOSCOとの

結び付きも強力である。

IFRS財団のハーベー・ゴルトシュミット

（HarveyGoldschmid）評議員は，SECコ

ミッショナーを務めたし，IASB理事であ

る先のトーカーとパトリック・フィネガン

（PatrickFinnegan）は，それぞれ SEC主

任会計士室の元シニア・アソシエイト主任会

計士と SECスタッフであった。とくに，

IOSCOが 2000年に IASCのコア・スタン

ダードを承認した（IOSCOTechnicalCom-

mittee［2000］）ときの第1作業部会議長は，

トーカーである（杉本［2009］，4950ペー

ジ）。また，IOSCO専門委員会議長は，ク

リストファー・コックス（ChristopherCox）

元 SEC委員長やキャスリーン・ケーシー

（KathleenL.Casey）元SECコミッショナー

が務めてきており，またケーシーは，支払・

決算システム委員会（CPSS）とIOSCOの共

同作業部会共同議長などを歴任した。SEC

アシスタント・ディレクターのジェフリー・

ムーニー（JeffreyMooney）も，「清算機関

のための勧告」の見直しに関するCPSSと

IOSCOの共同作業部会共同議長を務めてき

た。

このように，SECは，IOSCO，IFRS財

団とIASBに強力かつ重層的な関与を張り巡

らし，国際的な証券規制はもとより，「単一

の高品質でグローバルに認められた会計基準」

の実現にその影響力を発揮しているのである。

Ⅴ IOSCOと「単一の高品質で
グローバルに認められた会
計基準」

IOSCOによる「単一の高品質でグローバ

ルに認められた会計基準」の実現に向けた関

与を考えた場合，「証券規制の目的と原則」

（IOSCO［2010］）が大きな拠り所となる。

この「証券規制の目的と原則」は，規制目的

を達成するための証券法政策のあり方に関す

る38原則を提示している。この38原則は

9つの見出しで分類される。5つ目の「E.発

行体のための原則」（3原則）の1つに，原則

18の「発行体が財務諸表を作成するために

使用する会計基準は，国際的に受け入れ可能
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な高品質なものでなければならない」がある。

そもそも，当初設定された「証券規制の目

的と原則」（IOSCO［1998］）では，会計基

準と監査基準を単独の原則で規定していた

（原則16「会計基準と監査基準は，国際的に

受け入れ可能な高品質なものでなければなら

ない」）。この原則は，財務諸表には，包括性，

一貫性，目的適合性，信頼性および比較可能

性が求められることと，国際的に受け入れ可

能な高品質の，包括的で十分に定義された会

計原則は，財務上の成果に関する正確かつ目

的適合的な情報の提供を確保することが求め

られていた。その後，現行のように原則化さ

れたのである。

IOSCOによる「高品質な会計基準の開発

と執行へのコミットメント」は，IOSCO専

門委員会の「会計基準の開発と執行に関す

るステートメント」（2008年10月21日：

IOSCO［2008a］）やIOSCOのG20サミッ

トに対する公開書簡声明文「会計基準とガバ

ナンスに関するIOSCOのステートメント」

（2008年11月12日：IOSCO［2008b］）に

継承されている。つまり，「単一の高品質で

グローバルに認められた会計基準」の実現は，

IOSCOによる証券規制を達成するための証

券法政策のあり方に関わる原則に支えられ，

展開されている事実を窺い知ることができる。

IOSCOとIFRS財団は，2013年9月16

日に「国際財務報告基準に関する協力につい

てのプロトコール（議定書）声明」（IOSCO

andIFRSFoundation［2013］）を公表した。

これも，IOSCOとIFRS財団が，高品質で

グローバルに認められた会計基準を実現し，

その財務報告を展開するためにIFRSの適用

の首尾一貫性を高めるという共通のコミット

メントを，より協力を深めて支援することを

表明したものである。

すでにIFRS財団は，モニタリング・ボー

ドのメンバー要件として「IFRSの使用」と

「IFRS財団への資金拠出」を示し，とくに

「IFRSの使用」については，その定義がプレ

スリリース（IFRSFoundationMonitoring

Board［2013］,p.2）を通じて提示された。

「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」の存立基盤
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IFRSの使用：

総則

（a）当該国は，IFRSの適用に向けて進

むこと，および，最終的な目標として

単一の高品質で国際的な会計基準がグ

ローバルに受け入れられることを推進

すること，について明確にコミットして

いる。このコミットは，当該市場で資金

調達する企業の連結財務諸表について

IFRSの適用を強制または許容し，実

際にIFRSが顕著に適用される状態に

なっている，もしくは，妥当な期間でそ

のような状況へ移行することをすでに

決定していることにより裏付けられる。

（b）適用されるIFRSは，IASBが開発

したIFRSと本質的に同列のもので，

起こりうる例外は，一定の基準もしく

はそこから生じる一部が経済もしくは

その他の状況に関係していない，もし

くは当該国の公益に反する可能性があ

る，という場合に限定される。一定の

基準もしくはそこから生じる一部を開

発する際のデュープロセス履行上何ら

かの欠陥があった場合には，例外や一

時的な使用中止も許容しうる。

定量的要素

（c）当該国は，時価総額の規模，上場企

業数，クロス・ボーダーの資本活動に

照らしたうえで，国際的な文脈におけ

る資金調達のための主要な市場である

と考えられる。



「単一の高品質でグローバルに認められた

会計基準」の推進への明確なコミットメント

こそ，公的資本市場の規制当局によるモニタ

リング・ボードのメンバー要件を形成してい

るのである。「IFRSの適用を強制または許

容」と「IFRSが顕著に適用される状態」の

意義の解釈の問題も伴うが，強制適用に加え

て任意適用も容認していると解されている。

言うまでもなく，IOSCOの連結財務諸表

は，IFRSを適用して作成されている。

Ⅵ むすび
―基準設定と会計研究―

「単一の高品質でグローバルに認められた

会計基準」の存立基盤は，IOSCOに求めら

れることは間違いない。

「単一の高品質でグローバルに認められた

会計基準」の存立基盤を探るなかで明らかと

なったことは，実は，この「高品質」という

概念が具体性を欠き，それを導き出す操作可

能性がみられず，またそれが困難だという事

実である。

IASBは，作業プロジェクトの道筋に証拠

の必要性を説いてきた。財務報告の問題点の

証拠として，学術的な研究が求められている

のである。その必要性は，「財務報告に関す

る概念フレームワーク」の基本的な質的特性

についても同様であり，基準設定における会

計研究からの証拠となる情報が問われている。

とくに，「単一の高品質でグローバルに認

められた会計基準」の実現とそのコミットメ

ントのもとで，適用すべき会計基準に冠され

る，グローバル社会における「高品質」の概

念の共有可能性とその時代的考証が問われる。

たとえば，SEC（SECスタッフも含む）も

IASの使用に関する「鍵となる3要素」や

SEC最終スタッフ報告書での評価基準（検

討領域）で，重視する財務情報の質的特性が，

「高品質」から「比較可能性」へとシフトし

てきた。「単一の高品質でグローバルに認め

られた会計基準」の実現という目標や会計基

準間のコンバージェンスの進展とともに，こ

の財務情報の質的特性の志向についての検証

が問われることになる。

また，基準設定のあり方は，単に会計の分

野に限定されずに，法的観点や政治的観点か

らの会計研究などの必要性ももたらしている。

国際的な会計基準づくりは，われわれが取り

組むべき会計研究に数多くの題材を提示して

いるのである。

【注】
（1）「財務報告に関する概念フレームワーク」は，

有用な財務情報の質的特性として，「財務情報

が有用であるべきだとすれば，それは目的適

合的で，かつ，表現しようとしているものを

忠実に表現しなければならない」（QC4）とし

ている。情報が有用であるためには目的適合

性があり，しかも，忠実に表現されていなけ

ればならないのである。

併せて，当該概念フレームワークは，この

ような基本的な質的特性を適用するための最

も効果的なプロセスを，次の3段階にあると

した（QC18）。

①報告企業の財務情報の利用者にとって有

用となる可能性のある経済現象を識別す

る。
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定性的要素

（d）当該国は，IFRSの策定に対し，継

続的に資金拠出を行なっている。

（e）当該国は，関連する会計基準の適切

な実施を確保するための強固な執行の

仕組みを整備し，実施している。

（f）国・地域の関連する基準設定主体が

存在する場合，IFRSの開発に積極的

に貢献することにコミットしている。



②その現象に関する情報のうち，利用可能

で忠実に表現できるとした場合に最も目

的適合性の高い種類の情報を識別する。

③その情報が利用可能で忠実に表現できる

かどうかを判断する（もしそうであれば，

基本的な質的特性を充足するプロセスは

そこで終了する。そうでない場合には，

その次に目的適合性の高い種類の情報で

そのプロセスを繰り返す）。

（2）「鶯地理事 何を持って高品質かということに

関していえば，その定義は特にありません。

さりながら概念フレームワークではその第 3

章において，『会計の質的特性』という項目が

あって，その中で重要なのは『レリバンス

（目的適合性）』と『フェイスフル・リプリゼ

ンテーション（表現の忠実性）』だとはっきり

言っています。すなわち，会計基準というの

は，その企業の実態を適正に表す，しかも，

レリバンスを有して。レリバンスとは，日本

語では『目的適合性』と訳されています。つ

まり，『目的適合性を持って忠実に表現するこ

とである』とはっきりと書いているのです。

それを達成するためにどうすればいいか。『コ

ンパラビリティ（比較可能性）』といったもの

も，すべて目的適合性を持って忠実に表現す

るためにあるという，枠組みそのものはある

わけです。

ただ，私自身は，それはあくまで枠組みで

あって，そこに対しての価値基準を誰がどう

やって作るのかということ自体が，高品質で

あるかどうかの決め手になるのだと思います。

そういう価値基準について，ある特定の人が

勝手に決めるというのであれば，これは高品

質だとは言えません。結局，品質が良いか悪

いかというのは，主観的なもので，Aさんに

とっては非常に高品質な会計基準であっても，

Bさんにとってはとんでもない会計基準だと

いうことはあるわけです。当然，会計基準の

中で投資家と作成者，あるいは監査人と規制

当局，と立場によって利害が異なります。そ

ういったことも含めてコンセンサスを図って

いく。そのコンセンサスの中で，このように

会計処理すれば誰もが納得できるのではない

かというところに達する。そのプロセスの仕

組みがあるかどうかが大事なのです。デュー

プロセスを含めて，世界の各国がきちっと意

見を言えて，お互い納得して『こうしよう』

という，合意形成できる仕組みを作っている

かどうかだと思います。そういう意味では，

今回，ASAFのような仕組みを作る，当然，

モニタリングボードが存在する，といったこ

となどIASBが国際機関としてこの10年間，

まだ若い組織ですけれども，本当に努力して

きて，そういう枠組みを作っていこうとして

いる。これこそが『高品質』ということであっ

て，私はそれがいちばん大事だと思っていま

す」（週刊経営財務［2013］，5354ページ）。

（3）SEC［1997］のAppendices5に示された「鍵

となる3要素」は，①包括的（網羅的）で一

般に認められた会計基準を構成すること（包

括性（網羅性）），②高品質であること（高品

質），③厳格な解釈と適用が行なわれ得ること

（厳格な解釈と適用）からなる。

（ 4）経済産業省の経済産業政策局企業会計室の

「企業会計制度をめぐる動向」（2013年11月）

は，国際的な会計基準づくりが，「かなりの程

度基準間のコンバージェンス（共通化）が進

んだことで，これ以上の共通化や各国に単一

基準を一律に適用することの難しさが顕著に」

なっているとした。とくに，聞き取り調査な

どを踏まえて，「米国は『単一』ではなく，

『比較可能性（GlobalComparability）』と

『共通性（Commonset）』を志向」している

ことを指摘した（経済産業省・経済産業政策

局企業会計室［2013］，スライド2）。

（5）3つの検討領域に対するSEC最終スタッフ報

告書の評価結果を整理すると，次のようになる

（SECOfficeoftheChiefAccountant［2012］,

pp.733.）。

①IASBは，IFRSの網羅性の改善において，

多大な前進を遂げてきた。しかし，IASB

と財務会計基準審議会（FASB）の共同プ

ロジェクトは，その完了に向けて資源を

投入していない（たとえば，資本の特徴

を有する金融商品）。また，IFRSは特定

の業種または公共の取引の形態について

網羅的でない。

②レビューした財務諸表が全般的にはIFRS

の要求事項に準拠しているようにみえる

が，作成者の IFRS適用の品質を改善す

る余地がある。

③証券監督者国際機構（IOSCO）その他の

地域団体が，国際協調の拡大を通じて適

用の一貫性に寄与している。SECスタッ

フは，IASB，その他の世界中の証券規制

機関および会計専門家と協力して，国際

的なベースでの IFRSの適用および執行

の首尾一貫性を高めるために作業する。

（6）たとえば，TammHallstr・m［2004］，Cunningham

［2005］，真田［2009a］，真田［2009b］などを

「単一の高品質でグローバルに認められた会計基準」の存立基盤
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日本企業の配当行動と特別損益の関係性

加賀谷哲之

一橋大学

本研究の狙いは，日本企業の配当行動と特別損益との関係性につ

いて検討することにある。日本企業は有配・安定配当にこだわる傾

向が強い。それらの活動を通じて，株主に対する一定の経営責任を

果たしたと考える企業経営者の割合が相対的に大きいことが，有配

や安定配当を行う企業が多い背景にはあると考える。しかし，会計

制度がそうした有配や安定配当にどのような影響をもたらしている

のかについては，これまでのところ十分には検討されてこなかった。

本研究では，特に特別損益の計上が，日本企業の配当行動に与える

影響を検討する。米国基準や国際財務報告基準・国際会計基準では，

特別損益など異常損益を計上する余地をできる限り，最小化するよ

うに会計制度改革が進展してきた。異常損益を活用した業績区分の

変更による恒常的な利益を積極的にコントロールする利益マネジメ

ントが利用されることを回避することが，そうした制度改革の狙い

には存在する。一方で，日本基準は，相対的には特別損益の計上に

は寛容である。本研究では，こうした特別損益の計上が，日本企業

の配当政策に与える影響を検証した。検証の結果，持続的な業績が

黒字であり，純利益が赤字である場合には，安定配当政策を維持し

やすくなる一方で，純利益が黒字で持続的な業績が赤字である場合

ではそうではないことが確認できる。これは特別損益の計上を通じ

た経常的な業績の表示が，日本企業の配当行動を支えている可能性

があることを示唆している。
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Ⅰ はじめに

本論文の狙いは，日本企業の配当行動と特

別損益との関係性について検討することにあ

る。日本企業は他国企業と異なり，有配企業

の割合が高く，一株当たりの配当を過去のト

レンドから低下させるような減配行動を回避

する傾向があることが確認されている。一方

で，日本には一時的な変化に伴い発生する特

別損益の表示を通じて，恒常的な業績として

の営業損益や経常損益をその他のステークホ

ルダーとのコミュニケーション活動に積極的

に活用する傾向がある。本論文はこうした配

当行動と特別損益の関係性を明らかにするこ

とで，日本における分配行動を支える会計制

度の特徴について検討するための実証的な証

拠を蓄積することを狙いとしている。日本企

業の配当行動と特別損益の関係性を検討する

意義として，以下の3つがあげられる。

第1に，会計基準の国際的統合化・収斂

化の経済的影響を検討するにあたって，これ

まで必ずしも重視されてこなかった配当行動

に対する影響を解明しうる点である。会計基

準の国際的統合化・収斂化を経済的な影響を

検討するまで，これまで重視されてきたのは，

それに伴う投資家に対する評価や影響であっ

た。会計情報に対する評価の変化（比較可能

性の向上，透明性の向上，適時性の上昇など），

証券アナリストによる利益予測精度の向上，

アナリスト・カバレッジの向上，株式市場の

流動性や取引高の増大やビッド・アスク・ス

プレッドの向上，資本コストの低下，海外投

資家による資金拠出の増大，外国直接投資な

ど枚挙にいとまがない。会計基準の国際的統

合化・収斂化がこうした投資市場における評

価にポジティブな影響を与えているという実

証的な証拠が積み上げられている一方で，そ

れらが会計基準の国際的統合化・収斂化のみ

の影響とは限らず，それと並行して進展した

エンフォースメント・システムの導入等の証

券市場改革や監査制度改革，モチベーション・

システムの変更等が重大な影響を与えている

という指摘もある（e.g.,Christensen,Hail

andLeuz2013）。このようにまだ十分に解

明されていない側面が残されているとはいえ，

会計基準の国際的統合化・収斂化をめぐる証

券市場への影響は検討されてきたといえる。

一方で，会計基準の国際的統合化・収斂化が

各国の企業経営や経済運営に与える影響につ

いては十分に検討されていないのが実情であ

る。特に金融危機以降，会計基準の国際的統

合化・収斂化の基軸となってきた国際財務報

告基準の特徴として取り上げられる公正価値

会計や原則主義などといった内容が，企業会

計に期待されるその他の役割としての契約支

援機能，利害調整機能などにネガティブな影

響を与える，あるいは企業会計と関係するそ

の他の法制度や経済制度に十分に適合しない

という批判が展開されるようになりつつある。

こうした投資家にとっての有用性という観点

以外の企業会計に対する役割については十分

に検討されているとは言い難いのが現状であ

る（e.g.,Hail,Leuz,andWysocki2010a,

Hail,Leuz,andWysocki2010b,Bruggemann,

Hitz,andSellhorn2013など）。とりわけ日

本では，企業の配当行動が企業のステークホ

ルダー間の関係構築や利害調整において重要

な役割を果たしており，企業会計はそうした

意思決定を支援する役割を果たしているとの

指摘もある（加賀谷 2014）。日本企業の配

当行動の検討を通じて，会計基準の国際的統

合化・収斂化についての新たな知見を導きせ

る可能性がある。
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第2に，特別損益による表示が持つポジ

ティブな役割を導き出すことができる可能性

がある点である。特別損益や異常損益などの

計上は，企業による区分表示を活用した利益

管理を促進するという先行研究が数多く蓄積

されていることもあり，IASBやFASBなど

基準設定機関の多くは，特別損益や異常損益

の計上に消極的になりつつある。たとえば，

Massourdetal（2007）では，会計基準の国

際的統合化・収斂化をけん引してきた米国や

IASB等の会計基準設定機関が，特別損益や

異常損益として計上できる項目を限定するよ

うに，会計基準を変化させてきた事実を明ら

かにしている。それらの基準が適用される国

においては，投資家に対して恒常的な収益力

を伝達するため，各社が独自で作成したプ

ロフォーマ利益や基礎的利益（underlying

income）などを伝達する手段を進化させて

いる。一方で，日本基準では必ずしも会計基

準において特別損益や異常損益の計上を限定

させるような変化は存在しておらず，会計実

務や監査手続きの中で，その計上が限定され

る。その結果として，各社固有のプロフォー

マ利益や基礎的利益などは開示する企業はそ

れほど多くない。仮に日本におけるこうした

特別損益による表示に積極的な意味を見いだ

せるとすれば，会計基準の国際的統合化・収

斂化にあたって，これまでとは異なる視点か

らの示唆を獲得できる可能性がある。

第3に，企業の配当行動をめぐるパズル

（未解決の課題）への示唆を獲得できる可能

性がある点である。企業の配当行動は，投資

家などのステークホルダーとの情報の非対称

性を埋めるためのシグナリングの機能，ある

いは利害の差異に伴い追加的に負担する必要

のあるエージェンシー・コストを低減させる

機能などの役割を果たすことが期待されてお

り，そうした期待感は企業におけるライフサ

イクルの段階に応じても異なってくる可能性

があることが確認されている。しかし一方で，

なぜ企業の配当行動に執着性（stickiness）

が存在するのか，あるいはなぜ近年，株主還

元策の中心が現金配当から自己株式の取得な

どへとシフトしつつあるのかについては，十

分に解明されているとはいいがたい。日本企

業は他国企業以上に現金配当にこだわってい

る企業が多く，加えて配当に執着性がある可

能性が高い。日本における配当行動のメカニ

ズムをさぐることで，企業の配当行動をめぐ

るパズル（未解決の課題）への示唆を獲得で

きる可能性がある。

振り返れば，米国会計学会でも近年，会計

学研究のイノベーションのための取り組みが

必要であるという問題意識のもとで，さまざ

まな取り組みがスタートしている。とりわけ

これまで会計学研究では未解決の課題を共有

し，その解決に向けた研究を進めていくこ

との重要性を多くの研究者は提示している

（e.g.,Waymire2012）。本研究では，特に日

本企業固有で実践されている安定配当行動に

フォーカスをあて，日本で重視されている業

績表示方法がどのような影響を与えるかを検

討することにある。このため，第2節では，

先行研究をレビューしたうえで，仮説構築の

ための理論整理を行う。第3節ではリサー

チデザインを説明し，第4節で検証結果を

提示する。第5節では結論を示す。

Ⅱ 先行研究と仮説構築

1.先行研究

企業の配当行動がどのようなメカニズムで

決まっているのかという点については，コー

ポレート・ファイナンスの領域において研究

日本企業の配当行動と特別損益の関係性
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者の注目を集めてきた，中核的なトピックの

一つであり，多くの研究者がその解明に向け

て取り組んできた。その嚆矢となったのは，

Lintner（1956）による分析である。同研究

では米国企業28社を詳細に調査し，企業は

配当性向をベースにした配当行動を重視して

おり，その比率を低下させることにより，株

主等のステークホルダーから強い批判を浴び

る可能性があるため，その比率を変動させた

がらない傾向があることを明らかにしている。

また ModiglianiandMiller（1961）では，

完全・完備市場を前提とした場合には，資本

構成や配当政策は企業価値に影響を与えない

ことを示している。

仮に ModiglianiandMiller（1961）の主

張のように，配当政策が企業価値に無関連で

あるのであれば，なぜ企業は配当政策にこだ

わるのだろうか。AllenandMichaely（2003）

では，ModiglianiandMiller（1961）が提示

する完全・完備市場の前提などについて，ま

た同研究では考慮されていない，現金配当と

同じ株主還元に位置づけられる自己株式取得

について，検討することにより，企業の配当

政策を決定づける要因について分析している。

具体的には，税金，情報の非対称性や契約の

不完備性，制度的な制約，取引コストなどの

実態やそれらに対する株主や企業経営者の意

識が企業の配当方針に影響を与えるというも

のである。たとえば，配当とキャピタル・ゲ

インで税率が異なるのであれば，配当か自己

株式取得のいずれを投資家が選好するかは異

なってくることが予想され，それに伴い，企

業の配当政策は影響を受けるかもしれない。

あるいは経営者と投資家の間に情報の非対称

性がある場合，経営者は配当政策を通じて，

自社の現状や将来をシグナリングすることを

重視するかもしれない。契約を通じて，株主

の利益を最大化するよう経営者を動機付ける

ことができない場合，経営者は積極的に株主

還元を実施することで自らが株主の利益最大

化のための活動を実践することを訴求するか

もしれない。また少数株主保護など株主の持

つ権利を積極的に保護する制度が整備されて

いる国においては，企業はより積極的な配当

政策を求められるかもしれない。また上述し

た様々な要素により，市場から資金調達する

のに相対的に大きな取引コストがかかる場合

には，配当政策に消極的になるかもしれない。

これまでに実施された配当政策をめぐる実

証研究では，①規模の大きな，歴史のある会

社がより多くの配当を実践する傾向がある，

②当初は現金配当によるものが中心であった

ものの，1980年代半ば以降自社株式取得に

よる株主還元が増大している。特に米国で上

場する企業でそうした傾向が顕著になってい

る（e.g.,FamaandFrench2001），③個人

株主は実質的に配当に伴う税金を多く支払う

傾向がある（e.g.,Peterson,Peterson,and

Ang1985），④企業は利益以上に配当を平準

化させる傾向がある（e.g.,Lintner1956,

FamaandBabiak1968），⑤市場は配当や

自己株式取得の増加にポジティブに反応す

る一方で，配当の減少にネガティブに反応

する傾向がある（e.g.,Pettit1972,Charest

1978,AharonyandSwary1980,Michaery,

Thaler,and Womack 1995,Ikenberry,

Lakonishok,andVermaelen1995），など

の証拠が確認されている。これらの証拠の多

くは，経営者と株主の間には情報の非対称性

があり，エージェントである経営者がプリン

シパルである株主の利益を重視していること

を伝えるために，積極的に配当政策を活用す

ることを示唆している（e.g.,Grossmanand

Hart1980,Easterbrook1984,Jensen1986）。
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一方で，日本が他国と異なり，高い有配企業

の割合を維持しているのか（e.g.,Denisand

Osobov2008），なぜより安定配当政策を重

視するのかなどについては，明らかにされて

いない。

2.配当政策における業績表示の役割

本研究では，特に安定配当を維持している

企業がどのような特徴を兼ね備えているのか

について，特に業績表示の役割にフォーカス

をあてて検討していきたい。

たとえば，Jensen（1986）では，企業のフ

リー・キャッシュフローが増大するほど，企

業が負担するエージェンシー・コストが増大

することを指摘している。そうしたフリー・

キャッシュフローの状況が企業の配当行動に

影響を与える可能性がある（フリー・キャッ

シュフロー仮説）。また MyersandMajluf

（1984）では，企業経営者と投資家の間の情

報の非対称性が存在する場合，外部金融の問

題を克服するため，企業は内部金融を志向す

ることを指摘している（ピッキング・オーダー

仮説）。こうした内部金融を優先するため，

企業の配当政策は影響を受けるかもしれない。

DeAngelo,DeAngelo,andStulz（2006）で

は，企業のライフサイクルに応じて，配当政

策が変わってくることを明らかにしている

（ライフサイクル仮説）。

こうした先行研究などに基づき，Fama

andFrench（2001）では，①収益性，②投

資機会，③企業規模が，企業の配当行動と深

く結びつくことを確認している。収益性が高

く，企業規模が大きいほど，配当を実践する

傾向があり，一方で投資機会が高いほど，

配当を抑制する可能性があるという仮説に基

づき，検証を行っている。また Learyand

Michaely（2011）では，配当平準化の決定因

子を検討するにあたって，情報の非対称性と

エージェンシー・コストが配当の平準化行動

に影響を与える可能性があるとして，①企業

の成熟度（企業規模や年齢），②資産特性

（有形固定資産の割合や資産時価簿価比率），

③業績の変動性（利益や株価の変動性），④

投資家間の情報の非対称性（アナリスト・カ

バレッジなど），⑤株主構成などにフォーカ

スをあてて検討を進めている。

本研究では，日本企業の特徴である安定配

当（減配ないしは無配とならない配当行動を

志向する）の決定因子を検討することを狙い

とする。検討にあたっては，1株あたり配当

の変化にフォーカスをあてる。広田（1992），

安田（1997）では，日本企業は配当性向よ

りもむしろ 1株あたり配当を減少させない

安定配当政策をとってきたと説明する。花枝・

芹田（2008）では，日本企業の財務・IR担

当者に対してサーベイ調査を行い，日本企業

は 1株あたりの配当を意識した配当政策を

実施していることが確認されている1。そこ

で，本研究では，1株あたり配当を減少させ

ない企業にどのような特徴があるのかを明ら

かにすることにする。

安定配当政策に影響を与える要因として，

ここでは①利益水準や留保利益，②投資機会，

③資産規模，④負債，⑤企業寿命，⑥資産特

性，⑦利益の変動性，⑧投資家構成などを取

り上げる。利益や留保利益の水準の高さは，

配当原資の大きさを示すことから，安定配当

を支えることが予測される一方で，投資機会

が多ければ，安定配当よりもむしろ将来に向

けた投資を優先する可能性もある。また負債

や利益の変動性が高い，あるいは有形固定資

産への投資の割合が高い場合など，配当に伴

い財務リスクが大きくなる状況においては，

安定配当が維持しにくい状況になることが予
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測される。資産規模が大きい企業，あるいは

企業寿命が長い企業は，ライフサイクル仮説

に基づけば積極的な配当政策を実施する可能

性が高い。また外部ステークホルダーとの安

定的な関係を構築するという観点から，相対

的に減配や無配などの配当政策を実施しにく

いことが推測される。現金・有価証券などの

資金を多く保有している企業は，配当原資が

あるという観点では，安定配当政策を維持す

る可能性もあるが，一方で，エージェンシー・

コストの節約という観点で，安定配当よりは

むしろ利益にあわせて積極的に配当を増減さ

せる配当政策を志向する可能性もある。配当

原資やリスクの有無，情報の非対称性やそれ

に伴うエージェンシー・コストの大小が，企

業の配当行動に影響を与えることは，すでに

先行研究により確認されている。

一方で，業績表示の方法が，企業の配当行

動にどのような影響を与えるかについては必

ずしも十分に検討されていない。業績表示を

めぐる先行研究の多くは，経常的な損益を異

常損益にシフトすることで，企業経営者が機

会主義的にコア利益をコントロールしている

証拠を提示している（e.g.McVay2006,Fan,

Barua,Cready,andThomas2010）。こう

した研究や逸話をうけて，FASBやIASBな

どの会計基準設定機関は，業績表示のシフト

をもたらす異常損益などへの損益の計上をで

きる限り抑制するように，会計基準を変更さ

せてきた （e.g.,Massaud,Raiborn,and

Humphrey2007）。このため，米国や欧州，

オーストラリアやニュージーランド，カナダ

などの企業の多くは，ProFormaProfitsな

いしはUnderlyingIncomesなど投資家に恒

常的な利益水準を示すため，各社独自の利益

指標の開示を行っている。こうした国々とは

対照的に，日本では，一時的ないしは巨額で

あるという限定はあるものの，会計基準上で

特別損益への計上を抑制するという動きはそ

れほど強まっていない。

上述した通り，日本企業はこれまで安定配

当政策を実施しており，その影響もあり，有

配企業の割合も他国に比べて高い。安定配当

政策には，人的資源への投資を支えるなど，

一定の経済的な役割を果たしているという指

摘もある（e.g.,広田・山田2006）。こうし

た長期間続くメカニズムには何らかの経済的

な役割があると期待することができ，仮に上

述した業績表示の方法が，日本企業の安定配

当を支えている側面があるのであれば，特別

損益などの異常損益の計上にはポジティブな

経済的影響を与えている可能性もあるのかも

しれない。

業績表示の方法が，安定配当を支えるとし

た場合，大きく2つの経路が考えうる。1つ

は，一時的な損失などを積極的に特別損失な

どにシフトすることで，恒常的な利益水準に

おいて黒字を維持することである。たとえ配

当原資としての純利益がマイナスであったと

しても，恒常的な業績はプラスであるという

理由で企業経営者は配当を行う選択肢をとり

やすくなる2。いま1つは，恒常的な業績が

マイナスであったとしても，資産を売却した

り，あるいは評価替えをしたりするなどして

利益をねん出することで，配当原資としての

純利益をプラスにするアプローチである。前

者は企業経営者による恒常的業績のシグナリ

ング機能，後者は企業経営者による機会主義

的な取引，処★に基づく利益ねん出活動と位

置付けることができるかもしれない。

H1a:他の条件が同じであるとすると，

持続的な利益（営業利益，経常利益）が

プラスである場合には，増配・配当据え

置きを維持しやすくなる。
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H1b:他の条件が同じであるとすると，

配当原資利益（当期純利益）がプラスで

ある場合には，増配・配当据え置きを維

持しやすくなる。

Ⅲ リサーチデザイン

1.サンプルデータ

本研究では，日本企業の安定配当政策と業

績表示，安定配当政策と投資行動との関係性

についてそれぞれ検討する。まず日本企業の

安定配当政策と検討にあたっては，NEEDS

FinancialQuestを活用し，①1株あたりの配

当金額が入手できる1985年～2012年の期間

に必要なデータを入手できる，②FQ上で一

般事業会社に属している，③決算期間が12

カ月である，という3つの要件を満たした

50,504社・年度を抽出し，検証活動を行った。

2.安定配当政策と業績表示の関係性

第1に，安定配当政策と業績表示の関係

性について検討する。検討にあたっては，安

定配当政策を示す指標を被説明変数，業績表

示方法を説明変数とする二項ロジスティック

回帰分析を活用する。安定配当政策を示す被

説明変数として，増配ないしは配当据え置き

をしている企業を1，それ以外を0とする指

標をあてることにした。説明変数としては，

①利益水準や留保利益，②投資機会，③資産

規模，④負債，⑤企業寿命，⑥資産特性，⑦

利益の変動性，⑧投資家構成，⑨業績表示の

方法をとりあげる。検討にあたっては，2つ

のモデルを活用する。第1に，「たとえ配当

原資としての当期純利益が赤字であったとし

ても，恒常的な業績としての営業利益や経常

利益が黒字である場合には，安定配当政策を

維持しやすい」という仮説1aを検討するた

め，利益水準（NI）として純利益，留保利

益（RE）として利益剰余金，投資機会とし

て株価純資産倍率（PBR），資産規模として

期末総資産の対数，負債として負債比率

（Debts），企業寿命として企業設立年数の対

数（Ages），資産特性として有形固定資産

対総資産比率（Tangible），利益の変動性
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（Volatility），投資家構成として国内金融機

関保有比率（Financial），外国人投資家比率

（Foreign）をとりあげる。さらに業績表示

の変数として，恒常利益・黒字，純利益・赤

字である場合を1，それ以外を0とするダミー

変数（DPE），さらに当該ダミー変数（DPE）

と純利益（NI）の交差項を変数に入れ，検

討を行った。さらに年次と産業のダミー変数

をモデルには組み込んでいる。純利益や留保

利益など配当原資が豊かである場合には，安

定配当政策を維持しやすい。投資機会が潤沢

である場合には，柔軟に配当を増減させる可

能性が高まるため，安定配当政策を維持しに

くい。資産規模が大きい場合には，企業の成

長度合いは低下しているケースが多く，また

多様なステークホルダーとの関係性を構築し

ていく必要があることから，相対的に安定配

当政策を維持する必要性が高まることが推測

される。企業の寿命が長い場合，有形固定資

産の比率が高い場合には，ステークホルダー

との安定的な関係構築が重要となることから，

安定配当政策を志向する可能性が高い。利益

の変動性が高い場合，安定配当政策が維持し

にくいかもしれない。株主構成において金融

機関の持株比率が高い場合には，積極的な配

当活動よりはむしろ安定配当政策の実施を求

めるかもしれない。外国人投資家の持株比率

が高い場合には，配当性向をベースにした配

当政策を相対的に強く求められることから，

安定配当政策を維持しにくいかもしれない。

ダミー変数と比率変数以外については，すべ

て前期総資産で控除することにより，分散の

不均一性に対応している。

こうした変数に加えて，業績表示の役割に

ついて検討する。検討にあたっては，純利益

が赤字である企業の営業利益ないしは経常利

益が黒字であった場合に，安定配当政策を実

施する傾向があるかについて検討する。さら

に当該変数と純利益との交差項についても検

討した。純利益が赤字である場合にはそうで

はない場合と比べて，安定配当政策は維持す

ることは困難になることが推測されるが，一

方で，経常的な利益が黒字である場合には，

安定配当政策を維持できるようになることが

推測される。仮にこうした事実を確認できる

ようであれば，営業利益や経常利益などが恒

常的な業績をシグナリングすることで，安定

配当政策を支えるのに貢献していると見るこ

とができるかもしれない。

同様のモデルを活用しながら，営業利益な

いしは経常利益が赤字である企業の純利益が

黒字であった場合に，安定配当政策を維持す

る傾向があるかを検討する。仮に恒常的な業

績が赤字であったとしても，特別利益をねん

出し，純利益が黒字であれば，企業は安定配

当政策を維持する傾向があるかを検討する。

それぞれのモデルは下記のとおりである。

Pro・Sta・Divt・

・ f・・・・1NIt・・2REt・・3PBRt・・4Agest

・・5Scalet・・6Tangiblest・・7Volatilityt

・・8Debtst・・9Casht・・10Payoutt

・・11Foreignt・・12Financialt・・13DPE,t

・・14DPE,t・NIt・ ・1・

Pro・Sta・Divt・

・ f・・・・1PEt・・2REt・・3PBRt・・4Agest

・・5Scalet・・6Tangiblest・・7Volatilityt

・・8Debtst・・9Casht・・10Payoutt

・・11Foreignt・・12Financialt・・13DDE,t

・・14DDE,t・PEt・ ・2・

Sta_Div：増配・配当据置ダミー

NI：当期純利益

PE：恒常的利益

RE：留保利益

PBR：株価純資産倍率
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表2 仮説1の基本統計量

表3 仮説1の相関係数（Speaman相関係数（右上）とPearson相関係数（左上））



Ages：創立月数対数

Scale：総資産規模対数

Tangibles：有形固定資産

Volatility：営業利益標準偏差（5年間）

Debts：負債

Cash：現金＋有価証券

Payout：配当性向

Foreign：外国人持株比率

Financial：金融機関持株比率

DPE：持続利益・黒字，純利益・赤字ダ

ミー

DDE：純利益・黒字，持続利益・赤字ダ

ミー

各変数の基本統計量および相関係数は表2，

表3に提示している。

Ⅳ 検証結果

安定配当政策と業績表示の関係性に関する

検証結果を表 4に示している。PanelAに

は，持続的利益を営業利益ないしは経常利益

としたうえで，「当期純利益が赤字であって

も，持続的利益が黒字である場合，安定配当

政策を維持しやすくなる」かどうかについて

示している。PanelAによれば，当期純利益

や留保利益の係数については正であることが，
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統計学的に有意な水準で確認されている。当

期純利益や留保利益などの配当原資が豊かで

ある場合には，安定配当政策を維持する傾向

がある一方で，投資機会が大きい場合には安

定配当政策にこだわらない傾向があることが

確認できる。また企業年齢や企業規模が大き

い場合には，ライフサイクルが長く，多様な

ステークホルダーとの持続的な関係を円滑に

調整するため，安定配当政策を維持する傾向

があることが確認できる。有形固定資産の比

率が高い，あるいは負債比率が高い場合には，

安定配当を維持することで，むしろ財務基盤

を脆弱にさせる可能性があることから，安定

配当政策を抑制する傾向があることが確認で

きる。また現預金・有価証券を豊かに持って

いる企業が必ずしも安定配当政策に熱心であ

るとは限らないことが確認できた。金融機関

持ち株比率は，安定配当政策にプラスの作用

をしていることも確認できた。株主は，債権

者としての立場もあることから，他の投資家

に比べて，安定配当政策をより強く求める可

能性がある。

検証仮説については，当期純利益が赤字で

ある場合には，より安定配当政策が維持しに

くくなるものの，営業利益や経常利益が黒字

である場合には，安定配当政策が維持しやす
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表4 安定配当政策と業績表示の関係性（続き）

PanelB恒常的利益・赤字，当期純利益・黒字



くなることが確認できる。

PanelBでは，「持続的利益が赤字であっ

ても，純利益が黒字である場合，安定配当政

策を維持しやすくなる」かどうかを検討した。

持続的利益が赤字である場合には，安定配当

政策が維持しにくくなる一方で，純利益が黒

字であっても必ずしも安定配当政策を維持で

きるとは限らないことが確認されている。

Ⅴ 結論

本研究の狙いは，日本企業の配当行動と特

別損益との関係性について検討することにあ

る。日本企業は他国企業と異なり，有配企業

の割合が高く，一株当たりの配当を過去のト

レンドから低下させるような減配行動を回避

する傾向があることが確認されている。一方

で，日本には一時的な変化に伴い発生する特

別損益の表示を通じて，恒常的な業績として

の営業損益や経常損益をその他のステークホ

ルダーとのコミュニケーション活動に積極的

に活用する傾向がある。本研究はこうした配

当行動と特別損益の関係性を明らかにするこ

とで，日本における分配行動を支える会計制

度の特徴について検討するための実証的な証

拠を蓄積することを狙いとしている。

このため，まず安定配当政策と業績表示の

関係性について検討した。検討にあたっては，

利益水準や留保利益など配当原資の水準，投

資機会，企業規模・年齢，資産特性，資金調

達特性などをコントロールしたうえで，持続

的な業績が黒字，純利益が赤字であるケース，

純利益が赤字で持続的な業績が黒字であるケー

スそれぞれにおいて，安定配当政策を継続し

ているかどうかについて分析した。持続的な

業績が黒字で，純利益が赤字である場合には，

相対的に安定配当政策を実施する確率は低下

するものの，純利益の水準に照らしてみた場

合には，安定配当政策を実施しているケース

が多いことが確認できる。一方で，純利益が

黒字で，持続的な業績が赤字である場合には，

必ずしも安定配当政策に対する影響が明確に

導き出すことができなかった。日本では，米

国基準やIFRSなどとは異なり，特別損益や

異常損益で計上できる項目を限定するための

取り組みは進展していない。こうした制度を

活用し，日本企業は，特別損益の計上を通じ

て，恒常的な業績を伝達することが可能であ

り，自らの配当余力を示すことが可能となる。

一方で，経常的な業績が赤字である場合には，

特別利益の計上を通じて，純利益を黒字にし

たとしても，必ずしも安定配当を促進させる

ことにはなっていない。これらの事実は，経

常的な業績の表示が，安定配当政策を支える

うえで有効な機能を果たしていることを示し

ている。図1には，日本企業の経営企画担

当責任者がなぜ黒字決算にこだわるかを示し

ている。黒字決算や安定配当を通じて，社会

やステークホルダーに対する経営責任を示そ

うとする姿勢を多くの企業が持っていること

が確認できる。

加賀谷（2014）によれば，日本企業の経

理・財務責任者の多くは，株式市場における

投資家の利用という観点のみではなく，その

他の重要なステークホルダーに対する説明責

任という観点を重視して，財務情報や利益の

質を評価していることが確認されている。し

かしながら，そうした会計情報や利益情報を

通じて，重要なステークホルダーに対する説

明責任をいかに果たそうとしているかという

メカニズムについては十分に解明されてきた

とは言い難い。さらに，特別損益や異常損益

などの一時的な業績の計上については，経営

者の利益マネジメントに結び付くというネガ
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ティブな側面にフォーカスがあてられており，

恒常的な業績を表示するために何らかの積極

的な役割を果たしているということを明らか

にする取り組みは行われてこなかった。また

他国では近年，減配ないしは無配企業の割合

が増大しているものの，日本では減配ないし

は無配を回避する等，配当の執着性が強いこ

とが確認されているが，なぜそうした現象が

起こっているのかは十分に検討されていると

は言い難い。

本研究では，日本企業の多くがこだわって

いる安定配当政策にフォーカスをあて，特別

損益ないしは異常損益といった一時的な業績

の計上を通じた恒常的・持続的な利益の表示

がそうした安定配当政策を支えている側面が

あることが確認できた。日本企業が他国に比

べて，有配企業が多く，かつ安定配当政策を

とる企業が相対的に多いのは，配当活動が株

主等のステークホルダーに対する説明責任と

して重要な役割を果たしているからなのかも

しれない。

近年，会計基準の国際的統合化・収斂化に

伴い，利益マネジメントを誘発する業績区分

やそのための特別損益ないしは異常損益で計

上できる項目を限定する取り組みが進展して

いる。こうした取り組みの多くは，業績区分

を活用した利益マネジメントが，投資家の視

点からみた場合，会計情報の透明性を低める

という先行研究およびそれを支える逸話に支

えられている。一方で，そうした恒常的な業

績の表示がどのような経済的な役割を果たし

ているかという点については，十分な検討が

行われていないのが現状である。本研究では，

恒常的な業績表示と安定配当政策との関係性

の検討を通じて，これまでにアーカイバルデー

タを活用した実証分析では必ずしも明らかに

されてこなかった会計情報の一つの役割を提

示しているという点で，一定の貢献があると

考えることができる。

注
1 花枝・芹田（2008）では，1株あたりの配当よ

りも配当性向を目標としていると回答する企業

の割合が多いことが確認されている。一方で，

配当性向を目標とすれば利益の変動にあわせて

減配となる可能性もあるが，1株あたりの配当

を減少させないことを重視する企業の割合はさ

らに高いことから，1株あたりの配当を減少さ

日本企業の配当行動と特別損益の関係性

45

図1 日本企業が黒字決算にこだわる理由

（出所）一橋大学・伊藤邦雄研究室「経営企画担当者に対する経営実行力についての質問調査」

2011年5月。



せない安定配当を志向する企業が多いことが確

認される。
2 たとえば，Hsu,Wang,andWu（1998）では，

会計業績から導き出される恒常的な利益が配当

行動と関係していることを明らかにしている。
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会計制度に対する会計研究の役割

齋 藤 真 哉

横浜国立大学

会計をめぐるグローバル化は，資本市場における会計基準の統一

化，ないしは収斂に顕著に観られる。こうした動向は，企業の経済

活動のグローバル化を背景としている。具体的には，企業の事業活

動のグローバル化や，資金調達のグローバル化，さらに投資活動の

グローバル化である。こうしたグローバル化した社会において，他

者との相互理解や自らの意見発信という観点から，会計に関する知

識の体系の重要性が指摘される。すなわち，学問としての会計研究

の重要性が指摘される。

そこで本稿では，会計制度に対する学問としての会計研究の役割

を検討する。学問として成立するためには，会計の原理や原則，法

則を導くことが求められるが，その導き方として，歴史アプローチ，

規範アプローチ，実証アプローチを取り上げる。

歴史アプローチは，過去の事実（史料）に基づいて，会計の変遷

や発展の経緯や経過を検証する領域のアプローチである。規範アプ

ローチは，会計実務のなかに存在する当為ないしは規範となる考え

方を対象として，会計の原理・原則を導出する領域のアプローチで

ある。実証アプローチとは，会計に関わる確かな証拠に基づいて，

経験的に会計上の事実を検証するアプローチである。

これらのアプローチについて，会計制度に対するそれぞれの役割

を明らかにし，その上でアプローチ間の相互補完性の重要性につい

て言及することにしたい。

要 旨



Ⅰ 問題の所在

今日の会計制度は，日本に限らず，企業や

投資家のグローバルな経済活動にともなって，

国際的動向に対する対応が必須のものとなっ

ている。社会科学たる会計学を取り上げるに

際しては，経済事象の背景にあるグローバル

化を無視することはできないであろう。

会計に関わって問題となる企業の経済活動

のグローバル化は，事業活動のグローバル化，

資金調達のグローバル化，資本（証券）投資

のグローバル化の観点から整理することがで

きる（平松［1994］，3 7頁）。事業活動の

グローバル化は，企業が海外の商品市場から，

あるいは海外の商品市場への商品輸出入のほ

か，海外の企業との技術協力や各種の業務提

携，プラント輸出，在外支店・在外子会社の

開設による海外での直接的な事業展開，さら

には海外の会社との資本提携や合併，買収な

ど，多岐にわたっている。こうした企業の経

済活動は，けっして特殊な事象ではないこと

は周知のとおりである。こうした事業活動の

グローバル化は，事業を展開する他国の会計

制度の影響を受けることが考えられる。そし

て資金調達のグローバル化は，海外の資本市

場において，株式や社債等の証券の発行や流

通を通して，海外の投資家から資金を直接に

調達する事象とともに，外国企業が日本の資

本市場において資金調達を行う事象を含んで

いる。こうした事象は，企業が複数の国や地

域の資本市場において資金調達を行うに際し

ては，それぞれの国等の会計規制を受けるこ

とになる。すなわち，それぞれの資本市場を

規制している会計制度の制約を受けることに

なる。また資本投資のグローバル化は，投資

活動が，自国のみならず，海外の資本市場へ

も拡大している事象を指している。投資の対

象は，それぞれの国に係る固有のリスクを考

慮した上で，投資先の企業の業績や財政状態

等に基づいて，決定されるものと思われる。

もし投資する資本市場間でのリスクの相違が

相対的に小さく，重要性がないならば，各資

本市場のリスクを考慮することなく，投資意

思決定はグローバルに行われるであろう。

こうした企業活動のグローバル化は，より

効率的な経済資源の配分をグローバルに達成

するために，換言するならばグローバルに企

業の資本市場における競争を容易にするイン

センティブが働くものと考えられる。すなわ

ち，企業の経済活動のグローバル化は，資本

市場のグローバルな統合や連携をもたらして

いると言える。現実には，すべての資本市場

が統合されているわけではないが，NYSE

ユーロネクスト1のような例もあり，また各

国の証券取引所がさまざまな協定を締結して，

連携を強めている（齋藤［2007］，6 8頁）。

加えて，ネット社会がもたらす情報アクセス

のグローバルな容易さや商品流通のグローバ

ル化の推進，投資ソフトによる投資行動の超

高速化などの環境制約の変化が見られるとこ

ろである。

こうした環境制約の変化は，まさにグロー

バル社会と呼ばれる状況を生み出している。

そして情報や商品等について，国際標準の必

要性を再確認させるものであり，会計の領域

にあって，情報作成者の立場からは情報作成

コスト（資金調達コスト）の削減の要求，情

報利用者の立場からは情報分析コストの削減

の要求，さらには監査人の立場からは監査コ

ストの削減の要求に応える意味で，グローバ

ルな会計基準の統一化ないしは収斂や会計制

度の同質化が期待されているところである。

かかる会計基準の統一化ないしは収斂に対す
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る学界の役割として，「会計の技術的側面を

含めて収斂について検討するためには，様々

な論点を理論的に解明することが欠かせない。

会計基準の理論的な比較検討やその理由，な

らびに概念フレームワークに照らしたさまざ

まな検討は，とりわけ研究者に期待されるこ

とがらである。」（平松［2007］，ⅴ頁）との

指摘がなされている。

そこで本稿においては，こうしたグローバ

ル社会における会計研究を，特に会計制度に

対する役割の観点から検討を加えることにし

たい。ここにいう会計研究とは，単に会計に

関するなんらかの事項を調査したり，考えた

りするだけのことを指しているわけではない。

あくまで学問上の研究を指すことにしたい。

『広辞苑（第5版）』によれば，（scienceと

しての意味での）学問とは，「一定の理論に

基づいて体系化された知識と方法」と説明さ

れる2。すなわち，単なる知識や知識群だけ

では，学問とは言えず，体系化された知識群

であることが求められる。なんらかの研究が

学問たりえるためには，そこで用いられる方

法や得られた知識が，一定の理論に基づく知

識体系と関連していなければならない。要す

るに，学問たりえるためには，一般に知識の

体系化が要件とされている。そのため，会計

を学問たらしめるためには，会計に関わる個々

の知識を有機的関係に基づいて，まとまりの

ある知識体系とする必要がある。学問に対す

るこうした理解を踏まえるならば，会計研究

が学問と言えるためには，会計に関わる知識

体系との結びつきが明確であることが求めら

れる。こうした立脚点から，会計研究を捉え

ることにしたい。したがってかかる意味にお

いて，単なる会計の知識の習得や普及は，会

計研究からは除かれることになる。そこで会

計研究とは，「会計を学問たらしめるための

方策」と位置づけることができると思われる。

概念フレームワークに照らしたさまざまな

検討の重要性についての平松教授による指摘

は，グローバル社会における学問としての会

計研究の重要性の指摘に他ならない。グロー

バル社会における相互理解を促進し，より安

定した社会システムを構築するためには，学

問上という意味での会計研究が不可欠である

との認識である。

そして会計に関する知識を体系化するため

には，会計研究により，会計の原理や原則，

法則を導くことが求められる。なお，その導

き方（定式化された手続き）は，複数存在し

ている。そしてそれらは，会計制度に対する

関わりを考慮するならば，単独で機能すると

いうよりかはむしろ，相互補完性を有してい

るように思われる。

以上の問題意識に基づいて，会計制度に対

する会計研究の役割を，会計に関する知識を

体系化するための定式化された手続き（アプ

ローチ）のなかから，代表的なものとして，

歴史アプローチ（歴史研究）と規範アプロー

チ（規範研究），実証アプローチ（実証研究）

の3つを取り上げて，それぞれ検討を加え

ることにする。その上で，それらの相互補完

性という観点から，会計制度への会計研究の

役割を概括することにしたい。

Ⅱ 歴史アプローチによる会計
研究の役割

1.歴史アプローチの意義

歴史アプローチとは，一般に会計史研究を

指すと考えられ，会計を歴史学的に研究する

ものである。すなわち，過去の事実（史料）

に基づいて，会計の変遷や発展の経緯や経過

を検証する領域のアプローチを指す3。ここ

会計制度に対する会計研究の役割
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で留意しなければならないことは，会計に関

する過去の事実，すなわち変遷や発展の過程

や記録を調べるだけでは歴史アプローチによ

る会計研究とはならない点である。すなわち，

過去の記録を発見し，当時の会計実務なり，

会計に対する考え方の様子を明らかにするだ

けでは，歴史アプローチによる会計研究とは

言えず，単なる史料収集の域を出ないと言え

る。

Deinzer［1965］によれば，「歴史の前提は，

諸事象が相互作用的であることにある。諸事

象は，前提であり，帰結である。」（Deinzer

［1965］,p.10）と述べられている。このこ

とは，歴史上の諸事象の相互作用関係を明ら

かにし，会計の変遷や発展の必然性を解明す

ることが，歴史アプローチによる会計研究の

本質であることを示唆するものである。

こうした歴史アプローチによる会計研究は，

会計制度との関わりにおいて，①会計に係る

事象について歴史上の事実を踏まえた原理・

原則の導出に寄与すること，②会計制度に適

用される1つの（計算）体系について，そ

れが選択された目的と合致するのかについて，

歴史的観点から示唆を与えること，③環境制

約の変化が生じた時に，パラダイム・シフト

を起こすべきか否かの判断基礎を提示するこ

とが，その役割として期待されうる。そして，

そのためには，社会構造の変革の必然性を説

明する要因を明確化することが重要であると

考えられる。すなわち，歴史上の必然性を解

明することが，歴史アプローチによる会計研

究の重要な課題となることが再確認される。

しばしば歴史に学ぶことの重要性が言及さ

れる。個人の経験ではなく，過去の事象を考

慮して行動することが大切であるとの指摘は，

2011年 3月 11日に起きた東日本大震災に

ついてもなされたところである。住居を設け

ないようにしろとの注意喚起を先人達が石碑

の記した地域にあった住居が津波の被害にあっ

たことは，我々にとって教訓とすべきであろ

う。こうしたことは，Bismarkの発言とし

て知られる「愚者は経験に学び，賢者は歴史

に学ぶ」4という言葉がよく表している。

2.歴史アプローチの検討

いくつかの例を挙げて，歴史アプローチの

役割を検討してみたい。

近年，公正価値 fairvalueによる測定が

問題とされる。今日，公正価値は，出口価格

としての性格づけが行われて，基本的には資

産または負債が消滅する際に生じるキャッシュ・

フローの大きさとして表現されている。具体

的には，資産の売却により獲得される現金の

額や，負債の売却により支払われる現金の額

が，念頭に置かれている。そして特に問題と

なるのは，公正価値による測定の対象が従来

は取得原価による測定がなされた項目につい

て拡大されようとしている点に起因している

ように思われる。こうした資産や負債が消滅

する際に獲得される，あるいは支払うことに

なる金額で資産や負債を測定しようとする動

きが強まることは，過去において経験してい

ることである。すなわち，20世紀初頭にお

けるヨーロッパでの詐欺破産や過怠破産によ

る被害から債権者を保護しようとするとき，

出口価格という意味での時価（売却時価）あ

るいは時価以下により財産計算を行おうとす

る動きが強かったことが知られている。すな

わち，景気が悪化する等して企業が倒産する

可能性が高まれば，売却時価による測定を求

める傾向が強くなり，景気が改善して企業が

倒産する可能性が低くなれば，その傾向は弱

くなる。こうしたことから，経済状況や社会

情勢等が会計制度を構築するに際しての要因
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となることが理解できる。

また産業構造の変革，たとえば投下した資

本の回収に長期を要する第二次産業の発達は，

工場設備等の取得に要した支出の配分思考を

生み出したと言える。そして第二次産業から

第三次産業への重点移動が行われている経済

社会では，新たなファイナンスの技法が開発

されることと相まって，そうした配分思考は

弱まってきている。こうした事実もまた，会

計制度を構築するにあたり，その基礎的要因

となることを示している。

さらに，簿記に関する事例を取り上げてみ

よう。近年，各種の簿記検定においては「赤

字記入」を求めないことになっているようで

ある。しかし日本においてはかつて，精算表

における損益計算書欄の「当期純利益」の金

額や，英米式を採用した場合の勘定口座の

「次期繰越」の記入などは，赤字で行うこと

が求められていた。何について赤字記入を求

めるのかについては，一定の規則性を見出す

ことができる。精算表における損益計算書欄

の当期純利益の金額は，収益の費用超過分と

しての性格を有しており，収益の一部を示し

ている。簿記上，収益のプラスは本来勘定口

座の貸方側に記入されるが，精算表の損益計

算書欄では貸借を一致させるために，反対側

である借方側に記入されることになる。それ

に対して精算表の貸借対照表欄の当期純利益

の金額は，資本の増加としての性格を有して

いる。簿記上資本のプラスは勘定口座の貸方

側に記入されるが，精算表の貸借対照表欄に

あっても同様に貸方側に記入されるため，黒

字記入となる。このように，本来記入される

側とは反対の側に記入される場合に，赤字記

入が求められてきた。このことは，英米式を

採用した場合の勘定口座の次期繰越の記入に

ついても適合する。さらには商品有高帳にお

いて，返品の記入を，受入欄に記入するなら

ば黒字記入となるが，払出欄に記入するなら

ば赤字記入が求められることとも，その考え

方は一致する。このように説明するならば，

赤字記入を求めない簿記検定に対して疑問が

呈されるかも知れない。しかし，歴史的事実

を確認するならば，ヨーロッパ諸国を始め他

国において赤字記入が求められてきたわけで

はない。日本において，赤字記入が求められ

ていたのは，Bryant他の著書の影響であっ

たことが確認されている（原［2008］,77

79頁）。赤字記入を行わないとしても複式簿

記のシステムに問題はなく，また歴史的に慣

習として定着していたことではないことが明

らかであろう。このことから，簿記上，赤字

記入を求めることを否定しないまでも，赤字

記入を強制的に求めることの根拠がないこと

が明らかとなると思われる。

このように歴史アプローチによる会計研究

は，会計制度を構築する基礎となる要因を明

らかにし，その要因に変化が生じるならば，

会計制度もまた変化することを示唆しうる点

で，会計制度に対する重要な役割を有してい

るものと考えられる。

Ⅲ 規範アプローチによる会計
研究の役割

1.規範アプローチの意義

規範アプローチとは，会計実務のなかに存

在する当為ないしは規範となる考え方を対象

として，会計の原理・原則を導出する領域の

アプローチを指す。規範アプローチでは，原

理や原則が導出されるがゆえに，論理性や理

論上の整合性が求められる。ここで留意しな

ければならないことは，現行の会計実務を解

説することは，規範アプローチによる会計研

会計制度に対する会計研究の役割
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究ではないことである。さらに個々の会計処

理や個々の会計基準だけを取り上げて，会計

処理や会計基準そのもののなかの理論的整合

性の欠如について，実務的な背景を度外視し

て問題指摘をすることは，その検討が他の会

計処理や会計基準の検討に何らの影響をも与

えないのであれば，規範アプローチによる会

計研究とは言えない。それらは，単に会計処

理や会計基準の解説にほかならない。また特

定の会計学説を取り上げて，そこに内在する

課題や問題点等を検討することなく，紹介す

ることもまた，規範アプローチによる会計研

究とは言えない。加えて述べるならば，何ら

の根拠や証拠もなしに，グローバルに基準を

統一化（単一化）することを主張することや，

反対に何らの根拠や証拠もなしに，自国や特

定の地域に特有の会計処理が自動的にその社

会において妥当であると主張し，グローバル

な基準の統一化に反対することもまた，規範

アプローチによる会計研究には含まれない。

規範的・記述的研究と呼ばれているもののな

かには，本来の規範理論とは言い切れないも

のが含まれているとの指摘（米山正樹担当箇

所，徳賀・大日方［2013］，59頁）は，本

稿で規範アプローチによる会計研究には含ま

れないとする論文が少なくないことを示唆し

ている。

この規範アプローチには，帰納的アプロー

チと呼ばれるものと，演繹的アプローチと呼

ばれるものが存在している。帰納的アプロー

チとは，会計実務や慣習のなかに存在してい

る規範となる考え方を抽出して，会計の原理

や原則等を導出するアプローチである。帰納

的アプローチに基づけば，実際に行われてい

る会計実務を観察して，その観察から得られ

た証拠に基づいて理論構築が行われることに

なる。この場合，構築される理論の体系は，

1つである必然性はない。一方，演繹的アプ

ローチとは，一定の前提を所与として，会計

の原理や原則等を必然的に導出するアプロー

チである。演繹的アプローチに基づけば，一

定の目的等の前提が先に定められ，それに適

合するように理論構築が行われることになる。

この場合，構築される理論の体系は必然的に

1つとなる。Smith［2011］は，これら2つ

のアプローチが理論構築や実験の観察のため

に重要であることを述べ，帰納的アプローチ

が観察から理論を導くものであり，演繹的ア

プローチが理論から観察を導くものとして位

置づけている（Smith［2011］,p.2）。

こうした規範アプローチによる会計研究は，

会計制度との関わりについて，①会計制度の

意味づけ，②座標軸の提示，③社会システム

の安定確保が，その役割として期待されうる。

①の会計制度の意味づけとは，現実に行われ

ている会計処理およびそれにより作成される

会計情報が，どのような意味を有するのかに

ついて説明されることを指している。すなわ

ち，現行の会計処理や作成される会計情報の

妥当性について，その根拠を提示する役割で

ある。②の座標軸の提示とは，現行の会計制

度において適用されている（計算）体系の原

理や原則を提示することを指している。かか

る原理や原則の提示により，実務上そこから

乖離している部分や程度を明らかにし，もし

乖離の原因が存在しないのであれば，あるい

は消滅したならば，その乖離が必要ではない

ことを示すことができる。このことにより，

提示される座長軸たる原理や原則が認められ

るとするならば，乖離をなくし，あるべき状

態（当為ないしは規範）に修復することが可

能となる。なお，体系からの乖離が，直ちに

会計基準の否定には繋がらないことに留意す

べきであろう。あくまで乖離していることを
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示すことに，規範アプローチの役割を見出す

ことができる。そして③の社会システムの安

定確保とは，規範としての座標軸を提示する

ことで，現行の会計制度を説明し，その妥当

性を示すことができるならば，社会的承認な

いしは合意が得られやすくなることを指して

いる。すなわち，規範アプローチによる会計

研究には，会計制度に対する社会的合意形成

の基礎を提供する役割が期待されており，社

会的合意形成の容易さはその制度の安定性に

寄与すると考えられる。

2.規範アプローチの検討

いくつかの例を挙げて，規範アプローチの

役割を検討してみたい。

現実の企業会計が異なる会計思考に基づく

複数の計算体系が融合して成立しているこ

とを説明したものとして，岩田学説（岩田

［1956］）がよく知られている。この学説で

は，企業会計が損益法と財産法という2つ

の異なる計算体系が融合したものであると説

明される。損益法とは収益と費用を直接に把

握して，収益と費用の差額計算として損益計

算を行おうとする計算体系であり，財産法と

は資産と負債を直接に把握して期首と期末の

純資産（資本）の差額計算として損益計算を

行おうとする計算体系である。両者の損益計

算の結果は，同一であるとは限らない。棚卸

減耗や貸倒れの見積もりなどは，損益法の体

系からは導かれないからである。このように

現実の企業会計を 2つの計算体系の融合と

して説明され，どの部分においてどのように

融合しているのかが示されていることは，対

立する会計思考や計算体系のいずれか一方に

のみ立脚して会計制度が構築されなければな

らない必然性がないことを示唆している。こ

のことは，またしばしば二項対立の図式とし

て取り上げられる「資産・負債アプローチか，

収益・費用アプローチ」の議論が，理論上の

整理として展開される限りにおいては問題な

いとしても，会計制度上，一方が他方を否定

することにはならないことをも含意している。

こうした「二項対立の構図は，もともと両者

の間のバランスによって基準の体系や変化を

理解する道具であって，どちらか一方だけを

適用して他の排除する教義やイデオロギーの

類いではなかったはずである。」（斎藤［2007］，

5頁）との指摘は，正にこのことを指してい

る。

また日本に限らず，IFRSやアメリカの会

計基準においても，法人税等の会計処理方法

として税効果会計が適用されている。そして

税効果会計の処理方法として，資産負債法が

採用されていることは周知のとおりである。

しかしながら，税効果会計を規定する会計基

準の内容は，必ずしも資産負債法の考え方で

統一されているわけではない。たとえば，資

産負債法の考え方に基づくならば，貸者対照

表上，繰延税金資産と繰延税金負債の相殺表

示について，一時差異等が解消すると考えら

れる将来の会計期間が同一であって，かつ実

際に相殺関係にある繰延税金資産と繰延税金

負債が相殺されて表示されるべきである。こ

のことは，流動か，固定かの区分に関わらず，

同じ納税先の場合，同じ差異解消期間となる

繰延税金資産と繰延税金負債が相殺されるべ

きことを，そして異なる納税先，異なる解消

期間の場合には，両者が相殺されてはならな

いことを意味する。したがって，流動と固定

の区分ごとに，両者が相殺されることは，資

産負債法の考え方と矛盾する。このことは，

会計基準が原理や原則から乖離していること

を示している。この乖離があることをもって，

税効果会計を規定する会計基準が，社会的規

会計制度に対する会計研究の役割
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範たる基準としての意味を直ちに失うもので

はない。しかし乖離が存在していること自体

を認識しておくことは重要である。なぜなら，

こうした乖離が存在していることが示されて

初めて，修正の方向性も示されるからである。

このように規範アプローチによる会計研究

は，会計制度を構築する原理や原則を導出し，

その改善に寄与しうる点で，会計制度に対す

る重要な役割を有しているものと考えられる。

Ⅳ 実証アプローチによる会計
研究の役割

1.実証アプローチの意義

実証アプローチとは，会計に関わる確かな

証拠に基づいて，経験的に会計上の事実を検

証するアプローチを指す。そのため，いかな

る目的により何を検証しようとしているのか

を明確にした上で，それに必要十分なデータ

を収集し，適切なモデルを用いて検証し，そ

の帰結の有意性を確認することが求められる

と考えられる。そして実証アプローチでは，

確かな証拠に基づいて検証するが故に，検証

可能性が求められる。

加えてその検証が，会計に関わる知識体系

のどこに関連しているのかが，示される必要

があると思われる。このことは，あるデータ

が入手可能であるから，そのデータを使って

何かを検証しようとすること自体は，実証ア

プローチによる会計研究ではないことを意味

している。すなわち，登山家のように「そこ

に山があるから登る」がごとく，「そこにデー

タがあるから検証する」ことには，学問的意

味はない。換言するならば，観察可能なデー

タを用いて，検証可能性のある検証が行われ

たとしても，会計に関する知識体系との関わ

りが不明であるならば，学問という意味での

会計研究としての要素を満たさない。このこ

とは，実証アプローチが，他のアプローチに

よる成果としての知識体系を踏まえることの

重要性を確認させるものである。また実証ア

プローチについては，たとえば検証結果が設

定された仮説を棄却した場合に，棄却された

理由について考察（推量）されていることが

散見されるが，それは実証アプローチの領域

に含まれるべきものではない。

こうした実証アプローチによる会計研究は，

会計制度との関わりについて，①与えられた

目的と選択された会計思考や（計算）体系と

の関連性の確認，②検証結果により，現行制

度に適用されている会計思考や（計算）体系

の根拠を補強し，社会的システムの安定確保

につなげること，③検証結果により，パラダ

イム・シフトの誘因となること，④事実の把

握（理解）の基礎となることが，その役割と

して期待されうる。

2.実証アプローチの検討

いくつかの例を挙げて，実証アプローチの

役割を検討してみたい。

日本とIASBの立場の相違の1つとして，

しばしば前者は純利益を重視し，後者は包括

利益を重視している点が挙げられる。そして

純利益と包括利益を比べた場合，純利益の方

が株価との関連性が高いと判断しうる実証結

果がより多く存在していることは周知のとお

りである。規範的に考察するならば，投資対

象とならない子会社の非支配（少数）株主に

係る損益まで含む包括利益が，純利益を上回

る株価との関連性を有しているとは考え難い。

しかし，実証アプローチの成果（正確には成

果群）により，純利益を規範や実務家の感覚

に頼ることなく，包括利益を主張する者に対

する抗弁の基礎が与えられる。
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特定の国や地域，企業の属性等により，異

なる環境制約が存在することが，数値として

明らかにされるならば，それらが会計制度を

構築するにあたり，考慮すべき要素であると

提示される可能性が存在する。このことは，

同一の目的を前提として，原理や原則が演繹

的に導出され，それらに基づいて会計基準が

開発される場合であっても，特定の国や地域，

あるいは時代により，必ずしも同じ会計処理

を求める必然性がないことを提示する可能性

を有している。

このように実証アプローチによる会計研究

は，構築されている会計制度に関わる事実を

検証することにより，現行の会計制度の実態

を浮き彫りにしうる点で，会計制度に対する

重要な役割を有しているものと考えられる。

Ⅴ グローバル社会における会
計研究の役割
～アプローチ間の相互補完
性～

会計制度に対する各アプローチの役割につ

いては，既述したとおりである。しかし，各

アプローチは限界を有している。歴史アプロー

チは，過去の経緯や発展の延長線上に現行の

会計制度が存在していることを示すことはで

きるとしても，現行の会計制度の実態を明ら

かにすることや，現行の会計制度の理論上の

整合性を示すことはできない。規範アプロー

チは，会計実務に内在している原理や原則を

帰納的に導出することは，あるいは演繹的に

導出することはできるとしても，導出された

原理や原則，そしてそれらに基づく会計諸基

準が会計制度の目的に合致しているのか否か

などを確認や検証することはできない。実証

アプローチは，確かな証拠により事実を検証

するとしても，その検証の帰結として白黒が

はっきりする数値で得られるわけではない。

また実証アプローチは，証拠がなければ行う

ことができず，他のアプローチにより構築さ

れた会計制度に依存せざるを得ない。

このように，各アプローチはそれぞれ限界

を有しているが，このことは，他のアプロー

チとの補完性の重要さを教えるものでもある。

アプローチ間の相互補完性ないしは関連性と

して，次のようなつながりを述べることがで

きる。

たとえば，歴史アプローチによる会計研究

の成果を基盤として，帰納的な規範アプロー

チによる会計研究により，（計算）体系を導

出することができると思われる。すなわち歴

史的事実を考慮することにより，会計思考の

背景となる要因を理解することが可能となり

うる。また演繹的な規範アプローチによる会

計研究により，与えられた目的に照らして

（計算）体系を選択し，会計制度への適用を

導くことが可能となるであろう。ここにおい

て歴史アプローチによる会計研究の成果は，

示唆を与えるものと期待される。そして選択

適用された体系に基づいて作成される会計情

報が，その目的に合致しているのかについて

は，実証アプローチによる会計研究により事

実を明らかにすることで，補完的に観察しう

る可能性がある。いわば実証アプローチが，

規範アプローチにより導出された原理等によ

り構築された会計制度の妥当性を補強する可

能性である。なお，こうした循環を可能なら

しめるためには，会計制度において，計算体

系を意味なく歪めるような会計基準の設定は

避けることが望まれる。

このように，さまざまなアプローチが，会

計制度に対して重要な役割を有するとともに

相互補完的機能を有していると捉えることが

会計制度に対する会計研究の役割

57



できる。以上から，多種多様なアプローチの

存在の重要性を再確認するとともに，それぞ

れが独立しつつも，孤立した研究領域を形成

するのではなく，相互の有機的関連性を認識

することの重要性も指摘しておきたい。

注
1 NYSEユーロネクストは，2007年4月に，ユー

ロネクスト Euronextとニューヨーク証券取引

所を運営するNYSEグループとが合併して設立

された。ユーロネクストは，単一のプラットフォー

ムによる株式や債券，デリバティブのすべてに

ついての上場や取引決済を可能にすることを目

指して，2000年9月にパリ証券取引所とアム

ステルダム証券取引所，ブリュッセル証券取引

所が出資して設立された。その後，2002年に，

リスボン証券取引所とロンドンの国際金融先物

取引所 LIFFEが加入している。
2 こうした説明は，他の辞典でも同様である。た

とえば，大辞泉によれば，「理論に基づいて体

系づけられた知識と研究方法の総称」と記述さ

れている。学問ないしは科学に求められる最も

重要な要素は，「知識体系」ないしは「体系的

知識」である。特定の研究方法を前提として，

その方法に適合するように学問や科学の要件を

加除して歪めて理解することは，避けなければ

ならない。
3 ここにいう歴史アプローチには，いわゆる学説

史も含まれる。学説そのものの研究ではなく，

学説の変遷がいかに行われたのか，そしてその

変遷が生じた必然性を解明することが学説史研

究の本質であると言える。
4 プロイセンの宰相であったOttovonBismakの

発言は，正確には ・NureinIdiotglaubt,aus

deneigenenErfahrungenzulernen.Ichziehe

esvor,ausdenErfahrungenandererzulernen,

umvonvornhereineigeneFehlerzuvermeiden.

（愚者のみが，自らの経験に学ぶべきであると

思うであろう。私は，始めから自らの過ちを避

けるために，他者の経験に学ぶことを好む。）」

というものである。
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Ⅱ 自由論題報告

金融負債規定に基づくIFRS体系の考察

安 井 一 浩

神戸学院大学

筆者は，これまで公表した論文において国際財務報告基準（IFRS）

の金融負債に関する規定および関連する議論についてその根拠を，

国際会計基準審議会（IASB）およびその前身の国際会計基準委員会

（IASC）が公表した資料などに基づいて分析した。分析にあたって

は，根拠を論理的根拠および実証的根拠に分類し論理的根拠は，

普遍的論理的根拠および不完全論理的根拠に，実証的根拠は定量的

実証的根拠および不完全実証的根拠に分類した。分析の結果，根拠

はいずれも不完全なものであった。またその後，別の論文において

IASBが2010年に公表した金融負債に関する公開草案に対するコメ

ントレターに記述された回答を分析した。分析の結果，一部に普遍

的論理的根拠に基づくものはあるものの，それ以外は不完全なもの

であった。

本稿ではこれらの結果を受けて，会計基準の普遍性と前提および

論理体系としての会計基準の要件を考察し，IFRSが論理体系では

ないことを示した。またフレームワークは前提の一部を示している

のみであり，IFRSの各規定を設定するためには，前提の追加が必

要であるとの見解を示した。さらに実証的根拠が不可欠であるとの

見解を示し，実証的根拠に依拠する場合の問題点と限界についても

考察している。最終節ではIFRSの体系が帰納法的アプローチ要素

を含むことを指摘し，IASBがIFRSを設定または改訂するにあたっ

ての注意すべき点を提示している。また原則法による会計基準がも

たらす不安定さを仮説として提示している。
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Ⅰ 金融負債に関する規定の相
違と当初の問題意識

1.金融負債に関する規定の相違

2013年9月現在，デリバティブを除く金

融負債について国際財務報告基準（Inter-

nationalFinancialReportingStandards：

以下IFRS）の当初認識後の測定に関する規

定と，日本の金融商品会計基準の期末評価に

関する規定には相違が存在する。この相違の

存在が問題意識の発端である。

（1）IFRSの金融負債の当初認識後の測定

に関する規定

2012年版IFRS第9号における，デリバ

ティブを除く金融負債の当初認識後の測定に

関する規定の概要は以下のとおりである。す

なわち測定は，「実効金利法による償却原価

法」（1）（2012年版IFRS9,par.4.2.1）とし

ているが，「損益を通して公正価値で測定す

る金融負債は公正価値で測定する」（2）（2012

年版IFRS9,par.4.2.1）としている。ここで

いう「損益を通して公正価値で測定する金融

負債」には，「売買目的の金融負債」（2012

年版IFRS9.AppendixA）および「当初認

識時に損益を通して公正価値で測定するとし

て，企業により指定された金融負債」（2012

年版IFRS9,AppendixA）がある。後者は

公正価値オプションとよばれるもので，その

要件の概要は（1）「会計上の不一致を消去

するか著しく削減する」（2012年版IFRS9,

par.4.2.2.（a）から要約）場合または（2）

「公正価値を基準として管理され業績が評価

される」（2012年版IFRS9,par.4.2.2.（b）

から要約）場合のいずれかの場合である。な

おこれは，「当初認識時における取消し不可

能な指定」（2012年版 IFRS9,par.4.2.2）

となっている。

また公正価値測定によって生じた変動部分

は，「負債の信用リスクの変動に起因する公

正価値の変動部分は，その他の包括利益に表

示され，それ以外の部分は損益に表示されな

ければならない」（2012年版 IFRS9,par.

5.7.7）としている。ただしこのような表示

が「会計上の不一致を，損益において生じさ

せるか拡大させる場合，（負債の信用リスク

の変動部分も含めて），企業は全額を損益に

表示しなければならない」（2012年版IFRS9,

par.5.7.8）としている。

なおIFRS第9号は，IAS第39号から金

融負債に関する規定が移行される形で2010

年10月に改訂された。従来のIAS第39号

は1999年3月の公表時から売買目的で保有

する金融負債は公正価値で評価することとさ

れていた。また2003年12月には公正価値

オプションの導入に関する改訂が行われたも

のの，金融負債の公正価値評価に関する規定

は一貫して設けられている。

（2）日本の金融商品会計基準の期末評価

に関する規定

企業会計基準委員会から公表されている企

業会計基準第10号「金融商品に関する会計

基準」では，「支払手形，買掛金，借入金，

社債その他の債務は，債務額をもって貸借対

照表価額とする。ただし，社債を社債金額よ

りも低い価額又は高い価額で発行した場合な

ど，収入に基づく金額と債務額とが異なる場

合には，償却原価法に基づいて算定された価

額をもって，貸借対照表価額としなければな

らない。」（金融商品に関する会計基準（2008

年3月10日改正版）第26項）と規定され，

ヘッジ会計の対象ではない金融負債の時価評
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価あるいは公正価値評価が認められていない。

「金融商品に関する会計基準」は「金融商品

に係る会計基準」として1999年1月に企業

会計審議会から公表され，その後企業会計

基準委員会に引き継がれた。その名称も含め

て改訂が重ねられてきたが，ヘッジ会計の

対象ではない金融負債に関しては一貫して

時価評価あるいは，公正価値評価を認めてい

ない。

なお企業会計基準委員会から2010年7月

に企業会計基準公開草案第43号「公正価値

測定及びその開示に関する会計基準（案）」

が公表されている。そこでは『公正価値』と

は，測定日において市場参加者間で秩序ある

取引が行われた場合に，資産の売却によって

受け取るであろう価格又は負債の移転のため

に支払うであろう価格（出口価格）をいう。」

（公正価値測定及びその開示に関する会計基

準（案）第4項）とされ，金融負債の公正価

値評価を認めるものと解される。しかし2014

年1月現在，その確定版は公表されていな

い。

2.当初の問題意識

このようにIFRSと日本の会計基準には，

金融負債の評価に関して相違が存在する。そ

のため筆者は，IFRSについて以下の問題意

識を持つようになった。

・IFRSの設定はどのような過程を経てい

るのか。

・IFRSの規定は，各国，各利害関係者の

意見を反映しているのか。

・金融負債の公正価値測定に妥当性がある

のか。

Ⅱ これまでの検討と新たな問
題意識

1.IFRSの設定過程と回答の反映状況

の検討

IASBのウェブ・ページによれば，IFRS

の設定手続きには以下の 6段階があるとさ

れている。

・議案の設定

・プロジェクトの計画

・討議資料の作成と公表

・公開草案の作成と公表

・基準の作成と公表

・基準公表後

（http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards

/Pages/How-we-develop-standards.aspxより）

このうち4段階目の「公開草案の作成と

公表」および5段階目の「基準の作成と公

表」に筆者は着目した。そこで上記の問題意

識を受けIFRS規定の設定手続において公開

草案に対する回答の内容が反映されているか

否かを拙稿（安井［2012a］）のリサーチク

エスチョンとした。そこでは2010年5月に

公表された公開草案「金融負債に関する公正

価値オプション」を対象に，公開草案に関す

る10の質問に対する回答137通を集計し，

定量的に分析を行った。分析の結果は拙稿

（安井［2012a］）において詳細に述べている。

リサーチクエスチョンに対する検討結果を要

約すれば，単純な回答数による判断である

が，回答の集計結果を反映している部分もあ

れば，反映していない部分もあるというもの

である。

一方，検出事項の一つに回答内容の分散が

あげられる。上記の公開草案は主として，自

己の信用リスクの変動に起因する公正価値の

金融負債規定に基づくIFRS体系の考察
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変動部分の表示方法に関するものであるが，

凍結信用方式（3）を支持するという金融負債

の評価方法に関する回答までも含まれていた。

またこの分散は会計士団体，会計基準設定組

織といった同じ属性内（4）であっても見られ

た。

2.金融負債に関する規定の根拠の検討

上記の回答が分散するという事実を踏まえ

て，金融負債に関する規定の妥当性について，

「普遍的な判断基準が存在しない」（安井

［2012a］,p.97）という仮説を提示した。こ

れを受けて拙稿（安井［2012b］）における

リサーチクエスチョンは，IFRSの金融負債

に関する規定の根拠の所在と妥当性である。

またこれは新たな問題意識であるとともに

「負債の公正価値測定に妥当性があるのか」

という問題意識に関連するものである。

そこで筆者は，国際会計基準審議会（the

InternationalAccountingStandardsBoard：

以下IASB）およびその前身である国際会計

基準委員会（theInternationalAccounting

StandardsCommittee：以下IASC）が公表

した公開草案，討議資料，スタッフ・ペーパー，

IFRSの結論の背景をもとに，金融負債に関

する規定の論点整理を行った。整理された論

点のうち「金融負債の公正価値評価の是非」

および「自身の信用リスクの変動に起因する

部分を公正価値変動に含めるか否か」の

2点について，その根拠の分析を行った。

なおこれらの資料では IFRS規定の根拠の

みならず採用されていない評価方法，表示方

法が整理して示され，それぞれの根拠が述べ

られているが，それらについても検討を行っ

た。

分析にあたってはその根拠をまず（1）論

理的根拠と（2）実証的根拠の2つに区分し

た。また根拠が示されていない場合を（3）

無根拠とした。

このうち論理的根拠とは，フレームワーク

あるいは他の従来から存在するIFRSの規定

を前提とした文書の前後関係に基づく根拠で

ある。そのうえで論理的根拠は（1）1普遍

的論理的根拠と（1）2不完全論理的根拠に

区分した。普遍的論理的根拠とは，フレーム

ワークあるいは他の従来から存在するIFRS

規定を前提として普遍性があると判断される

根拠である。また不完全論理的根拠とはフレー

ムワークあるいは他の従来から存在する

IFRS規定から普遍的に導かれていると認め

られない根拠である。前提が異なる場合，前

提が示されていない場合，推論方法に問題が

あり普遍性がみとめられない場合などは不完

全論理的根拠とした。

一方実証的根拠は一定の事実に基づく根拠

である。そのうえで（2）1定量的実証的根

拠と（2）2不完全実証的根拠に区分した。

定量的実証的根拠とは，具体的な事実あるい

は事実に基づく数値によって示されている場

合である。また不完全実証的根拠とは具体的

な事実，数値が示されていない場合である。

なお一つの規定あるいは意見の根拠の中に

は，論理的根拠と実証的根拠が混在する場合

も想定される。

分析結果は拙稿（安井［2012b］）におい

て詳細に述べている。要約すれば，金融負債

に関する規定の根拠，およびそれに賛成する

根拠も反対する根拠も，いずれも不完全論理

的根拠か不完全実証的根拠であった。また当

然フレームワークを前提として普遍的論理的

根拠を示しているものはなかった。

3.公開草案に対する回答の根拠の検討

筆者はまた同じ方法で，拙稿（安井［2012a］）
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でとりあげた公開草案に対する各国の会計基

準設定組織からの回答18通についても分析

を行った。分析結果は拙稿（安井［2013］）

において詳細に述べている。要約すれば，以

下の 2点を除いていずれも不完全論理的根

拠か不完全実証的根拠であった。

普遍的論理的根拠と考えられる根拠の一つ

めは，公正価値の変動部分のうち，自己の信

用リスクの変動に起因する部分を，その他の

包括利益に計上することに反対する意見を示

したオーストラリア会計基準審議会の回答で

ある。要約すれば「損益を通して公正価値で

評価する金融負債について，その他の包括利

益に変動額の一部を計上することは矛盾する。」

というものである。これは「損益を通して公

正価値で測定」と定義している以上，「その

他の包括利益」にその一部でも，変動額を計

上することは矛盾するというものである。ま

た二つ目は，イタリア会計機構およびシンガ

ポール会計基準審議会の回答で要約すれば，

「自己の信用リスクに起因する変動部分は，

IAS第1号の規定から，（その他の包括利益

に計上しないで），直接持分に計上すべきで

はない。」というものである。

4.小括

これまで示したように，IFRS規定，これ

に賛成する意見および反対する意見の根拠は

いずれも不完全であり，公開草案に対する回

答も，一部を除いて根拠が不完全であるとい

うのが検討結果である。これは結局のところ

IFRSの金融負債に関する規定に関しては，

不完全な根拠により議論がなされてきたとい

うことができる。

次節以下では，このように不完全な根拠に

基づいて設定された金融負債に関する規定を

もとに，IFRS体系を考察することにより，

筆者はIFRSの特質と問題点を論じることを

試みるものである。

Ⅲ 論理体系としての会計基準

1.会計基準の普遍性と前提

筆者が提示した「普遍的な判断基準は存在

しない」（安井［2012a］,p.97）との仮説に

おける「普遍的」とは，一定の「前提」のも

とでかならず成立するということである。な

お「前提」とは，体系の出発点としてその体

系で受け入れるものをいう。広く受け入れら

れるものは公理あるいは公準といわれる。

筆者が「絶対的」という用語を用いずに

「普遍的」という用語を用いたのは，絶対的

なものが存在しないとの見解に基づくもので

ある。いかなる場合にも成立するように感じ

られるものでも，一定の前提に基づくもので

ある。例えば「地球は太陽の惑星である」と

いう場合に，「絶対的な真実」であるとの見

解を持つ論者が存在するかもしれない。しか

しここで「地球」は天体であり，「太陽」は

地球の公転の中心となる恒星であり，「惑星」

は恒星の周りを公転する天体であるという，

各用語の定義を前提としているのである。宇

宙のどこかに「地球」という名称の恒星が存

在し，「太陽」という名称の惑星が存在する

可能性は否定できない。このような例は会計

基準を検討する場合にも存在する。資産，負

債，有価証券などの用語は，その定義によっ

て，そこから展開される議論が異なる。例え

ばある金融商品が負債であるか否かは，負債

の定義によって異なる。

上記の例は，用語の定義が前提となってい

る場合であるが，用語の定義を前提とする場

合以外でも，前提によって成立する場合と成

立しない場合がある。例えば三角形を「3つ

金融負債規定に基づくIFRS体系の考察
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の線分で囲まれた図形」であるとした場合，

内角の角度の合計は，常に180度にはなら

ない。確かに図形が平面上にあるという前提

のもとでは，180度となるが，図形が球面状

に存在するという前提のもとでは，180度よ

りも大きな値となる場合がある。例えば地球

を完全な球形とし，北極点から赤道までの線

分2本と赤道の上を地球の4分の1周する

線分に囲まれた三角形の合計は270度とな

る。これはユークリッド幾何学と非ユークリッ

ド幾何学の対比の例の一つである。このよう

な例は，会計基準を検討する場合にも存在す

る。例えば営利活動を前提とすれば，収益，

費用の測定および認識あるいは最終の集計結

果としての利益の表示方法などが問題となる。

しかし非営利活動を前提とした場合には，前

提が異なることからそこから展開される議論

が異なる。この場合，利益は存在しない

以上から筆者は，根拠が「絶対的」である

か否かを問うのではなく，一定の前提のもと

での「普遍性」があるか否かを問うものであ

る。

2.論理体系としての会計基準

前提は，それ自身が出発点であって導かれ

るものではない。前提の妥当性については，

実証的根拠によると考えるがこの点について

は，後節において検討を行う。また筆者の意

図する「論理」は，推論規則（5）のみをその

範囲とし前提は含まない。論理と前提とを分

けて考察することで，会計基準に不都合が生

じた場合には，より明確に前提か論理かのい

ずれに問題があるのかを検証することが可能

となる。ここで不都合とは，第一義的には財

務諸表利用者の要求を満たしていない場合な

ど前提とする目的を達していない場合である。

なお推論規則を議論に参加する利害関係者の

合意のもとに，一定のものに限定することが

できれば前提の妥当性を検討するのみで検証

が可能となる。論理学で認められている推論

規則の体系は一つとは限らない，広く受け入

れられているものをあげるとすれば三段論法（6）

である。推論規則に則していなければ反証が

可能となる。もし推論規則によらずに結論を

導いている場合には，それは普遍性があると

はいえない。

論理体系である会計基準とは一定の前提の

もとに，一定の推論規則により普遍的に全て

の規定が導かれる場合を指すとういうのが筆

者の見解である。

不完全論理的根拠により会計基準の各規定

を導くことは，普遍性が保たれないため，そ

れが含まれる限り論理体系とは言えない。ま

た経験的に導かれた実証的根拠をもとに会計

基準を導くことも，それが含まれる限り論理

体系とは言えない。

これまでの検討の結果，金融負債に関する

規定は，不完全論理的根拠あるいは不完全実

証的根拠に基づいているとの筆者の見解を示

した。これはIFRSという会計基準が論理的

体系ではないということを示している。

それでは，論理体系としての会計基準の開

発は可能であろうか。可能性のみを考えれば

それは可能である。一定の前提を示し，そこ

から導かれる規定のみで会計基準の各規定を

構成すればよい。例えば前提を「資産，負債

は全て公正価値で測定する。」，「資産は流動

資産，固定資産に区分する。負債は流動負債，

固定負債に区分する。」とすれば，これらの

前提に基づいて「流動資産は公正価値で測定

する。」，「固定資産は公正価値で測定する。」

という規定を設ければよい。

しかし論理体系としての会計基準は，現実

に起こっているすべての事象に対応すること
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が困難であり，受け入れられる可能性がない

というのが，筆者の現在の仮説である。例え

ば上記の資産科目を全て公正価値で測定する

という前提は，公正価値測定が不可能な資産

が存在する場合，現実には適用不可能である。

また仮に「資産，負債はすべて取得原価で測

定する。」という前提は，例えば取得原価よ

りも公正価値が下落した場合に，財政状態を

適切に表示していないという批判があり，受

け入れられていないのが現状である。

なお現実に起こっている事象に対応するた

めには，前提を追加あるいは修正するという

方法も考えられる。しかし日々変化する現実

の世界に合わせて，前提を追加あるいは修正

することができないかもしれない。また前提

が多く並立し，そこから導かれる会計基準の

規定が少なくなる場合には，もはや論理体系

とはいえないかもしれない。このような会計

基準の体系が，論理体系か否かの問題につい

ては，今後の検討課題としたい。

3.フレームワークと前提

論理体系としての会計基準の一つの形は，

フレームワークにおいて前提を提示し，そこ

から全ての会計基準の規定が導かれるもので

ある。あるいはフレームワークの名称を用い

ない場合でも，何らかの形で前提が提示され，

その前提から各会計基準の規定が導かれるも

のである。

これまでに公表されたIFRSの体系におけ

るフレームワークは，1989年4月にIASC

の理事会による承認ののち1989年7月に公

表され，2001年4月にIASBによって承認

された「財務諸表の作成および表示のための

フレームワーク（FrameworkforthePre-

paration and Presentation ofFinancial

Statements）」（以下：フレームワーク（1989））

および2010年9月にIASBによって公表さ

れた「財務報告のための概念フレームワーク

（TheConceptualFrameworkforFinancial

Reporting）」（以下：フレームワーク（2010）））

である。なおこれまでの拙稿（安井［2012a］,

安井［2012b］,安井［2013］）では，いずれ

も取り上げた資料が2010年9月より前のも

のであったために，前者のフレームワーク

（1989）をもとに検討を進めたものである。

すでに述べたように，これまでの検討結果

から，このフレームワーク（1989）の規定

を前提として，金融負債を公正価値で評価す

るというIFRSの規定を導いていなかった。

結局のところフレームワーク（1989）は，

前提の一部を示しているのみで，実際の会計

基準としてのIFRS規定を設定するためには

他の前提の追加が必要となると考えられる。

これはフレームワーク（1989）が会計基準

を設定するうえでの必要条件を示したのみで

あり，充分条件を示してないとの解釈も可能

である。

フレームワーク（1989）では「目的およ

び位置付け」のなかで「このフレームワーク

は，外部の利用者のための財務諸表の作成お

よび表示の基礎となる概念を記述している。」

（フレームワーク（1989）,par.1）としてい

る。また（a）から（g）の7つの目的をあげ

ているが，その最初の目的として「（a）IASC

理事会が将来の国際会計基準の開発および既

存の国際会計基準の見直しを行う際にその助

力となる。」（フレームワーク（1989）,par.1）

をあげている。「基礎となる概念（theconcepts

thatunderlie）」が前提であるか否かは，議

論の余地があるが，それが前提であったとし

ても，「助力となる（assist）」という表現か

ら，すべてが導かれるということを想定して

いないと解される。なお「基礎となる前提」

金融負債規定に基づくIFRS体系の考察

65



として「発生主義」（フレームワーク（1989）,

par.22）および「継続企業」（フレームワー

ク（1989）,par.23）をあげている。しかし

この二つの前提のみでは，すべてのIFRSの

規定を導くことはできない。これらの記述か

らフレームワーク（1989）がその中で，必

要な前提すべてを示していないことを示して

いるといえる。

フレームワーク（1989）はその後，フレー

ムワーク（2010）に置換えられた。ただし

上記で示した「目的および位置付け」の最初

の部分は，「フレームワーク」が「概念フレー

ムワーク」に置換えられ，目的の（a）の部

分においても「国際会計基準委員会理事会」，

「国際会計基準」がそれぞれ「審議会」およ

び「国際財務報告基準（IFRSs）」に置き換

えられたが，内容は変化していない。

なおフレームワーク（2010）では，「基礎

となる前提」，「財務諸表の要素」をはじめと

して，一部にはそのままフレームワーク

（1989）が示されており「残っている文も，

審議会が，財務諸表の要素および測定基礎を

考慮した時点において改訂されるであろう。」

（フレームワーク（2010）,p.A40）として改

訂の途上にあること示している。

2013年9月現在，IASBではフレームワー

クの再検討の途上にあり，2013年 7月に

「討議資料財務報告のための概念フレームワー

クの見直し（DiscussionPaper：AReview

oftheConceptualFrameworkforFinancial

Reporting）が公表されている。ここでは

「（a）重要な領域が含まれていない。例えば

現在の概念フレームワークでは，測定，開示，

表示あるいはいかにして報告企業を特定する

のかについてほとんど，ガイダンスを提供

していない。」（IASB［2013］,p.5）として

いる。ここから従来のフレームワークでは

充分ではないことを認識し，その内容を拡

充する方向性であることは確認できる。し

かしフレームワークで必要な全ての前提を

提示することが可能であるのか否か，および

そこから全てのIFRSの規定を導くことが可

能であるのか否かを，検討し公表すべきであ

ろう。

4.実証的根拠による前提

上記「Ⅲ 論理体系としての会計基準1.会

計基準の普遍性と前提」において前提は，体

系の出発点としてその体系内で受け入れるも

のであるとの見解を示した。ではその前提は

どのように選択されるのであろうか。それは

実証的に判断して，会計基準によって作成さ

れる財務諸表の利害関係者に，受け入れられ

るものを前提としているというのが，筆者の

見解である。同節ではユークリッド幾何学と

非ユークリッド幾何学による例を示した。現

実世界の観察の結果として平面を認識し，そ

れを前提として議論を行っても，結果が現実

世界の認識結果とかい離が生じないとの合意

があるため，ユークリッド幾何学は歴史的に

支持されてきたといえる。一方，非ユークリッ

ド幾何学は，現実世界の観察の結果として球

面を認識し，それを前提として議論を行って

も，結果が現実世界の認識結果とかい離が生

じないとの合意があるため認められたといえ

る。この場合，両者で前提が相違するがいず

れも現実世界の観察の結果である点が共通す

る。すなわち前提は，前提自身あるいはそこ

から導かれた結果が，現実世界の認識結果と

のかい離を生じさせないために，実証的根拠

に基づくべきである。これは会計基準が論理

体系であったとしても，現実世界の認識結果

とかい離を生じさせないために，実証的根拠

によらざる得ないことを示していると考えら
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れる。

また上記「Ⅲ 論理体系としての会計基準

3.フレームワークと前提」においてフレー

ムワーク（1989）が前提の一部を示すにす

ぎないものであり，会計基準設定のためには

前提の追加が必要であるとの見解を示した。

また拙稿（安井［2012b］,p.33）で示した

ようにIAS第39号の結論の根拠には，不完

全であるが実証的根拠によるものが含まれて

いる。これは追加される前提には，実証的根

拠によっているものが含まれていることを示

している。前提はそれが追加されるものであっ

ても，その体系における前提と同様に，現実

世界の認識結果とかい離を生じさせないため

に，実証的根拠によらざるを得ない。

いずれにしても会計基準の設定にあたって

は，実証的根拠によることが不可欠であると

考えられる（7）。

Ⅳ 実証的根拠の問題点と限界

1.不完全実証的根拠の問題点

すでに拙稿（安井［2012b］,p.36）でも

述べたように，「多くの場合」，「滅多にない」

と表現されている場合が不完全実証的根拠の

例である。このような表現は，具体的な事実，

件数，比率等が示されていないが，その問題

点は検証可能性にある。そのためこのような

根拠による場合には，「多くの場合」という

表現を用いずに，定量的な資料を示したうえ

で，具体的な調査の範囲，方法，実施日時等

を明示する必要がある。なお数値で表現する

ときには，比率による必要がある場合がある。

例えば1万件において該当する事実は，1万

件中の1万件と200万件中の1万件ではそ

の意味するところが異なるためである。また

ある事実をあげることによって，ある説に反

論する場合もある。このような場合は，1件

でも反論となりうるが，より主張を強固なも

のとするために件数を示すことも考えられる。

例えば「金融負債の評価益は実現しない。」

という説に対して，実現した具体例を1件

でもあげれば反論となる。しかし誤認である

可能性はゼロではない。そのため100件あ

げれば全てが誤認である可能性は低くなり，

より強固な裏づけとなる。

2.主観的事象と客観的事象

定量的な数値であっても，それが主観的事

象と客観的事象では異なることに注意を要す

る。主観的事象の例として，「負債の評価益

を計上する会計処理とその結果に基づく財務

諸表の表示が，投資意思決定の有用性を害し，

望ましくないと感じる財務諸表利用者の比率

が，調査の結果X％である」という場合が挙

げられる。この場合X％の財務諸表利用者に

対して提供する財務諸表と，残り（100－X）％

の財務諸表利用者に対して提供する財務諸

表とを異なる内容とする必要はない。例え

ばフレームワーク（2010）では，一般目的

財務諸表の名称で示されているが，IFRS

の体系では財務諸表は単一種類である。こ

こで問題となるのは，その会計処理の見直し

を行う必要があると判断する比率の基準で

ある。

一方，客観的事象の例として，「金融負債

の評価損益が実現しない場合が，調査の結果

X％である」という場合が挙げられる。この

場合X％の部分と残り（100－X）％の部分と

の異同について検討する必要がある。例えば

（100－X）％部分は上場している社債の場合

で評価損益が実現するが，それ以外のX％部

分は実現しないという場合であれば，X％部

分と（100－X）％部分のそれぞれの部分につ
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いて，評価損益を計上すべきか否かを検討す

べきである。X％が実現しないために金融負

債の公正価値評価はすべきではないという根

拠を示したとすれば，それは不完全論理的根

拠である。なお実現する場合と実現しない場

合で，その性質，環境等に異なった部分がな

ければ，問題となるのはその会計処理を採用

する比率の基準である。

3.実証的根拠の限界

実証的根拠について，具体的な事実，件数，

比率および調査の詳細が示されていれば定量

的実証的根拠であるが，それは普遍的な根拠

とはなりえない。実証的根拠は一定の場所に

おける一定時点の事実に基づくものである。

調査の結果は，時間的，空間的に一点のみを

描写するものにすぎない。そのため実証的根

拠は普遍性を保証しない。場所，時間が異な

る場合に同じ結果が観察されたとしても，同

じ結果が普遍的に観察されるとは限らない。

例えば「金融負債の評価損益を計上すること

が直観に反する。」と感じる投資家が，ある

国における調査で X％を占めたとしても，

10年後の調査において同じ結果を示すとは

限らない。同様に別の国においても類似する

結果を示すとは限らない。

また二つの変数に関連があるような事象が

観察されても，そこに因果関係があるという

ことが証明される訳ではない。また因果関係

の推測を行うにも注意を要する。Aという変

数とBという変数に何らかの相関関係が観

察されても，その間に両方の変数に相関関係

をもつ Cという変数が存在し，Aと C，B

とCには相関関係があるが，AとBには相

関関係がないという例は広く知られている。

例えば「注記の情報量が多い会社ほど調達利

子率が低い。」という相関関係が観察された

とする。しかし一方で相対的に上場会社のほ

うが，非上場会社よりも注記の情報量が多い

という相関関係が観察され，上場会社の方が

非上場会社よりも調達利子率が低いという相

関関係が観察されたとする。この結果から調

達利子率に影響している要因が上場している

か否かであり，注記の情報量ではないという

ことを示すことが可能である。この場合，非

上場会社が注記の情報量を増加させても，調

達利子率が低下するとは限らない。

実証的根拠は，それが定量的実証的根拠で

あってもこのように限界が存在するが，実証

的根拠が不可欠である以上，この限界ゆえに

実証的根拠を排除するのではなく，その限界

を認識することが重要となる。

Ⅴ 検出結果と新たな仮説

（1）IFRSにおける帰納法的アプローチ要素

日本の企業会計原則は，「企業会計の実務

の中に慣習として発達したものの中から，一

般に公正妥当と認められたところを要約した

もの」（企業会計原則の設定について二（1））

とされていることから，帰納法的アプローチ

による会計基準の体系であるとされている。

これは実証的根拠に基づいて，会計基準を作

成する方法であるともいえる。一方，IFRS

は，フレームワークを提示しそこから各会計

基準の規定を導く演繹法的アプローチによる

会計基準であるとされている。これは本来で

あればフレームワークを前提として，各規定

は論理的根拠に基づいて導かれるものである

といえる。

しかしこれまで指摘したようにIFRSの規

定は，フレームワーク（1989）を前提とし

て，その内容から推論規則によって導かれた

ものではなく，不完全ではあるが実証的根拠
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により規定を設定した部分を含むものである。

これは論理規則に基づく演繹法ではないこと

を意味する。また会計処理方法について，

例えば金融負債の測定における償却原価法の

ように，フレームワーク（1989）に全く記

述がないものの，従来から行われてきた会計

処理方法を IFRSの規定で採用していると

考えられる部分もある。これはIFRSに帰納

法的アプローチの要素を含むものと解するこ

とも可能である。フレームワーク（1989）

が前提の一部しか示していないために，

IFRSは演繹法的アプローチによる会計基準

といいながらも，帰納法的アプローチによら

ざる得ない状況であると言えよう。またフレー

ムワーク（2010）においてもフレームワーク

（1989）の全面訂改訂が行われておらず，

現状では前提の一部しか示していない状況に

変わりはない。結局のところ，帰納法的な

日本の企業会計原則（8）に対する演繹法的な

IFRSという見方が当てはまる現状ではない

といえよう。

（2）IFRSの設定および改訂にあたっての

問題点

前述のようにIFRS財団のホームページに

よればIFRSの設定手続きには6段階がある。

このうち「討議資料の作成と公表」および

「公開草案の作成と公表」ではコメントレター

の募集を行っている。これ以外にもアウトリー

チプログラムによる利害関係からの意見聴衆

をおこなっている。またIASBのメンバーに

よる討議も行われている。

しかし拙稿（安井［2013］）で示したよう

にコメントレターの根拠は，一部の例外を除

いて不完全論理的根拠または不完全実証的根

拠であった。

問題は，最終的な判断を行う側のIASBの

構成員がこの点を意識しているか否かである。

論理的根拠であれば，前提が提示されている

か否か，あるいは何であるのかを確認する必

要がある。また推論規則によっているのかに

ついても確認する必要がある。なお現状にお

いてフレームワークが前提を提示していない

部分が存在する。そのため実証的根拠による

ことが不可欠であるが，定量的な根拠を示し

ているか否かについて検討を行い，定量的実

証的根拠によることを確認する必要があると

いえる。

（3）原則主義による不安定性

日本の会計基準は，具体的な判断基準を詳

細に示した細則主義であるのに対し，IFRS

は基本的な考え方を示し，具体的な会計処理

方法あるいは表示方法（以下：会計処理方法

等）は財務諸表作成者に判断を任せる原則主

義であるとされている。これはIFRSに規定

されていない事象に対しては，フレームワー

クとIFRSの各規定を前提に会計処理方法等

を導く必要がある方法であると解される。

これまでに拙稿（安井［2013］）で示した

ように公開草案に対するコメントレターに

記載された根拠は，一部を除き不完全論理的

根拠または不完全実証的根拠であった。これ

は，フレームワーク（1989）および IFRS

の規定から，一部を除き個々の事象に対して

演繹的に回答を導いていない事実を示してい

る。

公開草案に対するコメントレターは，IFRS

規定の改訂案に対し回答者が自己の見解を示

すものであり，その回答にあたっての判断は，

個々の事象に対する会計処理方法等を導く判

断とは異なる。しかしIFRSに規定されてい

ない会計処理方法等に対する判断を求められ

ているという点において共通点をもつ。また
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コメントレターの回答者はIASBから見れば

外部者であり，財務諸表作成者とは外部者で

あるという点でも共通点を持つ。

原則主義のもとフレームワークあるいは

IFRSに規定されていない事象に対する会計

処理方法等を，IASBの外部者が判断するに

あたり，不完全論理的根拠によっている場合

は普遍性をもたない。一方，実証的根拠によっ

て判断する場合も想定される。しかし実証的

根拠は，たとえそれが定量的実証的根拠であっ

ても普遍性を持つものではない。

原則主義のもとにおける財務諸表作成者の

判断について，恣意性が介入することなどの

指摘がされている。しかし恣意性が介入する

以前の問題として普遍性をもつ判断がされな

い場合，判断の結果としての会計処理が多様

化し不安定化する可能性がある。この点につ

いては本稿では仮説として可能性を指摘する

にとどめ今後の課題としたい。

【注】
（1）本稿ではIFRSの用語および各規定の文書は，

英語版をもとに筆者が日本語に訳したものを

記載している。

（2）英文の原文では ・financialliabilitiesatfair

valuethroughprofitorloss・（2012年版IFRS9,

par.4.2.1）であるが本稿では「損益を通して

公正価値で測定する金融負債」とした。

（3）凍結信用方式とは，金融負債の当初認識後の

測定において，公正価値のうち自身の信用リ

スクに起因する部分を当初認識時の値に固定

し，自身の信用リスクに起因する部分以外の

部分の変動のみを評価損益とする方法である。

（4）ここでの属性は，筆者による回答者の分類で

ある。具体的な分類については拙稿（安井

［2012a］,pp.99103）を参照のこと。

（5）推論の意味にはいくつかの説がある。ここで

筆者の意図する推論とは，複数の前提から異

なる事実を結論として導くことであるが，必

ずその結論が導かれることを意味し，経験的

に基づく事実あるいは予測は含まれない。ま

た推論規則とは，推論にあたり適用すること

が認められる規則である。なお本節の記述は

（野矢［2006］,pp.434）を参考とした。

（6）三段論法とは推論規則の一つである。例えば

「株券は有価証券である。」，「有価証券は時価

評価を行う。」から「株券は時価評価を行う」

との結論を導くものである。

（7）本節の記述は（徳賀・大日方編著［2013］,pp.

307 360）の内容を参考とした。なお当該部

分は「会計基準研究」を対象としており，本

稿における「会計基準」を対象とした議論と

は異なるが，最終的な対象は会計基準である

という点で共通点をもつ。特に「経験的テス

トの必要性」（徳賀・大日方編著［2013］,p.

350）は，本節の結論部分を導くにあたって参

考とした。

（8）日本の会計基準は企業会計原則のみならず企

業会計基準から構成される。企業会計基準が，

帰納法的アプローチによる会計基準か演繹法

的アプローチによる会計基準かについては今

後の検討課題としたい。
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なおIFRSおよびIASは公表後に改訂および年次

改善により，内容がその都度，変更されている。引

用元を特定するために本文中では，IFRS財団が提

供しているeifrsにおいて2012Standards（全面早

期適用編）として提供されているものを2012年版

と表示している。また金融商品に関する会計基準に

ついても改訂が行われているため，本文中の引用を

示す部分では最終改訂年月日を示している。

（2013年10月31日審査受付

2014年3月27日掲載決定）
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人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく
新しい認識アプローチの探究

島 永 和 幸
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本稿の目的は，人的資本の本質的特性に焦点を当て，負債パース

ペクティブの観点から，使用権モデルに基づく人的資本の新しい認

識アプローチを探究することである。

知識経済の進展に伴い，企業価値に占める無形資産の比重が高まっ

ている。多くの企業（経営者）は，アニュアルレポートにおいて，

人的資本（従業員）を「最も重要な資産」と述べている。

しかしながら，人的資本は，その重要性にもかかわらず，貸借対

照表上で認識されてこなかった。国際会計基準において，人的資本

が認識されてこなかった理由として，主に①資産の認識規準を満足

しない，②信頼性ある測定値を入手できない，ことが指摘できる。

本稿では，このような問題意識に基づいて，まず人的資本の本質

的特性を明らかにする。つぎに，資産または負債パースペクティブ

の観点から，人的資本の認識可能性を確認する。さらに，近年のリー

ス会計の議論で新しく登場してきた使用権モデルに基づいて，概念

的準拠枠としての人的資本の新しい認識アプローチを提示する。最

後に，人的資本の測定可能性を明らかにするために，経済的価値評

価モデルの1つであるFlamholtzの「確率報酬評価モデル」を検討

する。
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Ⅰ.はじめに

本稿の目的は，人的資本の本質的特性に焦

点を当て，負債パースペクティブの観点から，

使用権モデルに基づく人的資本の新しい認識

アプローチを探究することである。

周知の通り，近年，知識経済（knowledge

economy）の進展が進む中，有形財よりも知

的ケイパビリティの重要性が主張されるよう

になってきた（PowellandSnellman［2004］,

p.199）。21世紀に入ると，企業価値に占め

る無形資産の比重が高まり，開示されていな

い無形資産の割合も拡大してきた（【図1】を

参照）。BrandFinance社によれば，未開示

の無形資産の割合は，2005年に54％まで達

している。2008年にリーマン・ショックの

影響で20％まで落ち込んでいるが，2011年

に29％まで再び拡大している。

このような無形資産のうち，人的資本は，

その重要性にもかかわらず，貸借対照表上で

認識されない（またはのれんに含めて計上さ

れる）。Levは，「人的資源の価値は資産とし

て貸借対照表に計上されていないし，将来の

従業員報酬という支払義務をもたらすので，

負債とも関連しているが，この負債も貸借対

照表には計上されていない。」（Lev［2001］,

p.76;広瀬・桜井監訳［2002］,86頁）と指

摘する。

国際会計基準（InternationalAccounting

Standards;IFRSandIAS）において，人的

資本が認識されてこなかった理由として，主

に①資産の認識規準を満足しない，②信頼性

ある測定値を入手できない，ことを指摘でき

る。では，人的資本を認識するためには，い

かにして新しい概念的準拠枠を提供すること

が可能であろうか。

そこで，本稿では，このような問題意識に

基づいて，まず人的資本の本質的特性を明ら

かにする。つぎに，資産または負債パースペ

クティブの観点から，人的資本の認識可能性

を確認する。さらに，近年のリース会計の議

論で新しく登場してきた使用権モデルに基づ

いて，概念的準拠枠としての人的資本の新し

74

【図1】グローバル企業における企業価値に占める無形資産の割合

出典：Haigh［2012］,p.5より筆者が引用したものである。



い認識アプローチを提示する。最後に，人的

資本の測定可能性を明らかにするために，経

済的価値評価モデルの1つであるFlamholtz

の「確率報酬評価モデル」を検討する。

Ⅱ.人的資本の本質的特性

ここでは，人的資本の本質的特性を考察す

る。近年，人的資本は，持続的競争優位の源

泉として注目されていることから，その認識・

測定問題は喫緊の課題であると考えられる。

しかしながら，人的資本の本質的特性は，資

産の認識規準と測定規準に抵触するため，貸

借対照表上では，認識・測定できないと，一

般に理解されている。もしオンバランス化で

きない理由が人的資本の本質的特性にあると

するならば，その本質的特性を解明すること

が議論の出発点とならなければならない。

そこで，以下では，人的資本が一般に，無

形資産会計の枠組みで議論されているが，有

形固定資産の特性を兼ね備えているため，準

有形財としての性格を有することを指摘する。

もし準有形財として，有形固定資産と同じ会

計基準（たとえば，リース会計）を適用でき

るならば，人的資本の認識問題に対して，異

なる会計アプローチをとることが可能になる

と考えられるからである。

一般に，【図2】で示すとおり，企業資本

（corporatecapital）は，有形資本（tangible

capital）と無形資本（intangiblecapital）

に分かれる。

【図2】から明らかなように，有形資本は，

金融資産や有形固定資産を包含し，無形資本

は人的資本，構造資本および関係資本を包含

する概念である。人的資本は，企業から退職

時に一緒に持ち出す知識をいい，人々の知識，

スキル，経験，能力が含まれる（MERITUM

［2001］,p.10;古賀［2012］,10頁）。人的

資本は無形資産ないし知的資産の一部として

説明され，無形資産会計の対象として取り扱

われることが多い（古賀［2012］,10頁）。

しかしながら，人的資本は，タンジブルズと

インタンジブルズ両方の性格を有することに

留意する必要がある。

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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【図2】無形資産の種類

出典：IMA［2010］,p.7より筆者が引用したものである。



タンジブルズの場合，企業が所有権を取得

して使用することもあれば，リース会社から

使用権を取得して利用することもある。企業

会計上，前者は有形固定資産会計が適用され，

後者はリース会計が適用される。

これに対して，人的資本は，人に帰属する

ものであることから，退職時に従業員ととも

に社外へ流出する。企業が所有権を取得・所

有できない人的資本にも該当する。人的資本

の新しい認識アプローチを構築するに当たっ

ては，「所有権」よりも「使用権」に焦点を

おく必要がある。

産業革命からIT革命に至るまで，機械化

やIT化を通じて労働力の省力化が図られて

きたことからも明らかなように，人的資本と

有形固定資産は機能面で類似性を有する。

人的資本は，インタンジブルズが一般的に

具備するとされる非競合性や非希少性の概念

と必ずしも合致しない。Lev［2001］は，有

形資産，人的資産および金融資産は，サービ

スをめぐって代替的な用途が競合するという

意味で，複数・同時に使用できないことから，

競合的資産としての性格を有すると指摘して

いる（Lev［2001］,pp.22and26;広瀬・

桜井監訳［2002］,29および33頁）。

人材には，市場から容易に調達できる代替

可能な人材（アルバイトやパート社員，任期

制社員など）と，その企業に高度に特殊化さ

れた代替不可能な人材（企業での訓練開発や

勤続年数などに応じて，当該企業に高度に特

殊化された人材）がいる。同様に，有形固定

資産には，市場で購入可能な汎用品と高度に

特殊化されたものがある。

人には寿命があり，定年になると退職し，

経営が悪化すると人員整理が行われる。有形

固定資産は，故障や陳腐化，耐用年数の到来

などで売却ないし除却され，IAS36「資産の

減損」の規定を満たせば，減損会計の適用を

受ける。このように，人的資本はタンジブル

ズとしての特徴を有する。

これに対し，人的資本はインタンジブルズ

としての本質的特性も有する。人的資本の市

場は株式市場などのように組織化されていな

いため，競争的な市場が完備されていない

（Lev［2001］,p.42;広瀬・桜井監訳［2002］,

48頁）。競争的市場の欠如は，人的資本の

市場価値の入手困難性の問題を生じさせる

（TheekeandMitchell［2008］,pp.128129）。

人的資本は部分的排除可能性の特徴を有し，

会社が従業員訓練に投資する場合，（現場で

の訓練やMBAのための授業料支払いなど），

訓練を受けた従業員が転職すると，他の会社

（広い意味では，社会全体）がそのような投

資からベネフィットを受けることになる。ゆ

えに，人的資本には，スピルオーバー（所有

者以外の者への実質的なベネフィット）が存

在する（Lev［2001］,pp.33 34;広瀬・桜

井監訳［2002］,41頁）。

本セクションでは，人的資本は，機能面，

代替可能性，利用可能期間の面でタンジブル

ズとしての特徴を有する一方，競争的市場を

完備していない点や部分的排除可能性（スピ

ルオーバー）の面でインタンジブルズとして

の特徴を有していることが分かった。

以上，ここでは，国際会計基準において，

人的資本が認識されてこなかった主たる理由

である①資産の認識規準を満足しない，およ

び②信頼性ある測定値を入手できない，こと

を前提として，人的資本の本質的特性を考察

してきた。

その結果，人的資本が一般に，無形資産会

計の枠組みで議論されているが，有形固定資

産の特性を兼ね備えているため，準有形財と

しての性格を有することを指摘した。では，
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人的資本は準有形財としてとらえた場合，有

形固定資産と同じ会計基準（たとえば，リー

ス会計）を適用することは可能であろうか。

これについては，後に述べるⅣ.負債パース

ペクティブに基づく人的資本の認識アプロー

チで確認することにしたい。

Ⅲ.資産パースペクティブに基
づく人的資本の認識可能性

人的資本のオンバランス化を巡って，他の

会計アプローチを模索する前に，まず，現行

の無形資産会計の枠組みでの人的資本の取り

扱いについて確認しておく必要がある。そこ

で，以下では，資産パースペクティブに基づ

く人的資本の認識アプローチの視点から，人

的資本の認識可能性を確認することにしたい。

資産パースペクティブに基づく人的資本の

認識アプローチとして，①個別基準に基づく

アプローチと，②IASB概念フレームワーク

に基づくアプローチの 2つを指摘すること

ができる。

①個別基準に基づくアプローチは，無形資

産に関する会計基準に基づいて，人的資本の

認識問題を検討するアプローチをいう。従業

員に関連する基準にはIAS19「従業員報酬」

やIFRS2「株式に基づく報酬」があるが，

一般的には，IAS38「無形資産」や IFRS3

「企業結合」が適用される。

IAS38（par.15）では，「熟練した職員の

チーム及び訓練から生じると期待される，将

来の経済的便益に対する企業の支配力は，通

常，これらの事項が無形資産の定義を満たす

と考えるのには十分ではない。」と規定され

ている。また，IFRS3（par.B37）では，「集

合的な人的資源は，熟練した労働力の知的資

本（被取得企業の従業員が仕事にもたらす

（多くの場合，専門化した）知識及び経験）

を表すものではない。集合的な人的資源はの

れんと区別して認識される識別可能な資産で

はないため，それに帰属する価値はすべての

れんに包含される。」（IFRS3,par.B37）と

規定されている。個別基準では，人的資本は，

貸借対照表上での認識を認めておらず，企業

結合でものれんに含めて計上するよう求めて

いる。

②IASB概念フレームワークに基づくアプ

ローチは，人的資本の認識の論拠を概念フレー

ムワークに求めるアプローチをいう。IASB

は2013年7月，討議資料「『財務報告に関

する概念フレームワーク』の見直し」を公表

している。IASB［2013a］では，資産は「過

去の事象の結果として企業が支配している現

在の経済的資源」（par.2.11）と定義されてい

る。また，既存の労働力は，経済的資源の一

形態である「価値の他の源泉（経済的便益を

生み出す能力がある場合。）」（IASB［2013a］,

par.3.5.（c）.（iv））の例として挙げられてい

る。IASB［2013a］の資産の定義に関連して，

Lev［2001］は，インタンジブルズの資産認

識のために支配の要件を緩和するよう主張す

る。

「現行の会計システムに求められている最

も重要かつ緊急の変革は，資産の認識に関連

したものである。（中略）。必要なことは，財

務報告書での資産の認識を大きく拡張するこ

とである。これには，信頼性の要件（資産の

期待ベネフィットが，高い信頼性のある見積

りによらねばならないということ）と支配の

要件（当該資産のベネフィットが企業の完全

な統制下にあること）をある程度まで緩和す

る必要がある。」（Lev［2001］,p.123;広瀬・

桜井監訳［2002］,141頁）

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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IASB［2013a,par.3.28］では，支配要件

に関する判断規準として，「経済的資源の使

用を指図する能力」が挙げられている。この

能力が企業にあるか否かの判断規準は，①法

的に強制可能な権利であるか，②他者には利

用可能でないアクセスを有するか，である。

人的資本の本質的特性として，その所有権を

取得・保持できないため①の要件は満足しな

いが，競合的資産であるため②の要件は満足

する可能性がある。もし職業選択の自由を強

調すれば，②の要件は満足しない可能性があ

る（日本国憲法第22条）。資産パースペク

ティブの下では，支配要件を満足するか否か

の判断に依存する。したがって，人的資本を

資産パースペクティブの下で認識しようとす

る場合，支配要件をより緩和しなければなら

ないであろう。

以上の議論から，国際会計基準では，人的

資本を無形資産として認識することは禁止さ

れていることを確認した。また，IASB討議

資料「概念フレームワーク」に依拠して，資

産パースペクティブに基づく認識アプローチ

の可能性を検討した。支配要件の判断規準で

ある経済的資源の使用を指図する能力によれ

ば，法的に強制可能な権利，または他者には

利用可能でないアクセスが判断規準とされて

いた。人的資本の本質的特性として，所有権

を取得・保持できない点や，職業選択の自由

が保障されていることを総合的に勘案すると，

人的資本を資産パースペクティブの下で認識

しようとする場合，支配要件をより緩和する

必要があることが確認された。

資産パースペクティブに基づく人的資本の

認識可能性が否定された今，もう1つのア

プローチとして，負債パースペクティブに基

づく人的資本の認識アプローチを指摘できる。

そこで，次に，負債パースペクティブに基づ

く人的資本の認識アプローチを考察すること

にしたい。

Ⅳ.負債パースペクティブに基
づく人的資本の認識アプロー
チ

前のセクションでは，人的資本の本質的特

性により，支配要件の判断が資産パースペク

ティブでボトルネックとなっていた。そこで，

本セクションでは，支配要件の判断を回避す

るために，負債パースペクティブに基づく人

的資本の認識アプローチについて検討する。

負債パースペクティブに基づく人的資本の

認識アプローチは，簡単なロジックを用いて

正当化される。Theeke［2005,p.52］によれ

ば，要求払預金の預金者は，銀行に対する資

金の貸し手であり，自分の自由意思で預金を

引き出すことができる。他方，人的資本の貸

し手である従業員は，自分の自由意思で退職

できる権利を有する。企業会計上，前者は，

銀行の負債として計上されるのに対し，後者

は企業の負債として計上されない。そこで，

負債パースペクティブに基づく人的資本の認

識アプローチは，人的資本のオンバランス化

を正当化するために，人的資本と他の負債と

の類似性に着目して，他の負債で行われてい

る会計処理を人的資本に適用しようとするア

プローチをいう。

IASB［2013a］では，負債とは，「過去の

事象の結果として企業が経済的資源を移転す

る現在の義務」（par.2.11）と定義されてい

る。労働契約法第16条では，「解雇は，客

観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当

であると認められない場合は，その権利を

濫用したものとして，無効とする。」と定め

られており，企業の都合で従業員を自由に解
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雇することはできない。人的資本は，過去に

行った雇用契約に基づき，IASB［2013a,

par.3.33］で規定されている負債の定義を満

足しているといえるだろう。

Theeke［2005,p.52］は，このような認識

に立ち，負債パースペクティブに基づく人的

資本の認識および開示アプローチとして，次

の3つのアプローチを提案している。すな

わち，（1）要求払預金型負債アプローチ，（2）

リース負債アプローチ，および（3）偶発負

債アプローチ，である。

まず，（1）要求払預金型負債アプローチの

特徴は，要求払預金の随時引出可能性と従業

員の随時退職可能性の類似性に着目し，要求

払預金に適用する会計処理を人的資本に適用

しようとするものである。

Theeke［2005,p.53］にしたがって，要求

払預金の会計処理を人的資本に適用すると，

次の通りである。企業は，人的資本の所有

主である従業員から人的資本を借り入れる

と，負債（借入人的資本；borrowedhuman

capital）に計上すると同時に，受け入れた

人的資本を資産（まだ待機状態のため，配置

前人的資産（unassignedhumanassets）に

区分）に計上する。企業は，配置前人的資産

を生産やサービスなどの具体的な価値創造プ

ロセスに投入（配置前人的資産から使用人的

資本（employedhumancapital）に振替）

して収益を稼得する。企業は，雇用形態や勤

務実績などに応じて，従業員報酬を従業員に

支払う。

つぎに，Theeke［2005,pp.54 55］によ

れば，（2）リース負債アプローチは，要求払

預金型負債アプローチと同じく，リース取引

との類似性に着目して人的資本をオンバラン

ス化しようとするものである。リース負債ア

プローチについては，次のセクションで具体

的に検討する。リース取引では，支払金額，

割引率，支払スケジュールなどが既知である

ため，負債の金額を比較的容易に推定できる

とされるが，人的資本では測定の困難性を指

摘している。

最後に，（3）偶発負債アプローチは，偶発

債務との類似点に注目して，人的資本を注記

で開示するアプローチをいう。【図3】は，

IAS37「引当金，偶発負債及び偶発資産」で

示された偶発負債の識別規準である。この図

からも分かるように，引当金の設定の閾値ま

では至らないが，関連する開示を求められる

閾値にあるものが偶発負債に区分される。

Theeke［2005,p.55］は，業務上の災害等に

より従業員が死亡するケースを取り上げて，

不確実な損失を被る恐れがある場合を想定す

る。労働災害の発生確率を抑えるために，企

業は「事故ゼロ」運動などを実施し，事故の

発生確率を一定水準（偶発負債の閾値）まで

抑えることを目標とする。偶発負債アプロー

チでは，こうした優れた人事管理の実践等を

前提として，人的資本を偶発負債として注記

するよう求めるアプローチをいう。

このように，人的資本を負債パースペクティ

ブに基づいて認識および開示するアプローチ

として，3つのアプローチがあることを明ら

かにした。これらのアプローチは，人的資本

の本質的特性が他の財の特性と類似するので

あれば，他の財で適用されている会計基準を

人的資本に適用しようとするものであった。

このうち，Theeke［2005］は，（3）偶発負

債アプローチを支持していた。しかしながら，

このアプローチは人的資本のオンバランス化

を指向するものではなく，開示の拡充化によっ

て対応しようとするものであった。そこで，

本稿では，2つある認識アプローチのうち，

（2）リース負債アプローチに着目して，使用

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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権モデルに基づく新しい認識アプローチの展

開可能性を探究することにしたい。

Ⅴ.使用権モデルに基づく人的
資本の新しい認識アプロー
チ

リース取引の観点から人的資本を議論し

ている先行研究として，LevandSchwartz

［1971］，Turner［1996］，Rosett［1998］，

およびTheeke［2005］がある。

LevandSchwartz［1971］は，すでに

1970年代において，人的資本の認識問題と

リース取引の類似性を指摘している（若杉

［1973］,276277頁;黒川［1994］,11頁）。

人的資本は長期リースと同じく，他者によっ

て所有されている資本のサービスを企業が借

り受けて，人的資本価値を資産側に計上し，

同額の将来給与支払額を負債側に計上する

ものとして理解することができるとされる

（LevandSchwartz［1971］,p.110;若杉

［1973］,277頁）。

Turner［1996,p.65］は，IAS17の規定に

着目して，企業が法的に所有していない有形

固定資産であっても，IAS17の認識規準を

満たすものについては，貸借対照表上で計上

することを求めていることに言及する。そこ

で，リース会計の文脈で，人的資本が資産と

して認識されるべきであるならば，負債とし

て計上されるべき期待将来支出（従業員給与

と諸給付，従業員の正常な離職に付随した関

連費用）を考慮するよう求めている（Turner
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［1996］,p.68）。

Rosett［1998］は，Levand Schwartz

［1971］モデルに基づいて就労期間における

報酬の割引現在価値を資産化し，キャピタル・

リースと報酬費用とを類似するものとみなし

て，実証研究を行っている（Rosett［1998］,

p.2）。本実証結果では，①資産化された報

酬の現在価値が現在認識されている資産総額

とほぼ同額であったこと，②報酬費用の資産

化に伴う財務レバレッジの増加は企業リスク

（β）と正の相関を有していたこと，③あた

かも人的資源費用を超える価値が生み出され

ているかのように資本市場が反応している

と推定されること，が明らかにされている

（Rosett［1998］,p.1;TheekeandMitchell

［2008］,p.128）。Theeke［2005］の議論は，

前セクションで述べた通りである。

以上の議論から，リース会計の枠組みで人

的資本を考察している先行研究について確認

した。以下では，近年のIASBリース会計プ

ロジェクトの議論を踏まえて，人的資本の新

しい認識アプローチが展開可能であるか否か

を検討することにしたい。

2013年5月，IASBは，リース会計基準

の新しい公開草案［2013d］を公表している。

その中で，リースとは，「資産（原資産）を

使用する権利を一定期間にわたり対価と交換

に移転する契約」と定義されている（par.6）。

本草案の特徴の一つとして，「借手は本基準

［案］を無形資産のリースに適用する必要は

ない。」（par.5）と規定されており，無形資

産に対して，リース会計の適用を禁じていな

い。その結論の根拠として，次のように述べ

られている。

「IASBは，借手はリースの提案を無形資

産のリースに適用する必要がないことを明確

化することを決定し，こうしたリースを本公

開草案の範囲から除外する旨の記述はしない

ことにした。これは，IASBは借手が提案を

無形資産のリースに適用することを妨げたく

なかったからである。」（IASB［2013d］,par.

BC83）

とはいえ，現行基準では，リース会計の枠

組みを用いて人的資本がオンバランス化され

ていないことから，本稿では，人的資本が有

形固定資産と無形資産の両方の特徴を有する

ことを明らかにした。もし新しい公開草案が

最終的に基準化されたときにリース会計の範

囲から無形資産が除外されたとしても，人的

資本の本質的特性に着目して，有形固定資産

に準じた「準有形財」として見なすことがで

きれば，リース会計の枠組みを人的資本に適

用できるものと考えられる。

現行のリース会計基準であるIAS17「リー

ス」では，「所有に伴うリスクと経済価値」

を判断基準として，ファイナンス・リースま

たはオペレーティング・リースのいずれかに

分類される（par.8）。前者の場合，リース

はオンバランス処理されるが，後者はオフバ

ランス処理される。人的資本の場合，「所有

に伴うリスクと経済価値」に基づいて判断す

れば，人的資本がオペレーティング・リース

に分類される可能性が高い。これでは，人的

資本の借手側の権利・義務を貸借対照表上で

認識することはできない。そこで，新しいリー

ス会計で提唱されている使用権モデルの適用

を検討する。

2009年，IASBは，討議資料「リース：

予備的見解」を公表している。IASB［2009］

では，リース会計の新たなアプローチとして，

使用権モデル（リース契約において生じる資

産と負債を認識するモデル）が提唱されてい

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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る（par.3.26）。ここで，使用権資産とは，

借手が原資産をリース期間にわたり使用する

権利を表す資産をいい，リース負債とは，

借手がリースから生じるリース料の支払を行

う義務（割引ベースで測定）をいう（IASB

［2013d］,AppendixA）。次の引用文を参照

されたい。

「一部のリース契約をリース物件の購入の

ように取り扱い（ファイナンス・リース），

他のリース契約を未履行契約として取り扱う

（オペレーティング・リース）のではなく，

新たなアプローチはすべてのリース契約をリー

ス期間にわたるリース物件の使用権の取得と

して取り扱う。」（IASB［2009］,par.3.26）

ここで使用権モデルを人的資本に適用する

と，企業（人的資本の借手）は，雇用契約の

開始時点で，従業員（人的資本の貸手）から

人的資本を使用する権利を取得し，将来の給

与報酬等の支払義務を負う。他方，従業員は，

契約中，雇用契約や就業規則等に基づき，会

社に人的資本を貸す義務を負い，対価として

会社から報酬を得る権利を取得する。

IASB［2013d］では，認識規準として，①

リースの識別，②リース期間，③リースの分

類，④契約条件変更，⑤借手の認識，および

⑥測定（当初測定および事後測定）が設けら

れている。そこで，人的資本のリースが，こ

れらの認識規準を満足するか否かを確認する。

上記①について，リースの契約時に，（a）

当該契約の履行が特定された資産の使用に依

存するかどうか，（b）当該契約が特定された

資産の使用を支配する権利を一定期間にわた

り対価と交換に移転するかどうか，が焦点と

なる（IASB［2013d］,par.7）。（a）は，特

定された個人の使用に依存するため，規準を

満足するものと捉えられる。（b）について，

本稿では，負債パースペクティブの下で，人

的資本の会計問題を取り扱っている。ゆえに，

負債サイドの認識から考慮するので，支配要

件をある程度緩和して捉える必要がある。

IASB［2013d,par.12］に基づけば，当該

契約期間を通じて特定された資産の使用を指

図する能力，および特定された資産の使用に

より便益を得る能力の両方を有するかが問題

となる。前者は，当該期間中に人的資本の使

用から得られる経済的便益に対して，最も重

要な影響を与える決定を行う能力が経営者に

あると見なせば，この規定を満足するであろ

う（par.13）。後者は，企業は，従業員や労

働組合と締結した雇用契約や就業規則等に基

づき，人的資本の使用による潜在的な経済的

便益を排他的に得る権利を有すると解釈でき

る（par.18）。

上記②について，各企業の就業規則や雇用

形態，産業などで多少の差異はあるかもしれ

ないが，たとえば終身雇用制を前提とすれば，

採用から定年退職までの期間をリース期間と

見なすことは可能であろう。上記③について，

タイプAとタイプBのいずれかのリースに

分類されるが，原資産が不動産である場合を

除いて，企業はリースをタイプAに分類し

なければならないことから，人的資本はタイ

プAのリースに分類される（IASB［2013d］,

par.28）。

上記④について，従業員との契約条件は，

労働契約法の改定や就業規則の変更，労使間

協定の変更などにより，変更される可能性が

ある。契約条件の変更があった場合，新たな

契約として会計処理することが求められる

（IASB［2013d］,par.36）。

上記⑤について，では，「開始日において，

借手は使用権資産とリース負債を認識しなけ
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ればならない。」（IASB［2013d,par.37］）

と規定されている。この規定に基づき，人的

資本のリースでは，人的資本に係る使用権資

産とリース負債が計上されることになる。

上記⑥について，当初測定では開始日にお

いて，事後測定では開始後において，（a）リー

ス負債と（b）使用権資産の両方を測定する

ことが求められている（IASB［2013d］,

pars.37and41）。したがって，リース会計

の枠組みを適用する場合であっても，当初認

識時と当初認識後の測定の信頼性が満たされ

るか否かが，人的資本の認識可能性を左右す

るといっても過言ではない（これについては，

次のセクションで具体的に議論する）。

以上，本稿では，人的資本は，有形固定資

産と無形資産の両方の特徴を有することを明

らかにした。現行基準のように，リース会計

の範囲から無形資産が除外されたとしても，

人的資本の本質的特性を改めて鑑みた場合，

有形固定資産に準じた「準有形財」として見

なすことが可能であるならば，リース会計の

枠組みを人的資本にも適用（援用）できるも

のと考えられる。IASB［2013d］では，⑤借

手の認識において，借手は開始日に使用権資

産とリース負債を認識するよう求められてい

る。本稿の冒頭で指摘した「資産の認識規準

を満足しないこと」，および「信頼性ある測

定値を入手できないこと」のうち，後者の測

定の困難性に関する問題さえクリアできれば，

企業側に雇用契約に基づく雇用と賃金支払い

の義務がある限り，「使用権」に基づく認識

アプローチは，新しい人的資本の認識アプロー

チとして，理論的妥当性を有するものといえ

よう。

次のセクションでは，「信頼性ある測定値

を入手できない」という人的資本固有の課題

に対して，一定の解を提示すべく，本稿では，

Flamholtzの確率的報酬評価モデルに焦点を

当てて，人的資本の測定可能性を探求するこ

とにしたい。

Ⅵ.人的資本の測定可能性の探究
－Flamholtzの確率的報酬評
価モデルに焦点を当てて－

本セクションでは，リース会計の枠組みで

も測定の信頼性が重要な認識規準を構成して

いることから，人的資本の測定可能性につい

て検討する。若杉［1973］では，人的資本

の具体的な測定方法として，支出原価法，取

替原価法，せり価格法，経済価値法，修正現

価法，給与還元法，暖簾評価法，および行動

科学的変数法などが挙げられている。過去の

奴隷制度を除いて，人身売買が禁止されてい

る現代においては，中古車市場のように参照

可能な市場が未整備である。したがって，人

的資本（人）を売却時価で評価することは困

難である。また，リース会計の文脈では，人

的資本の測定は現在価値測定が中心となる。

このうち，表1は，LevandSchwartz［1971］

の将来給与割引モデル（discountedfuture

salariesmodel）に基づく任意開示例を示し

たものである（島永［2007］および島永

［2013］で具体的に議論しているので，そち

らを参照されたい）。

そこで，本稿では，「信頼性ある測定値を

入手できない」という人的資本固有の課題に

対して，一定の解を提示すべく，もう1つ

の代表的な経済的価値評価モデルである確率

報酬評価モデル（stochasticrewardsvalua-

tionmodel）について確認する。なぜならば，

実際の任意開示例のあるLevandSchwartz

［1971］モデルの他に，実行可能な代替的測

定モデルを提示することにより，「使用権」

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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に基づく認識アプローチを単なる理論的枠組

みの域から，実行可能性をもった有力な新し

い認識モデルへと高めることが可能になると

考えられるからである。

まず，確率報酬評価モデルでは，従業員が

期待在職年数にわたって働き続ける場合と

中途退職する場合とを区別して，期待条件

付価値モデル（中途退職を考慮しない）と，

期待実現可能価値モデル（中途退職を考慮

する）を検討している。両者の違いは，中途

退職を考慮するか否かである。本稿では，

後者の期待実現可能価値モデルについて考察

する。

期待実現可能価値・E・RV・・は，次式（3）

のように表される。

E・RV・・ ・
n

t・1

・
m
i・1Ri・P・Ri・

・1・r・
t

・3・式

（ただし，i・ある従業員が従事する可能

性のあるポジション ・i・1,2,・,m・,

P・Ri・・ P・R1・・P・R2・・・・P・Rm・；あ

る個人がiに従事する確率，t：ある個人

の期待在職年数，m：退職，i・ m：中途

退職，・1・r・
t
＝割引率（Flamholtz,etal.

［2003］,pp.2526））

【表2】は，実際の計算例を用いて，期待

実現可能価値を算定したものである。この

設例では，ある個人が従事する可能性のある

ポジションとして，損害査定事務員，支払査
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【表1】2013年度Infosys社における人的資源の評価事例

出典：Infosys［2014］,p.134,を筆者が引用したものである。島永［2013］,57頁も参考にしている。

注：参考に，2013年度の人的資本の価値を換算すると，1,37,845千万ルピー ≒2.27兆円（1インドルピー ≒1.65

円;2013年3月2日現在）になる。）



定人，上級査定人，および期待在職年数より

も前に退職するケースが想定されている。

各ポジションにおける期待価値やそれに従

事する確率を求めて合算することにより，期

待条件付価値（$11,270）や期待実現可能価

値（$10,160）を求めている。両者の差額は

$1,110（=$11,270－$10,160）である。中

途退職を考慮に入れる期待実現可能価値の方

が，$1,110だけ小さくなっていることがわ

かる。

本モデルの特徴は，ある個人の期待実現可

能価値を測定するに当たり，いくつかの条件

を考慮に入れる点にある。従業員は様々なポ

ジションを経験しながら，それに見合った報

酬を得るとともに，中途退職することもある

（【図4】を参照）。各ポジションに従事する

確率や期間などを推定し，割引現在価値計算

を行うことで，期待実現可能価値・E・RV・・

を算定することができる（Flamholtz,etal.

［2003］,p.24）。

前のセクションまでの議論で示したように，

使用権アプローチに基づいて人的資本を認識

できる可能性があることを明らかにした。そ

こで，本セクションでは，「信頼性ある測定

値を入手できない」という人的資本固有の課

題に対して一定の解を提示すべく，Flamholtz

の確率報酬モデルを検討した。その結果，中

途退職を含めた様々なシチュエーションを考

慮に入れた理論的に優れたモデルであること

を確認した。ただし，ある個人のキャリア・

パスや，あるポジションに従事している確率

や期間，そこから得られる期待価値，および

期待在職期間など多くのインプットを考慮す

るがゆえに，インプットの信頼性が課題とな

るであろう（Flamholtz［1999］,p.183）。

本稿では，Flamholtzの確率報酬モデルを用

人的資本の本質的特性と使用権モデルに基づく新しい認識アプローチの探究
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【表2】期待条件付価値と期待実現可能価値の計算例

出典：Flamholtz,etal.［2003］,p.27,Table.2を筆者が引用したものである。



いた実際の開示例を示すことができなかった。

こうした課題をクリアするためにも，Levand

Schwartz［1971］モデルを用いたInfosys社

のように，Flamholtzの確率報酬モデルを用

いた任意開示のベストプラクティスを実務で

生み出していくことが今後求められる。

Ⅶ.おわりに

本稿の目的は，Levによる「人的資源の価

値は資産として貸借対照表に計上されていな

いし，将来の従業員報酬という支払義務をも

たらすので，負債とも関連しているが，この

負債も貸借対照表には計上されていない。」

（Lev［2001］,p.76;広瀬・桜井監訳［2002］,

86頁）という現状を踏まえて，人的資本の

本質的特性に焦点を当て，負債パースペクティ

ブの観点から，使用権モデルに基づく人的資

本の新しい認識アプローチを探究することで

あった。

まず，人的資本は，有形固定資産と無形資

産の両方の特徴を有することを明らかにした。

現行基準のように，リース会計の範囲から人

的資本（無形資産）が除外されたとしても，

人的資本の本質的特性に着目して，有形固定

資産に準じた「準有形財」として見なすこと

が可能であるならば，リース会計の枠組みを

人的資本に適用できるものと考えられるから

である。

つぎに，国際会計基準では，無形資産とし

て認識することは禁止されているため，IASB

討議資料「概念フレームワーク」に依拠して，

資産パースペクティブに基づく認識アプロー

チの可能性を検討した。人的資本の本質的特

性として，所有権を取得・保持できない点や，

職業選択の自由が保障されていることを総合

的に勘案すると，人的資本を資産パースペク

ティブの下で認識しようとする場合，支配要

件をより緩和する必要があることが確認され

た。ここでも，人的資本の本質的特性から，

資産パースペクティブに基づく認識アプロー

チが困難であることが確認された。

そこで，資産パースペクティブに基づく支

配要件の判断を回避するために，負債パース

ペクティブに基づく認識アプローチ（類似す

る性格を有する負債項目については，同じ会

計処理を適用するように求めるアプローチ）

を確認した。このアプローチとして，（1）要

求払預金型負債アプローチ，（2）リース負債

アプローチ，および（3）偶発負債アプロー
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【図4】ある従業員が組織内で従事する可能性のあるポジション例

出典：Flamholtz,etal.［2003］,p.24,Table.1を筆者が引用したものである。



チの3つがあることを明らかにした。この

うち，Theeke［2005］は，（3）偶発負債アプ

ローチを支持していた。しかしながら，この

アプローチは人的資本のオンバランス化を指

向するものではなく，開示の拡充化によって

対処しようとするものであった。

そこで本稿では，2つある認識アプローチ

のうち，（2）リース負債アプローチに着目し

て，使用権モデルに基づく新しい認識アプロー

チの展開可能性を探究した。現行のリース

会計基準下では，「所有に伴うリスクと経済

価値」規準に照らして判断した場合，人的

資本はオペレーティング・リースに分類され

る可能性が高く，人的資本の借手側の権利・

義務を認識することはできないことを指摘し

た。

IASB［2013d］では，⑤借手の認識におい

て，借手は開始日に使用権資産とリース負債

を認識するよう求められている。本稿の冒頭

で指摘した「資産の認識規準を満足しないこ

と」，および「信頼性ある測定値を入手でき

ないこと」のうち，後者の測定の困難性に関

する問題さえクリアできれば，企業側に雇用

契約に基づく雇用と賃金支払いの義務がある

限り，使用権に基づく認識アプローチは，新

しい人的資本の認識アプローチとして，理論

的妥当性を有するものといえる。以上の議論

から，IASB［2013d］公開草案「リース」の

使用権モデルに基づけば，そこで規定される

認識・測定要件を満足する限り，人的資本を

認識できる可能性を示した。

最後に，「信頼性ある測定値を入手できな

い」という人的資本固有の課題に対して，一

定の解を提示すべく，Flamholtzの確率報酬

評価モデルを検討した。リース会計の文脈で

は，人的資本の測定は現在価値測定が中心と

なる。その代表的な測定モデルは，Levand

Schwartz［1971］の将来給与割引モデルと

Flamholtzの確率報酬評価モデルを指摘でき

るが，前者のモデルについては，島永［2007］

ですでに取り上げて議論していることから，

ここでは､Flamholtzの確率報酬評価モデル

について検討した。

Flamholtzの確率報酬評価モデルを検討し

た結果，中途退職を含めた様々なシチュエー

ションを考慮に入れた理論的に優れたモデル

であることを確認した。ただし，ある個人の

キャリア・パスや，あるポジションに従事し

ている確率や期間，そこから得られる期待価

値，および期待在職期間など多くのインプッ

トを考慮するがゆえに，インプットの信頼性

が課題となることを指摘した。これについて

は，実務の成熟や理論の精緻化がより一層求

められることになるであろう。

本稿の貢献は，知識経済が進展する中，こ

れまでオンバランス化が難しいとされてきた

人的資本について，無形資産会計の枠組みに

代えて，使用権モデルに基づいたリース会計

の枠組みを用いた新しい認識アプローチを提

唱した点にある。使用権モデル自体が比較的

新しい概念であるため，本モデルを人的資本

の認識問題に適用しようとした研究は皆無で

あると思われる。

本稿の課題として，負債パースペクティブ

に基づく人的資本の認識および開示アプロー

チである（1）要求払預金型負債アプローチ，

（2）リース負債アプローチ，および（3）偶発

負債アプローチについて，具体的数値例や仕

訳処理を用いた説明がなされていない。また，

人的資本の測定技法（インカム・アプローチ）

を精緻化し，リース会計に適用できるまでに

信頼性を高めるまでには至っていない。これ

らについては，今後の研究課題とすることに

したい。
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アメリカにおける中小企業会計のフレームワーク
に関する研究
―AICPAの見解を中心として―

朱 愷 �
近畿大学

1970年代に始まったアメリカにおける中小企業会計および監査制

度に関する議論は，国際会計基準審議会が2009年に「中小企業の

ための国際財務報告基準」を公表したことを受けて再び活発化して

きた。アメリカ公認会計士協会は，一般に認められた会計原則の適

用が必要ではない中小企業を対象として，中小企業向け財務報告フ

レームワークを作成すべきであることを主張し，2012年11月に公

開草案『中小企業のための財務報告フレームワークの提案』を，そ

の後，2013年6月にその正式版として，『中小企業のための財務報

告フレームワーク』を公表するに至った。また，米国財務会計基準

審議会は，非公開会社のための会計基準の設定に関する理論的準拠

枠を検討しており，2013年4月には改訂討議資料『非公開会社の意

思決定フレームワーク：非公開会社の財務会計および財務報告の評

価に関するガイド』を公表した。そのような状況の中で，本研究は，

アメリカ公認会計士協会が公表した中小企業会計に関するフレーム

ワークの理論的特徴を解明することを目的として，『中小企業のため

の財務報告フレームワーク』の第1章「財務諸表の諸概念」の内容

を検討した。さらに，『中小企業のための財務報告フレームワーク』

において最も特徴的な棚卸資産と有形固定資産の評価基準に関する

規定を「中小企業のための国際財務報告基準」と比較しその差異を

明らかにした。アメリカにおける議論が世界の会計実務へ及ぼす影

響力を考えると，現時点においてアメリカにおける唯一の公式な中

小企業向け会計フレームワークである『中小企業のための財務報告

フレームワーク』の内容を検討することは学術的意義があるものと

考えている。
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Ⅰ はじめに

アメリカにおいて中小企業の会計・監査問

題が大いに注目され，議論されるようになっ

たのは，1970年代に入ってからであった。

1974年，アメリカ公認会計士協会（以下，

AICPAと表記する）の会計基準部門は，正

式に中小企業に対する一般に認められた会計

原則（以下，U.S.GAAPと表記する）適用

の妥当性に関して審議を開始し，米国財務会

計基準審議会（以下，FASBと表記する）や

AICPA等の団体を中心に各種の報告書が公

表され，検討が加えられてきた。特に中小企

業に対する会計基準の負担問題は，大きな問

題として取り上げられた（古賀［2000］,80

頁）。

現在，アメリカでは，中小企業向け会計基

準について新たな議論が展開されている。

その中で，注目すべきなのは，AICPAの動

向である。AICPAは，中小企業における

U.S.GAAPの適用が必要ではなく，中小企

業向け財務報告フレームワークを作成すべき

であることを主張し，2012年 11月に公開

草案『中小企業のための財務報告フレームワー

クの提案』を，その後，2013年6月にその

正式版として，『中小企業のための財務報

告フレームワーク』（FinancialReporting

FrameworkforSmallandMedium Sized

Entities,以下，FRFforSMEsと表記する）

を公表するに至った。

本研究は，AICPAが公表した中小企業会

計のフレームワークの特徴を解明することを

目的としている。このような目的に基づいて，

まず，アメリカにおける中小企業会計の現状

を明らかにし，そして，AICPAが新たに公

表したFRFforSMEsを取り上げ，その概

念フレームワークの内容を検討する。それを

踏まえ，FRFforSMEsにおける棚卸資産

と有形固定資産の評価基準に関する規定を

『中小企業のための国際財務報告基準』（IFRS

forSmallandMedium sizedEntities,以

下，IFRSforSMEsと表記する）と比較し，

FRFforSMEsにおける会計フレームワー

クの特徴を明らかにしたい。

Ⅱ アメリカにおける中小企業
会計の現状および展開

1.その他の包括的会計基準の意義

アメリカでは，権威のある会計基準をなす

ものは，FASBが公表したU.S.GAAPのみ

である。U.S.GAAPは，一般に大規模な公

開会社の財務諸表利用者のニーズに焦点を置

いて整備されてきたものであり，小規模の非

公開会社に対しても同様に適用されてきた。

しかし，U.S.GAAPに基づく財務諸表の作

成を義務付けられている企業を除いて，その

他大部分の企業は，U.S.GAAPによる財務

諸表の作成義務が連邦法では存在しないため，

U.S.GAAPまたはOCBOA（OtherCompre-

hensiveBasesofAccounting;その他の包括

的会計基準）と称される包括的な会計基準

が任意で選択的に適用される（中小企業庁

［2002］,60頁；河﨑［2006］,259頁）。

OCBOAには，税法基準や現金主義・修正

現金主義など多様な会計基準（1）があり，中

小企業が財務報告の利用者のニーズやコスト

等を勘案して採用の判断をしている。OCBOA

に基づく計算処理や表示の方法は，企業にとっ

て簡便である一方，明示的なルールが存在し

なかったため，AICPAがOCBOAの手引書

として『現金主義又は税法基準による財務

諸表の作成・開示の方法』（Preparingand
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ReportingonCash andTaxbasisFinan-

cialStatements）を作成した。当該手引書

では，OCBOAに基づく財務諸表を概観し，

現金主義および税法基準による会計処理に基

づく財務諸表の作成と報告に関する固有の問

題，および監査報告書の作成にあたっての注

意事項について検討し，財務諸表，開示およ

び報告の修正を実例で紹介するものである。

さらに巻末付録として，現金主義および税法

基準による会計処理に基づく財務諸表に使用

される開示チェックリストの実例を掲載して

いる（中小企業庁［2002］,364頁）。これは，

財務諸表の基礎や慣行と位置付けられており，

中小企業に対する事実上の会計基準として機

能している（中小企業庁［2002］,60頁；河

﨑［2006］,259頁）。このように，アメリカ

においては，中小企業向けの公式な会計基

準が存在せず，実務において機能している

OCBOAが適用されるのが現状である。

2.FRFforSMEsの公表

このような状況を踏まえて，AICPAは，こ

こ数年，新たな議論を展開してきた。AICPA

は，U.S.GAAPが中小企業において強制さ

れない，また，財務報告のニーズに対する最

も適切な方法ではないことから，多くの中小

企業はU.S.GAAPに基づく財務諸表を作成

する必要がないことを主張し，中小企業にお

ける財務諸表利用者の情報ニーズ，および理

解可能で一貫した会計原則に基づく信頼でき

る財務諸表の作成に注目し，非公開の中小企

業のための財務報告フレームワークを検討し

てきた（AICPA［2012］,pp.5 6）。その検

討の結果として，OCBOAの公式なルール化

を狙い（河﨑［2013a］）としながら作成され

たものがFRFforSMEsであった。AICPA

が指摘するように，FRFforSMEsは，非

公開の中小企業が財務諸表を作成する際に

用いられることを目的として作成された独立

の特別目的フレームワークとしての性格を有

している（AICPA［2013a］,p.v）。また，

AICPAは，FRFforSMEsが各業界におけ

る企業に用いられ，さらに，法人企業と同様

に，非法人企業にも適用できるが（AICPA

［2013a］,p.vi），強制力を有するものではな

く中小企業の経営者が任意で適用するもので

あることを指摘した（AICPA［2013a］,p.

vii）。

AICPAは，FRFforSMEsの適用対象と

なる中小企業について，明確な規模基準を規

定していないが，適用できる中小企業の特徴

を明確に示している（2）。かかる中小企業の特

徴が，以下のように明記されている。なお，

AICPAは，これらの特徴が，包括的なもの

でもなく，FRFforSMEsを適用するため

に企業が備えなければならない必要な特徴で

もないことを強調している（AICPA［2013a］,

pp.vivii）。

（1）企業は，規制当局に対してU.S.GAAP

に基づいた財務諸表の報告義務がない。

（2）企業の所有者および経営者の多数は，

株式を公開する意図がない。

（3）企業は営利企業である。

（4）企業は所有者経営であり，かつ，非公

開会社である。

（5）企業の経営者および所有者は，財務諸

表を用いて，業績，キャッシュ・フロー

および彼らの資産または負債について

評価する。

（6）企業は，金融機関や政府系企業が行う

高度に専門的な会計指針を必要とする

取引を行っていない。例えば，金融機

関が行う複雑なデリバティブ取引があ

る。
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（7）企業は，過度に複雑な取引を行わない。

（8）企業は，重要な海外事業を持っていない。

（9）企業の財務諸表の主要な利用者は，

企業の経営者と直接的に交渉すること

ができる。

（10）企業の財務諸表の利用者は，キャッ

シュ・フロー，流動性，財政状態およ

び金利負担能力に対して，より強い関

心を持っている。

（11）銀行が行う中小企業への融資判断は，

財務諸表のみに基づいて決定されるの

ではなく，担保または財務諸表に直接

関連しないその他評価方法に基づいて

融資の意思決定が行われている。

FRFforSMEsは，概念フレームワーク

を含めて，31章から構成されている。その

フレームワークは，内容からみると，会計処

理の原則を列挙し，その具体的な判断規準が

規定されていないため，原則主義に基づいた

ものといえる（AICPA［2013a］,p.v）。表1
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は，FRFforSMEsとその公開草案を比較

したものである。FRFforSMEsと公開草

案の違いは，FRFforSMEsにおいて測定

の不確定性（3）が削除されたことである。そ

の理由は，FRFforSMEs公開草案で要求

された減損会計およびデリバティブの時価評

価が削除されたことによって，経営者による

見積判断が減少し測定の不確定性がより生じ

しにくくなったからであると考えられる。

また，FRFforSMEsにおける項目の順

序は公開草案と比べて大幅に変更されている。

特に，FRFforSMEs公開草案では基本財

務諸表を作成するための前提であるリスクお

よび不確実性，測定の不確定性，ならびに会

計方針の変更等を基本財務諸表の前に掲げて

いたが，FRFforSMEsではそれらの事項

は基本財務諸表の後に配置された。その理由

は，それらの事項が注記開示で扱う内容であ

ることからそのような措置がとられたものと

考えられる。さらに，FRFforSMEs公開

草案では，貸借対照表，損益計算書，キャッ

シュ・フロー計算書等の基本財務諸表の概説

の後で企業結合等の連結財務諸表の作成に関

連する章が続き，その後で財務諸表を構成す

る資産や負債等の各論が掲げられている。

FRFforSMEsでは，そのような配列をや

め，財政状態計算書や事業活動計算書毎にそ

れに関わる各論をまとめて掲げ，その後で連

結財務諸表等の章が配置されている。そのよ

うな変更は，FRFforSMEsの体系の整合

性を高めると共に，個別財務諸表の作成のみ

を必要とする中小企業への利便性を図ったも

のではないかと忖度される。

以下においては，表 1に示している第 1

章「財務諸表の諸概念」の構成に従って，ア

メリカにおけるFRFforSMEsの概念フレー

ムワークを検討していきたい。

Ⅲ FRFforSMEsの概念フレー
ムワーク

「財務諸表の諸概念」は，一般目的財務諸

表における会計原則の開発および利用の基礎

となる概念を規定することを目的として，財

務諸表および財務諸表の目的，重要性，質的

特性，財務諸表の構成要素，認識・測定基準

のいくつかの主要な部分から構成されている。

それらの諸概念は，財務諸表の作成者および

会計専門家がFRFforSMEsの適用に関す

る専門的な判断を行うときに用いられる。ま

た，これらの諸概念に基づいて作成された財

務諸表は，財務情報の外部利用者だけでなく，

所有者および経営者のニーズも満たすように

意図されるものである（AICPA［2013a］,

par.1.01）。

1.財務諸表および財務諸表の目的

FRFforSMEsにおいては，通常，財務諸

表は，財政状態計算書（statementoffinan-

cialposition），事業活動計算書（statement

ofoperations），持分変動計算書（statement

ofchangesinequity）（財務諸表の一部とし

て，または財務諸表の注記に開示される持分

の変動）およびキャッシュ・フロー計算書

（statementofcashflows）から構成される。

財務諸表の注記および付属明細書は財務諸表

の不可欠な一部である。しかし，ただ一つの

財務計算書（例えば，財政状態計算書）を作

成する場合でもFRFforSMEsの利用を妨

げるものではないが，財政状態計算書および

事業活動計算書の両方を同時に作成する場合，

キャッシュ・フロー計算書の作成も要求され

る（AICPA［2013a］,par.1.04）。

「財務諸表の諸概念」において，財務諸表
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の目的は，「経営者，債権者およびその他の

利用者が行う資源配分の意思決定または経営

者の受託責任に関する評価を行うとき，ある

いはその双方を行うときに，役立つ情報を提

供することである」としている。意思決定有

用性は，大企業のみならず中小企業にとって

も財務諸表の最も重要な目的とされている。

前述したように，所有者による経営が中小企

業の一つの特徴であるため，経営者にとって

は自社の経営意思決定に役立つ情報が必要で

あることは言うまでもない。また，中小企業

は所有者が企業経営を行うことが多いが，ベ

ンチャーキャピタルなど外部の株主から多く

の資金を提供されているような場合には，経

営者の受託責任を評価するために財務諸表を

利用することもある。このような目的に基づ

いて，財務諸表は以下の情報を提供するよう

に要請されている（AICPA［2013a］,par.

1.08）。

（1）企業の経済的資源，債務および持分

（2）企業の経済的資源，債務および持分に

おける変動

（3）企業の経済的業績

2.重要性および質的特性

FRFforSMEsは，まず，重要性を特別

な状況における専門的な判断の問題として挙

げている（4）。一つの情報の項目あるいは項目

の集計の脱漏または虚偽表示が意思決定に影

響を与えるか，または，意思決定を変更する

可能性が高い場合，これらの情報は重要であ

る（AICPA［2013a］,par.1.09）。

周知のように，質的特性は，財務諸表の利

用者にとって情報を有用にするものである。

FRFforSMEsは，財務情報について，理

解可能性，目的適合性，信頼性および比較可

能性という4つの質的特性を提示している。

表 2は，FRFforSMEsに提示される会計

情報の質的特性の定義を示したものである。

また，図1は，質的特性間の位置づけや相

互関係を示した階層図である。

図1に示したように，目的適合性は，予

測価値またはフィードバック価値そして適時

性を有する情報によって実現される。一般的

に，情報は予測価値とフィードバック価値を

同時に有している（AICPA［2013a］,par.

1.12）。そして，信頼性は，情報に表現の忠実

性，検証可能性および中立性があるときに得

られる。その中で，情報の中立性は，不確実

な状況において判断を行う際に保守主義（5）

を用いることによって影響を受ける特性であ

る（AICPA［2013a］,par.1.13）。最後に述

べられるのが比較可能性である。2つの企業

間の財務諸表を比較する場合，あるいは，同
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一企業の異なる時期の財務諸表または異なる

項目を比較する場合に，比較可能性が重要で

ある。同じ会計方針が毎期首尾一貫して用い

られる場合に，企業の財務諸表の比較可能性

が高まる（AICPA［2013a］,pars.1.141.15）。

上述の会計情報の質的特性は，しばしば，

実務上では質的特性間のトレード・オフが存

在することが強調されている。特に目的適合

性と信頼性のトレード・オフが必要である。

例えば，財務諸表の作成の適時性と財務諸表

に報告される情報の信頼性との間のトレード・

オフがある。一般的に，財務諸表の目的を満

足させるために，質的特性の間の適切なバラン

スを求めなければならない（AICPA［2013a］,

par.1.16）。

3.財務諸表の構成要素

財務諸表の目的を達成するために，財務諸

表の構成要素は，そこに表現される項目の基

本的な分類をなすものである。FRFforSMEs

は，各構成要素を以下の2つのタイプに分

類している。一つは，ある時点における企業

の経済的資源，債務および持分を表すもので

ある。そこには，資産，負債および持分の3

つの要素が含まれている。もう一つは，一定

期間における企業の経済的資源，債務および

持分の変動を表すものである。すなわち，収

益，費用，利得および損失がこれに含まれる。

財務諸表の注記は，財務諸表における項目を

明確化し説明することに役立つものであり，

財務諸表の不可欠な一部であるが，構成要素

とは考えられていない（AICPA［2013a］,

par.1.17）。FRFforSMEsは，これらの構

成要素を表3に示したように定義している。

各構成要素の定義は，FASBの概念フレー

ムワークにおける構成要素の定義とはほぼ同

じである。定義からみると，収益と利得が類

似しており，費用と損失も類似しているが，

相違点がある。すなわち，収益と費用は，企

業の主要な営業活動から生じるものである。

FRFforSMEsによれば，企業の収益は，

通常，商品の販売，サービスの提供，企業の

資源を提供することによる賃貸料，利息，ロ

イヤルティーあるいは配当から得られる。そ

れに対して，利得と損失は，企業の付随的ま

たは偶発的取引や事象から生じる（AICPA

［2013a］,pars.1.27 1.30）。例えば，売買

目的有価証券の売却である。また，FRFfor
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表2 質的特性の定義

出典：AICPA［2013a］（pars.1.11 1.14）に基づいて作成したものである。



SMEsにおいては，包括利益は財務諸表の

構成要素とされていない。このことから，

FRFforSMEsは，収益費用アプローチと

いう伝統的な会計観を基礎としているといっ

てよい（河﨑［2014］,24頁）。

4.認識・測定

FRFforSMEsは，認識規準を以下のよ

うに明確に示している（AICPA［2013a］,

par.1.34）。

（1）当該項目は，測定の適切な基礎を有し

ており，また，その金額を合理的に見

積もることができること。

（2）将来の経済的便益の獲得または費消

に関連する項目について，その経済的

便益が獲得されまたは費消される可能

性が高いこと。

財務諸表に認識される項目は，発生主義に

準拠して説明される。なお，収益・費用等の

認識要件については，表4に示したように
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表3 財務諸表の構成要素およびその定義

出典：AICPA［2013a］（pars.1.19 1.30）に基づいて作成したものである。



まとめることができる。

また，FRFforSMEsで述べられている

測定は，原則として，歴史的原価で行われる

が，特定の状況において，取替原価，実現可

能価額，現在価値および市場価値という 4

つの測定基準（basis）を使用することもで

きると規定している。歴史的原価を用いて測

定を行うときには，取引および事象は支払っ

たまたは受け取った現金および現金同等物の

金額によって財務諸表において認識されるか，

または取引および事象が発生したときの市場

価値を用いて，財務諸表において認識される

（AICPA［2013a］,par.1.43）。また，特定

の状況で使われる 4つの測定基準の定義は

表5のように示されている。

公開草案の測定に関する規定との最も大き

な相違点は，公正価値の概念が削除され，上

記の市場価値に変更されたことである。公開

草案では，公正価値とは「強制されない状況

で行動する知識のある自発的な当事者が独立

第三者間取引において合意する金額をいう。」

（AICPA［2012］,p.242）と定義されている。

これに対して，正式版では，市場価値とは

「強制されない状況で行動する知識のある自

発的な当事者が独立第三者間取引において合

意する金額をいう。」（AICPA［2013a］,p.

181）となっている。その定義における特徴

は，入口価格と出口価格を区別していないこ

とである。定義としては同じ表現でありなが

ら，それを表章する概念を変えていることは，

FASBの基準書 FAS157号の定義との齟齬

をなくすためではないかと考えられる。

U.S.GAAPであるFAS157号の定義は，「公

正価値とは，測定日における市場参加者間の

正規の取引において資産を販売することから

受領される金額，もしくは，負債を移転する

ために支払う金額である。」（FASB［2006］,

par.5）となっており，出口価格に焦点を当

てている。AICPAが公開草案で提案した公

正価値概念は入口価格を明示的に否定する
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表4 財務諸表の構成要素の認識要件

出典：AICPA［2013a］（pars.1.37 1.42）に基づいて作成したものである。

表5 測定基準の定義

出典：AICPA［2013a］（par.1.44）に基づいて作成したものである。



ものではなく，出口価格に焦点を当てた

U.S.GAAPの公正価値概念と矛盾していた

のである。この矛盾を解消するために公正価

値を市場価値に変更したものと考えられる。

5.FRFforSMEsにおける棚卸資産

と有形固定資産の評価基準の特徴

ここでは，FRFforSMEsにおいて，中

小企業の属性を考慮しながら，最も特徴とな

る棚卸資産と有形固定資産の評価基準に関す

る規定をIFRSforSMEsと比較することで

その特徴を明らかにしたい。ここで，棚卸資

産と有形固定資産を取り上げたのは，日本の

「中小企業の会計に関する指針」の棚卸資産

の原則時価評価や固定資産の減損会計が中小

企業会計の実態に適合しないという批判があ

り（河﨑・万代［2012］,10頁,61頁），少

なくともその点に関連して FRFforSMEs

ではどのような取り扱いとなっているかを明

確にするためである。

そこで，表 6にまとめた FRFforSMEs

の規定について特徴となるのは，棚卸資産に

ついて後入先出法が許容されていることであ

る。国際財務報告基準における国際会計基準

第2号「棚卸資産」（以下，IAS第2号と表

記する）では，2003年の改正にあたって，

それまで選択可能な処理方法として認めてい

た後入先出法の採用を認めないこととしてい

る。その理由として，以下の3つが挙げら

れている（企業会計基準委員会［2008］,34

5－348項）。

（1）後入先出法は，棚卸資産が過去に購入

したときからの価格変動を反映しない

金額で貸借対照表に繰り越され続ける

ため，その貸借対照表価額が最近の再

調達原価の水準と大幅に乖離してしま

う可能性がある。

（2）棚卸資産の期末の数量が期首の数量

を下回る場合には，期間損益計算から

排除されてきた保有損益が当期の損益

に計上され，その結果，期間損益が変

動することとなる。

（3）棚卸資産の実際の流れを忠実に表現

しているとはいえない。
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表6 FRFforSMEsとIFRSforSMEsにおける評価基準の比較事例



それを受けて，日本では，IAS第2号の

改正にあたってIASB が後入先出法の採用

を認めないこととしたことを重視し，会計基

準の国際的なコンバージェンスを図るため，

選択できる評価方法から後入先出法を削除す

ることとした（企業会計基準委員会［2008］,

3412項）。また，日本における「中小企業

の会計に関する指針」や「中小企業の会計に

関する基本要領」においても後入先出法は認

められていない。

しかし，既述のように，FRFforSMEs

では，原価の算定方法として後入先出法が採

用されている。これは，IFRSforSMEsと

異なった行き方をとっているが，その理由は

アメリカでは税法上後入先出法が認められて

いることから，中小企業の会計実務における

税法基準とFRFforSMEsとの間の相違を

少なくすることを目的として，税法基準を

FRFforSMEsに組み入れていることによ

るものである（AICPA［2013b］,Q19）。つま

り，中小企業の経営者によるFRFforSMEs

の選択は任意であるが，中小企業の会計実務

を考慮しその採用を促すために後入先出法を

許容したものである（6）。

表6に示したFRFforSMEsの規定の次

の特徴としてあげられるのは，公開草案にお

いて要求されていた減損会計の削除である。

公開草案では，投資の減損，固定資産の減損，

無形資産の減損，リースの減損，金融資産の

減損等があげられていたが，正式版ではそれ

らの減損会計に関する諸規定がすべて削除さ

れている。減損会計は，例えば，固定資産に

ついていえば，当該資産の収益性が低下した

ことにより，その投資額を回収する見込みが

立たなくなったときに，帳簿価額を一定の条

件の下で回収可能価額まで減額する会計処理

のことである（武田［2008］,258頁）。減損

会計に関する規定が削除されたのは，資産の

回収可能価額を測定する際に一般的に用いら

れる時価は，取引市場が存在しないなどの原

因で，時価が見積もられないまたはその信頼

性が確保されない場合があるため，それに基

づく減損処理の信頼性も低下することが理由

の一つとして考えられる。また，デリバティ

ブの時価評価が求められていないことから考

えると（AICPA［2013a］,par.6.02），減損

会計の規定を削除することは，将来事象の予

測や見積計算など中小企業の経営者にとって

加重負担となるような実務を軽減したことも

ある。

Ⅳ 終わりに

以上において述べてきたように，FRFfor

SMEsは，現在，アメリカにおける唯一の

公式な中小企業向け会計フレームワークとし

て，その内容を検討することは意義があると

思われる。ここでは，FRFforSMEsの特

徴をまとめることにより，むすびとしたい。

（1）FRFforSMEsは，U.S.GAAPから独

立した特別目的フレームワークであり，

OCBOAの公式なルール化を狙ったも

のである。

（2）FRFforSMEsは，原則主義のルール

として作成されたものであり，非上場

の法人企業と非法人企業の業界全体に

適用できるが，強制力を有するもので

はなく中小企業の経営者が任意で適用

するものである。

（3）財務諸表の目的は，「経営者，債権者

およびその他の利用者の意思決定」だ

けでなく，「経営者の受託責任の評価」

に役立つ情報を提供することである。

（4）AICPAは，第1章「財務諸表の諸概
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念」については，CICAのハンドブッ

クに基づいて作成されたものであるた

め，その内容の一部を除いて，大部分

の内容がそのまま引用されている（浦

崎［2013］,43頁）。主要な改訂は，

コスト・ベネフィットの制約条件が削

除されたこと，および公正価値の概念

を市場価値に変更したことである。

（5）測定の基準は，原則として，歴史的原

価が用いられる。

（6）棚卸資産の原価算定方法として，後入

先出法が許容され，税法との親和性が

高められている。

（7）公開草案で提案された減損会計が削

除された。

ところで，FASBは中小企業会計基準のあ

り方について，AICPAとは異なる議論を展

開している。FASBおよび非公開会社評議会

（PCC）は，U.S.GAAPを簡素化する形で非

公開会社のための会計基準の設定に関する理

論的準拠枠を検討しており，2012年7月に，

非公開会社に対するU.S.GAAPの代替案が

認められるかどうかを判断するための討議資

料『非公開会社の意思決定フレームワーク：

非公開会社の財務会計および財務報告に関す

る指針の評価に関するフレームワーク』を公

表した。さらに，当該討議資料に対するコメ

ントレターを検討したうえで，2013年4月

にその改訂討議資料『非公開会社の意思決定

フレームワーク：非公開会社の財務会計およ

び財務報告の評価に関するガイド』を公表し，

コメント募集を行ってきた。

このように，アメリカでは，大企業向け会

計基準を簡素化する形で中小企業の会計基準

を策定しているFASBの行動，そして，中小

企業の会計慣行である OCBOAを公式化す

るために，FRFforSMEsを公表したAICPA

の行動の2つの動きが存在している。他方，

日本では，中小企業の会計基準として，大企

業向け会計基準を簡素化した「中小企業の会

計に関する指針」が公表されたことに対して，

中小企業の属性を考慮し現に行われている会

計実務を斟酌して「中小企業の会計に関する

基本要領」が作成された。日本とアメリカに

おいて，中小企業の会計基準策定のアプロー

チとして同様の動きが起こっている。あえて

言えば，「中小企業の会計に関する基本要領」

にみる基準策定アプローチの合理性が，後発

のアメリカにおいて間接的に証明されたもの

と推察される。アメリカにおけるFASBの

今後の動向が会計実務へ及ぼす影響を考える

と，現行のAICPAのFRFforSMEsを検討

することには今後の議論のためにもその学術

的意義があるものと思われる。さらに，中小

企業会計の実務が将来どのように発展するか，

また，中小企業の監査（浦崎［2013］）がど

のように行われるかについては今後の課題と

したい。

注
（1）税法基準とは，内国歳入法等の税務規則に立

脚して会計処理するものである。例えば，税

法では基本的に損益の認識が確定主義による

ため，時価会計等の複雑な計算処理は要請さ

れない。現金主義とは，基本的に現金の受け

払いがなされた時点で取引が認識される。長

期性資産は資産計上されないため，減価償却

は存在しない。費用も債務の発生時点でなく，

実際に支払った時点で認識される。修正現金

主義は，現金主義と発生主義の会計基準の

要素を組み合わせたものである（中小企業庁

［2002］,364頁）。

（2）アメリカ中小企業庁（SmallBusinessAdmin-

istration:SBA）が公表する中小企業の規模基

準は，原則として，製造業・鉱業について

従業員数 500人未満，非製造業について売

上高700万ドル未満であるが，業種・業態に

よって異なる細則が定められている（http://

www.sba.gov/content/summary-size-standards-
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industry）。2011年のアメリカの中小企業に

関する統計によれば，中小企業数は約567万

社（全企業数に対する割合が約99.8％）であ

り，また，全就業人口に占める中小企業の従

業員の割合は約48.5％（約5500万人）となっ

ている。なお，ここで示される中小企業の規

模は，従業員数が500人未満の企業を中小企

業として算出されたものである（SBA,Firm

SizeData「EmployerFirms,Establishments,

Employment,andAnnualPayrollSmallFirm

SizeClasses,2011」）。

（3）測定の不確定性とは，財務諸表に認識されて

いる項目の金額に変動が生じる可能性がある

という意味である。例えば，測定は財務諸表

に認識される項目の金額を決定するプロセス

であるが，測定には既に認識されている項目

の帳簿価額の減損の可能性の検討とそれに基

づく金額の修正を含んでいる。公開草案の第

6章の測定の不確定性では，中小企業の経営

者が最善の見積に基づいて測定を行っている

多くの項目があり，見積の前提である最も発

生の可能性が高い経済的条件や企業の行動計

画に誤謬や変更があれば，測定値の修正を行

う必要があり，これに関連する注記を定めた

ものである（AICPA［2012］,pars.6.02,6.05）。

（4）公開草案では，コスト・ベネフィットを制約

条件として，規定がなされていたが，新たに

公表されたFRFforSMEsには，コスト・ベ

ネフィットの制約条件が削除された。

（5）IASBと FASBは，2005年に IFRSと U.S.

GAAPのための改善された概念フレームワー

クを開発する共同プロジェクトを開始し，会

計情報の質的特性として，保守主義や慎重性

を概念フレームワークに含めるべきではない

と主張した（中村［2009］,119頁）。すなわ

ち，慎重性については，それが中立性の思考

と相容れないものであり，慎重な判断，すな

わち過度の保守主義の適用により資産の過小

表示と負債の過大表示はその後の会計期間の

財務諸表の数値に偏向を生むことから除かれ

たのである（IASB［2013］,p.185）。それに

対して，FRFforSMEsは，カナダ勅許会計

士協会（CICA）のハンドブックに基づいて，

その内容の大部分をそのまま引用したもので

あるため，保守主義が一つの特性として挙げ

られている。保守主義を取り上げることの意

義や効果としては，経営者による過度に楽観

的な見積値の影響を緩和すること，不確実な

資産と利得の認識を許容しないようにするこ

と，発生の可能性が高い負債と損失を認識す

ること，検証不可能で誤謬のおそれがある現

在価値測定を制限なく行わないようにするこ

となどが考えられる（IASB［2013］,p.185）。

（6）アメリカにおける後入先出法の実務上の採用に

ついては永田（2013）が詳細に論じているの

で参照されたい。
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Asthecorporationsaregettingmoreindependentandpower-

ful,thechangingeconomiccircumstanceshavechallengedtoac-

countingstandardsastheworkingrulestoprovidetheirvisibil-

itytoasocietybyaskingwhoshouldbeprimaryusersoffinan-

cialaccounting.Recently,IASBchangeditsviewoftheprimary

usersoffinancialreportingintheObjective(finallyrevisedin

2010)fromtheexistingshareholderstothebroadercapitalprovid-

erswhotransferred(orwilltransfer)theireconomicresourcesto

areportingentity.Weregardedthechangingviewfortheusers

intheObjectiveasafundamentalfactorthatwouldaffectthede-

velopmentsofIFRSsandweattemptedtoevaluatethemeaning

ofthebroaderusersadoptedintheObjectivebasedontheinstitu-

tionaltheories,especiallytheconceptoftransactioncosts.Thispa-

perchallengedtheparticularassumptionthatequityinvestors

shouldbeaproxyforallotherusers.Aschangingtheusers

helpscreateastandardsettingcycle,thisresearchhasdirectim-

plicationsforexplainingthestandardsetting.
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Ⅰ.Introduction

IASB/FASBlaunchedajointprojectfor

therevisionontheconceptualframework

forfinancialreportingin2004.Theboth

boardscompletedthefirstpartof・Phase

A:theObjectiveofFinancialReporting

andQualitativeCharacteristics・andfi-

nallyreviseditin2010.TheObjectiveof

FinancialReporting(hereafter,theObjec-

tive)haschangeditsviewoftheprimary

usersoffinancialreportingfromtheshare-

holderstostakeholdersbyusingtheterm

of・capitalproviders・whotransferred(or

willtransfer)theireconomicresourcesto

areportingentity.

TweedieastheChairmanofIASBre-

vealedthattheyneededtoupdatetheex-

istingconceptstoreflectthechangesin

markets,businesspracticesandtheeco-

nomicenvironmentandrecentglobalfi-

nancialcrisisbroughtasharpfocuson

someofthefundamentalsoffinancialre-

portingsuchaswhoaretheprimaryusers

offinancialreportsinaresponseletterto

acommentletter(Satoh[2010],p.142).

Thischangingviewfortheusershaspro-

vokedmuchcontroversysincetherevision

processstarted.DiscussionPaper(IASB/

FASB[2006])suggestedabroadrangeof

theusers,suchasthepresentandpoten-

tialinvestors,lendersandothercreditors

whomakedecisionsontheirresourceallo-

cation(OB3).Itincludedequityinvestors,

creditors,suppliers,employees,customers,

governments and their agencies and

regulatorybodies,membersofthepublic

andsoon(OB6),withoutspecifyingapri-

maryusergroup.Butafterreceivingthe

commentlettersthatsuggestedtheboard

tolimitaprimaryusergroup,theboards

proposedthepresentandpotentialequity

investors,lendersandothercreditorsasa

primaryusergroupintheExposureDraft

(IASB/FASB [2008]).According to the

IASB (2009),mostcommentletterssup-

portedhavingaprimaryusergroupoffi-

nancialreportingbuttherewerestilldif-

feringviewsregardingwhothoseprimary

usersshouldbe.Mostopinionsacknowl-

edgethatgeneralpurposefinancialstate-

mentsserveabroadrangeofusersbut

makean assumption thatequityusers

canbeproxyforallotherusersoffinan-

cialstatements(ASB[2006];LSE[2006];

AAA[2006]).Thatassumptionisjustified

on thebasisthattheconsidering the

needsofalluserswouldbeimpossible

(Deloitte[2006];Ernst& Young[2006])

andequityinvestorsincurthemostrisk

andtheyshouldhavepriority(Jensenand

Meckling[1976],pp.312-330).

AsIASBhasclaimedthestandardsto

beprinciples-basedaccounting,theconcep-

tualframeworkisexpectedtoplaythe

mostbasic role in setting the IFRSs

(IASB[2013],p.5).Thescopeofthepri-

maryusersoffinancialreportingaswell

astheobjectivesintheObjectivecom-

posesofthefoundationoftheconceptual

framework. However, the conceptual

frameworkshavenotgainedmuchrespect

intheaccountingresearchdespiteofits
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significancetothestandardsettingand

furthertothefinancialreportingprocess

(Hepp[2004],p.3).

Inthiscontext,weregardthechanging

viewfortheusersintheObjectiveasafun-

damentalfactorthatwouldaffectthede-

velopmentsofIFRSsandweattemptsto

evaluatethemeaningofthebroaderusers

adoptedintheObjectivebasedontheinsti-

tutionaltheories,especiallytheconceptof

transactioncosts.Thispaperchallenges

theassumptionthatequityinvestorsare

aproxyforallotherusers.Aschanging

theusershelpscreateastandardsetting

cycle,thisresearchhasdirectimplications

forexplainingthestandardsetting.

Ⅱ.InstitutionalEconomics
andaccountingregulation

1.Institutionalapproachtoaccount-

ing(1)

Despiteoftheadvancesinaccountingre-

searchoverthepastyears,accountingthe-

oryhasnotarrivedatasatisfactorythe-

oryofstandardsettingyet(Hepp[2004],

p.1).Atonetimeitwasexpectedthatcapi-

talmarketresearchestouseempirical

modelswouldinform standardsettingby

providinganoperationaltestofusefulness

(BallandBrown[1968],pp.160-161).This

streamofaccountingresearchreliesheav-

ilyontheoriesofefficientmarketsandas-

sumptions of zero transaction costs.

GonedesandDopuch(1974,pp.116-118),

however,criticizedearlyonthatcapital

marketinformationcouldnotbeusedto

determinethecontentofstandard but

onlytoevaluatetheireffects.Institutional

economicstheorymayhavemoreexplana-

torypowerforstandardsettingbecauseit

explainslogicsfortheexistenceofinstitu-

tionsinasocietybasedonoptimaleffi-

ciency.

Individuals constitute a society and

theyinteractwithinthatsociety.Thesein-

dividualshaveintentiontosolvetheprob-

lemsthathaveoccurredduringtheirinter-

actionsintheirownways.Thecomputa-

tionalcapacityofeachindividualis,how-

ever,limitedinprocessing,organizingand

utilizinginformationregardingtheothers・

activities.Thus,uncertaintyarisesasa

consequenceofthecomplexityandvariety

oftheproblemstobesolvedintheproblem-

solvingabilitypossessedbyasingleindi-

vidual.From acombinationofcapacity

andtheuncertaintiesinvolvedindecipher-

ingtheenvironment,socialrulesemerge

andevolvetosimplifytheprocess.Institu-

tions,workingrulesinasocietyexistinor-

dertoalleviatetheseuncertaintiesthatre-

sultfromhumaninteractions.

Aninstitutionisdefinedasanoptimal

choicebasedontheboundedrationalityof

humanbeings(2)ininstitutionaleconom-

ics.Forexample,firmsareoptimalinstitu-

tionalchoicesforreducing ・transaction

costs・(Coase[1937],pp.390-398;Williamson

[1979], pp. 233-235; [1981], 548-549;

[1985],pp.16-19;[1996],pp.54-56).Indi-

vidualshaveformedfirmsbycomparing

betweenthecoststhatareincurredfrom

the outside market and from the
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internalizedorganization.Astheresult,

theyhavechosenformingfirmsinorder

tosavethecosts.Heretransactioncosts

aredefinedastheincurredcoststopartici-

pateandmakeeconomicexchangesina

market.Thedeterminantsoftransaction

costsareassetspecificity,frequencyand

amountoftransactions,uncertaintyand

complicationsofsurroundings(Williamson

[1979],pp.245-254).

Accountingisbeingusedinresponseto

socialexpectationsbyprovidingvisibility

ofsocialentitiesandprocessesinmone-

tarynumbers(Hopwood[1984],pp.167-

187;Meyer[1986],pp.345-347).Account-

ingstandardsarealsoaninstitutionthat

contributestotheconstructionofsociety

andtotheincreaseininterpersonalcom-

municationamongitsactors.Theyareof-

tenreferredtoas・GenerallyAcceptedAc-

countingPrinciples・,andthesephrasesre-

vealsthatthestandardsarerecognizedas

aninstitutioninasociety(Kim [2007],

pp.70-71).

2.Accountingregulationforpublic

interest

Historicallytosay,demandsforaccount-

ingregulationhasbeenincreasedsoasto

protectthepublicinterestsagainston

somepotentialadverseeconomiceffects,

forexamples,financialspeculation,theex-

erciseofeconomicpower,crossborderfi-

nancialflows,andsoon.Forexamples,af-

tertheGreatDepression,thelistedcompa-

nieswererequiredtofiletotheSECby

theSecuritiesExchangeActof1934.The

intentoftheactclearlyreflectedboththe

economicpowerandthespeculativema-

niaissues(Hepp[2004],pp.13-15).The

purposeoftheSecuritiesExchangeActof

1934statedinsection2thatitwastopro-

tectinterstate commerce,the national

credit,theFederaltaxingpower,topro-

tectandmakemoreeffectivethenational

bankingsystemandFederalReserveSys-

tem,andtoinsurethemaintenanceoffair

andhonestmarketsinsuchtransactions

(McGerr[2003],pp.305-310).Shareholder

protectionintheoriginalactwasmainly

protectionfrom unscrupulousorinsolvent

brokersandtherewasnointenttoprotect

shareholdersfrom losses(McGerr[2003],

pp.305-310).Totheextentinvestorswere

protected,itwasbytransparency.Trans-

parencywasakeyelementofgeneralpur-

posefinancialreporting,which wasbe

abletobesummarizedinformationabout

thetransactionsofcomplexorganizations

includingthepropertyrightsoftheorgani-

zationandallocationofthoserightstopri-

orityandresidualinterests.Formanyus-

ers,ithasbeenonlyinformationavailable

abouttheoperationsofthereportingen-

tity(FASB[1978],SFACNo.1,par.7).

Thisactand therequirementforthe

auditedfinancialstatementscreatedthe

modern accounting profession in the

UnitedStatesandchangedthenatureof

theworkthatauditorsperformedforcli-

entsform acontractualobligationforthe

benefitoftheboardofdirectorsormanage-

menttoalegalobligationforthepublic

benefit(PrevitsandMerino[1998];pp.
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290-294).TheSECrequiredauditedfinan-

cialreportingtothelistedcompaniesbut

itsoonbecameclearthattheinstitution

wasnotcomplete.Althoughthecompa-

nieswererequiredtoprepareanddisclose

financialstatements,theycouldcontinue

tomanagethepresentationandtointer-

pretthetransactionsofdatainanoppor-

tunisticway.By1938,theSECrecognized

theneed foraccountingstandardsand

pressedupontheaccountingprofessionto

establishastandardsettingbody.

Accountingisdisclosureabouttransac-

tionsbyprovidingvisibilityofentitiesand

processesin(monetary)numbers.Account-

ingrules,however,arenevercomplete

(PistorandXu[2002],pp.69-71),because

itisimpossibletoanticipateallsituations

insettingthem.But,thenatureandex-

tentofthestandardschangesovertime

asnewtransactionforms,suchlease,are

createdorincreaseintheextentoftheir

application.Therefore,the rules,like

othersocialrulesevolveforresolvingdis-

putesamongpartiesinpragmaticandethi-

calways(VandeVen[1993],pp.150-151).

Intheinstitutionaleconomics,accounting

standardsarenecessaryasworkingrules

todefinetheeconomicsubstanceoftrans-

actionsandtodelineatethelinebetween

publicandproprietaryinformation.Lower

transactioncostsandthestrongerinstitu-

tionsempoweredbytransparencyleadto

highereconomicgrowth(North[1990];pp.

66-67).Thesedays,corporationshaveex-

traordinarypowerstoorganizeandpro-

duce wealth.In return,the broader

societyobtainedtherighttodeservefinan-

cialtransparency.Financialtransparency

hasbecomean institution thatenables

theeconomic,ethicalandjudicialinstitu-

tionsofsociety,providinginformationfor

decision-makinginformulating,revising

andenforcingwhatCommonscalledthe

workingrules(Hepp[2004],p.18).Theba-

sicelementsofthoseworkingrulesare

beingreplicatedthroughouttheworldas

IFRS.Onethingtorememberhereisthat

accounting regulation as the working

rulesstartedtoworkfornationalgeneral

welfareultimately.

Ⅲ.Developmentsoftheusers
offinancialreportingin
theObjective

1.Thecourseoftherevision

IASB/FASBinitiatedajointprojecttore-

visetheirconceptualframeworksbasedon

theNorwalkAgreementin2004.Theboth

standardboardsissuedtheDiscussionPa-

perin2006andtheExposureDraftin

2008of・PhaseA:TheObjectivesofGen-

eralPurpose FinancialReporting and

QualitativeCharacteristicsofUsefulFi-

nancialInformation・andtheycompleted

andrevisedthefollowingthetwochapters

intheirconceptualframework,Chapter1:

TheObjectivesofGeneralPurposeFinan-

cialReportingandChapter3:Qualitative

CharacteristicsofUsefulFinancialInfor-

mationin2010.In2010,IASB/FASB,how-

ever,suspendedthefurtherjointproject.

IASB solely restarted its conceptual
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frameworkprojectin2012aimingtocom-

pletethefullrevisionsbytheendof2015.

IASBannouncedtheDiscussionPaperof

・AReview oftheConceptualFramework

forFinancialReporting・inJuly2013but

theboardsaidthattheyhadnointentto

fundamentallyreconsiderthechaptersof

theconceptualframework published in

2010,thatis,Chapters1and3.

Theroleoftheconceptualframeworkis

expectedtobethebasisfordevelopment

ofIFRSsandotherreportingguidancebe-

causetheconceptualframeworkisacoher-

entsystem ofinterrelatedobjectivesand

fundamentalconceptsthatprescribesthe

nature,functionandlimitsoffinancialac-

countingandreportingandthatisex-

pectedtoleadtoconsistentguidance.The

roleoftheObjectivein theconceptual

frameworkisexpectedtobethefounda-

tionoftheframeworkbecausetheframe-

workisacoherentsystemofconceptsthat

flowfromanobjective(IASB/FASB[2006],

IN1).Otheraspectsoftheframework,

such asqualitativecharacteristics,ele-

mentsoffinancialstatements,definition

ofareportingentity,recognitionandmeas-

urement,andpresentationanddisclosure-

flow logicallyinducedfrom theobjective.

Thoseaspectsoftheframeworkhelptoen-

surethatfinancialreportingachievesits

objective(IASB/FASB[2008],OB1).

2.Usersoffinancialreportinginthe

revision

In the Discussion Paper 2006,the

boardssaid ・the objective offinancial

reportingstemslargelyfrom theneeds

andinterestsofthoseusers・andsug-

gestedtheusersoffinancialreportingas

abroadrangeofusers,whichincludedeq-

uityinvestors,creditors,suppliers,employ-

ees,customers,governmentsand their

agenciesandregulatorybodiesandmem-

bersofthepublic(IASB/FASB [2006],

OB6).Theboardsalsoreferredthatthey

expectedthattheneedsofthoseother

membersgenerallywouldbeessentially

thesameastheneedsofexistingordinary

shareholders(IASB/FASB[2006],BC1.17).

Theychangedtheprimaryusersoffinan-

cialreportingfromtheexistingsharehold-

ers to the existing and potential

stakeholders.

Afterreceivingthecommentlettersto

theDiscussion Paperthatmostlycriti-

cizedthattheusersweretoobroadand

suggestedtohaveaprimaryusergroup,

theboardsproposedtoappointcapitalpro-

vidersasaprimaryusergroupintheExpo-

sureDraft2008.

IntheED2008,theysuggestedtheus-

ersoffinancialreportingasthefollow-

ings.

OB2 Theobjectiveofgeneralpur-

posefinancialreportingistoprovidefi-

nancialinformationaboutthereport-

ingentitythatisusefultopresent

andpotentialequityinvestors,lend-

ersandothercreditorsinmakingdeci-

sionsintheircapacityascapitalpro-

viders.Informationthatisdecision-

usefultocapitalprovidersmayalso
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beusefultootherusersoffinancialre-

portingwhoarenotcapitalproviders.

OB 5 Theinformationprovidedby

generalpurposefinancialreportingfo-

cusesontheneedsofallcapitalprovid-

ers(thosewithaclaimontheentity・s

resources)notjusttheneedsofapar-

ticulargroup.

OB6 Anentityobtainseconomicre-

sourcesfrom capitalprovidersinex-

changeforclaimsonthoseresources.

Byvirtueofthoseclaims,capitalpro-

vidershavethemostcriticalandim-

mediateneedforgeneralpurposefi-

nancialinformation aboutthe eco-

nomicresourcesofanentity.Capital

providers include equity investors,

lendersandothercreditors,whohave

commoninformationneeds.

(a)Equityinvestors.Equityinves-

torsincludeholdersofequitysecuri-

ties,holdersofpartnershipinterest,

andotherequityowners.

(b)Lenders.Lendersincludespur-

chasersoftradeddebtinstruments,

providefinancialcapitaltoanentity

bylendingiteconomicresources.

(c)Other creditors.Othergroups

provideresourcesasaconsequenceof

theirrelationshipwithanentity,even

thoughtherelationshipisnotprimar-

ilythatofacapitalprovider.Forexam-

ple,employeesprovidehumancapital

inexchangeforasalaryorotherremu-

neration,someofwhichmaybede-

ferredformanyyears.Suppliersmay

extendcredittofacilitateasale.A

customermayprepayforgoodsorserv-

icestobeprovidedbytheentity.To

theextenttheemployees,suppliers,

customersorothergroupsmakedeci-

sionsrelatingtoprovidingcapitalto

theentityintheform ofcredit,they

arecapitalproviders.

OB 7 Theprimaryusergroupin-

cludesbothpresentandpotentialeq-

uityinvestors,lendersandothercredi-

tors,regardlessofhowtheyobtained,

orwillobtain,theirinterests.Inthe

framework,thetermscapitalprovid-

ersand claimantsare used inter-

changeablytorefertotheprimary

usergroup.

Theboardsconcludedthatafocusona

broaderprimaryusergroupwouldfulfill

theneedsofthefullrangeofcapitalprovid-

ersbothinjurisdictionswithacorporate

governance model that focuses on

stakeholders,whichwasabroadergroup

than the existentshareholders (IASB/

FASB[2008],BC1.22).Theusersaresub-

jectedtoprovidetheircapitaltoareport-

ingentityintheform ofcreditsbasedon

thetraditionalstewardship(3).

Whoshouldbetheprimaryusergroup

offinancialreporting?Accordingtothe

commentletters,mostrespondentstothe

ED supported having a primary user

groupbuttherewerestilldifferingviews

regardingwhoshouldbetheprimaryus-

ers(IASB[2009]).Mostofthemsupported

theproposedprimaryusergroup,thatis,

thepresentandpotentialequityinvestors,
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lendersandothercreditors.Theboards

consideredmostoftheissuesraisedbyre-

spondentsaboutthecompositionofthepri-

maryusergroupandtheyrecommended

them tobecapitalproviders.Theysaid,

however,thatnonewinformationwaspro-

videdbythosewhosupportedexpanding

theprimaryusergrouptoincludemanage-

ment,employeesand governmentsand

theywouldnotaddthemtothelistofpri-

maryusers.

InthefinalrevisedObjective,theykept

thesestancesabouttheusersoffinancial

reporting,sayingthat・Theobjectiveof

generalpurposefinancialreportingtopro-

videfinancialinformationaboutthereport-

ingentitythatisusefultoexistingandpo-

tentialinvestors,lendersandothercredi-

torsinmakingdecisionsaboutproviding

resourcestotheentity(OB2).・Thereason

thattheyshouldbetheprimaryusersare

that・manyexistingandpotentialinves-

torslendersandothercreditorscannotre-

quirereportingentitiestoprovideinforma-

tiondirectlytothemandmustrelyongen-

eralpurposefinancialreportsformuchof

thefinancialinformationtheyneed.Conse-

quently,theyaretheprimaryusersto

whom generalpurposefinancialreports

aredirected(OB5).・

Astheresults,IASBhaschangedthe

primaryusersoffinancialreportingfrom

theexistingordinaryshareholders(IASB

[1989],par.10)totheexistingandpoten-

tialinvestors,lendersandothercreditors

recognizingthebroaderstewardship.

Ⅳ.Transactioncostsandthe
usersintheObjective

AccordingtotheObjective(2010),theob-

jectiveofgeneralpurposefinancialreport-

ing istoprovidefinancialinformation

aboutthereportingentitythatisusefulto

existingandpotentialinvestors,lenders,

andothercreditorsinmakingdecisions

aboutprovidingresourcestotheentity.

Thosedecisionsinvolvebuying,sellingor

holdingequityanddebtinstrumentsand

providingorsettlingloansandotherforms

ofcredit(OB2).Bydoingso,IASB/FASB

definesatransactionasanexternalevent

involvingtransferofsomethingtobeval-

uedbetweentwoormoreentities.

Theformerframeworksforaccounting

standardsettingfailedtopayattentionto

the transactionsthatcorporation have

nowadaysandstillhadan assumption

thatequityinvestorscouldbeproxyforall

usersandtheybeartheresidualandmost

risk.TheconceptualframeworksofIASB/

FASBhasacknowledgedthatgeneralpur-

posefinancialreporting servea broad

rangeofusers(IASB/FASB[2006],OB6),

buttheymadeanassumptionthatequity

investorscouldproxyforallotherusersof

financialstatements(IASB [1989],par.

10).Thatassumptionisjustifiedonthe

basisthatfinancialstatementsneed a

focusbecausetosatisfytheneedsofallus-

erswouldbeimpossibleandthattheeq-

uityinvestorsbearmostriskamongthe

allusersand should begiven priority

(Jensen and Meckling [1976],pp.312-
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330).Theequityinvestorscanbeindeed

proxyforallotherusersoffinancialstate-

ments?

Thelessattentionpaidtothedefinition

ofatransactionintheconceptualframe-

worksisabitpuzzlinginlightoftheim-

portanceofthetransactionastheulti-

mateunitofeconomicactivityininstitu-

tionaleconomics(Hepp[2004],p.31).This

suggeststhattheconceptualframeworks

shouldre-visitandelevatetheimportance

ofthedefinitionofatransactiontothatof

anelementofaccounting.Theworkof

Commonsgivesusanexcellentstarting

pointforthatdiscussion.Institutionaleco-

nomicsviewstransactionsdifferently.The

transactionistheultimateunitofeco-

nomicactivityandthereforetheelemental

unitofanalysis(Commons[1931],pp.652-

653;Williamson [1981],pp.548-549).

Transactionsariseoutofthreeelements,

conflictofinterest,oreconomicscarcity,in-

terdependenceofinterest,orthedemand

forexchange,andorderofcompromise,de-

mandforinstitutions(workingrules)to

serveasthebasisforexchange.Commons

(1931,pp.652-653)distinguishesthree

typesoftransactionsbasedonthestatus

oftheparticipants;(1)bargainingtransac-

tions,(2)managerialtransactionsand(3)

rationingtransactions.Bargainingtrans-

actionsarethosewheretheparticipants

arelegalequals,suchasequityinvestors

orcreditors.Thesearethetraditionalpur-

view offinancialaccounting.Managerial

transactionstakeplacebetween legally

unequalpartiessuchasemployersand

employees.Lastly,rationingtransactions

alsooccurbetweenlegallyunequalpart-

nerssuchasgovernmentsandcitizens.

Whetherbargaining,managerialorration-

inginnature,alltransactionsareatthe

heartofaccountingstandardsetting,be-

causefirmsrelatetothesetransactionsaf-

terall.Forexamples,afirm isaproduct

ofrationingtransactionhavingthelegal

righttoexistandconductbusinessunder

thelaw.Legalentitiesincorporateform

haveseveraladvantagesincludingunlim-

itedlife,faciletransferabilityofowner-

ship,limitedliabilityandself-government

(Hepp[2004],pp.28-31).

Accountingforbargaining,managerial

andrationingtransactionsareonemeans

oftakingintoconsiderationthemultiple

purposes ofgeneralpurpose financial

statementsandthecontracting,litigation,

politicalandtaxconsiderationsthataffect

GAAP(HolthausenandWatts[2001],pp.

1-3).Theprimarydifferencebetweendefi-

nitionsoftransactionscouldbeviewedas

thedifferentinformationbetweenevaluat-

ingthefuturenetincomeofafirm and

thefuturegrossincome.Whileequityin-

vestorsareinterestedinthefuturenetin-

come,allotherpartiestransactingwith

thefirm areinterestedintheirparticular

futurerevenuestreamsincludingfuture

wages,tax payments,purchases,sales,

etc.AsCommons(1924)observed・thefact

thattheexpectednetoperatingincomeof

theconcernbelongstothestockholders,af-

terdeductinginterestondebts,supported

theideathatthegoingconcernexistsonly
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intheproprietorsandnotalsointheem-

ployees,agents,bondholdersandotherin-

vestors(Commons[1924],p.161).・Allof

themarenotalikeinthattheyeachhave

astakeinthenetincome.

Moreover,recently,theequityinvestors

andmanycreditorsaregettinglessrisk-

bearerandtheotherstakeholderswith

non-diversifiableinterestsaregettingmore

risk-bearer.Equityinvestorsandmany

creditorsareabletodiversifytheirmar-

ketriskaway,whichmeansthattheinves-

tors may bear less risk than other

stakeholderswithnon-diversifiableinter-

estsinthefuturerevenueofthefirmsuch

asemployees.TheOECD acknowledges

theinadequacyofthesolefocusonequity

investorsincorporategovernanceandde-

finesinvestorsasshareholders,creditors

andsuppliersofrelativelyfirm-specifichu-

mancapital(employees)andsuppliersof

other tangible and intangible assets

(Oman[2001];p.13).Nonetheless,account-

ingstandardsettingstillregardstheeq-

uityinvestorasmostriskbearer.Equity

valuationreliesheavilyontheassumption

ofefficientcapitalmarketsandzerotrans-

actioncosts(Kothari[2001];pp.105-231).

But,intherealworld,therearetransac-

tioncosts,thecostthatbeenincurredby

marketparticipantsinmakingeconomic

activities.Thedeterminantsoftransaction

costsareassetspecificity,frequencyand

amountoftransactions,uncertaintyand

complicationsofsurroundings(Williamson

[1979],pp.245-254).

Thesechangeshavedirectimplications

forexplainingstandardsetting.Thechang-

ingnatureoftransactionsandtheprop-

ertyrightstheycreateoralterhelpscre-

ateastandardsettingcycle.Astheold

rulesareinadequate,thequalityoffinan-

cialreportingdecreases.Asthequalityof

financialreportingforaparticulartransac-

tiondeteriorates,itmaycometotheatten-

tion ofauditors,users,regulators,and

standardsetters(Hepp[2004],p.34).The

IASB/FASBlistedtheusersincludingin-

vestors,employees,lenders,suppliersand

othertradecreditors,customers,govern-

mentandtheiragencies,andthepublic

(IASB/FASB [2006],OB6).Thisismuch

moreclearlyfocusedontheorganizational

field,distributionissues,andtransaction

costs.

Thecostofmeasurementisthekeyto

transactioncostsdefinedasthecostof

measuringthevaluableattributesofwhat

isbeingexchangedandthecostsofprotect-

ingrightsandpolicingandenforcingagree-

ments (Dahlman [1979];161-162).By

measuringvaluableattributes,recording

andrevealingtransactionsandtheresult-

ingpropertyrightsandclaimstothose

propertyrights,accountingandfinancial

reportingreducetransactioncostsandin-

forminstitutions.Thisroleisitsmajorcon-

tributiontothecommonwealthandissyn-

onymouswithitspublicinterest.Aswede-

scribedhowaccountingstandardsemerged

before,itwashistoricallyexpectedtoad-

dressthepublicinterest.Whiletheac-

countingframeworksmentionaccounting

in connection with economic decision
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making, financial reporting is more

broadlyusedinasociety.Asapractical

matter,thepurposeofgeneralpurposefi-

nancialreportingistoinform institutions

consistingoftheworkingrulesforresolv-

ingconflictsofinterest,necessitatedby

scarcity,concerning ethics,economizing

andjurisprudence.Stateddifferently,Ac-

countingprovidesameansofmeasure-

mentforuseinenforcementofsocial,po-

liticaland economicinstitutions(North

[1990],pp.125-126).

Ⅴ.Conclusions

Asthecorporationsaregettingmorein-

dependentandpowerful,economicchanges

haschallengedtoaccountingasthework-

ingrulestoprovidetheirvisibilitytoasoci-

etybyaskingwhoshouldbeprimaryus-

ersoffinancialaccounting.Recently,IASB

changeditsviewoftheprimaryusersfrom

theexistingshareholderstothebroader

capitalproviders.Thispaperattemptedto

examinewhoshouldbetheprimaryusers

offinancialreportingbasedontheviewof

institutionaleconomics.In institutional

economics,accountingstandardsarere-

gardedastheworkingrulestoservefor

public-intereststolowertransactioncosts.

Nonetheless,theIASB/FASB stillcon-

finesthedefinitionoftransactiontobar

gainingtransactions,notconsideringpower

relationshipssuchasemployee-employers

orgovernment-citizens.Allothereconomic

transactionsaredescribedas・events・,a

vagueterm thatprovideslittleguidance

forstandardsetting.Thisisunfortunate

asthetransactionistheboththeultimate

unitofeconomicactivityandthemain

topicofaccountingstandards.Accounting

isausefulinstitutionfortradinginequity

marketsbutalsocredit,product,taxand

labormarkets(Davisetal.[2003];pp.61-

63).

Onemorethingthatweshouldnoticeis

abouttheobjectivesintheObjective.They

stillremainthesameastheobjectivesin

the1989・sconceptualframework,despite

ofthechangesintherangeofaprimary

usergroup.

Notes
（1）Three mostcommonlyused institutional

theoriesintheaccountingstudiesareNew

InstitutionalEconomics,Old Institutional

EconomicsandNewInstitutionalSociology.

Althoughthesethreetheorieshavetriedto

explainaboutinstitutionsandtheirchange,

theyhavethedifferenttheoreticalassump-

tionsanddefinitions.Transactioncosteco-

nomicsisusuallyclassifiedasonebranchof

New InstitutionalEconomics(Kim [2009],

pp.44-46).

（2）Theboundedrationalityiscomposedofiner-

tia,myopia,andtrialanderrorsorexperi-

ments(AokiandOkuno[1996],pp.278-280).

（3）APBStatementNo.4classifiedtheexternal

accountingeventsintothetwocategories,

(1)exchanges-thereciprocaltransfersbe-

tweenanentityandotherentitiesand(2)

nonreciprocaltransfers-thetransfersfrom

otherentitiestoanentityinonlyonedirec-

tion.Exchangeshavenoresponsibilityto

theentitybecausetheeventiscompleted

byexchangingeachother.Butthelatter

eventscausesaresponsibility,thatis,ac-

countabilitybasedontheunfinishedstew-

ardship(Chen[1975],pp.533-534).
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IFRSコンバージェンス型会計の範疇に入る日本，アメリカは，
安定型配当メカニズムを採ることを検証してきた。ただし，日本の
場合，年度によっては，業績連動型配当メカニズムとのミックスで
配当額を決めている。さらに，アメリカは，減益のときに安定型配
当メカニズムを採り，増益のときに業績連動型配当メカニズムを採っ
ている。
また，IFRSアドプション型会計の範疇に入るドイツ，フランス，

イギリス，韓国は，業績連動型配当メカニズムを採ることを検証し
てきた。まず，ドイツは，業績連動型配当メカニズムを採っている。
ただし，減益（2007年度)のときに，安定型配当メカニズムを採っ
ている。つぎに，フランスも同様に業績連動型配当メカニズムを採っ
ている。ただし，減益（2007年度)のときに，安定型配当メカニズ
ムを採っている。さらに，イギリスは，業績連動型配当メカニズム
を採っている。なお，減益（2008年度・2007年度)のときに，安
定型配当メカニズムを採っている。最後に，韓国は，業績連動型配
当メカニズムを採っている。
上述のことから，日本は，安定型配当メカニズムを採っているが，

時として，業績連動型配当メカニズムを採っている。同様に，アメ
リカも安定型配当メカニズムを採っている。ただし，減益のときに
限定される。また，ドイツ，フランス，イギリスも，業績連動型配
当メカニズムを採っている。時として，減益のときに安定型配当メ
カニズムを採っている。
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0 はじめに

International Accounting Standards

Committee（国際会計基準委員会と訳し，

IASC略す）は1973年に発足し，2001年には

InternationalAccountingStandardsBoard

（国際会計基準審議会と訳し，IASB略す）

と改組された。 InternationalFinancial

ReportingStandards（国際財務報告基準と

訳し，IFRSと略す）には，会社の経営実態

を忠実に反映させるために，また，経営者の

恣意性を排除するために，つぎの特徴がある。

①公正価値会計

②キャッシュ・フロー計算書の精緻化

③連結会計

したがって，IFRSをアドプションしてい

る会計，すなわち，IFRSアドプション型会

計（「図0」参照）は，事業成長に基づく業

績連動型配当メカニズムを採ることになる。

また，IFRSにコンバージェンスしている会

計，すなわち，IFRSコンバージェンス型会

計（「図0」参照）は，事業規模に基づく安

定型配当メカニズムを採ることになる。

日本においては， IFRSと Accounting

StandardsBoardofJapan（企業会計基準

委員会と訳し，ASBJと略す）の間で，いわ

ゆる東京合意によって，IFRSとのコンバー

ジェンスを目指すことになった。日本の金融

庁は，2009年に「我が国における国際会計

基準の取扱いについて（中間報告）（案）」を

報告した。この中間報告によると，IFRSの

任意適用を2010年より開始するとし，早け

れば2015年からの強制適用が想定されてい

た。ところが，2011年に東北地方太平洋沖

地震が発生し，それに誘発され，福島第一原

子力発電所の事故が起きた。このような社会

情勢の中で，2011年に，自見庄三郎金融担

当大臣（当時）は，IFRSの適用の方針につ

いて「少なくとも2015年3月期についての

強制適用は考えていない。」との見解を表明

した。また，「強制適用する場合，決定から

5～7年程度の十分な準備期間の設定をおこ

なう。」との考えも示した。それでも，日本の

金融庁は，2013年に「総会・企画調整部会

合同会議」を開催し，日本版IFRSといわれ

るJP IFRSの作成に言及した。日本の動向

に強い影響を与えているアメリカにおいては，

IASBと FinancialAccountingStandards

Board（アメリカ財務会計基準審議会と訳

し，FASBと略す）の間で，2002年にThe

NorwalkAgreement（ノーウォーク合意と訳

す）によって，IFRSとのコンバージェンス・

プロジェクトが開始された。IASBとFASB

は， 2006年に Memorandum ofUnder-

standing（覚書と訳す）に合意し，2008年

までの短期コンバーシェンスの目標を設けた。

SecuritiesandExchangesCommission（ア

メリカ証券取引委員会と訳し，SECと略す）

は，2009年以降，一部の上場会社に IFRS

の任意適用を認めた。しかし，その後，IFRS

の早期適用を認める素案を取下げた。したがっ

て，日本，アメリカは，IFRSコンバージェ

ンス型会計の範疇に入るので，安定型配当メ

カニズムを採る。

中国には，旧会計準則と新会計準則が併存

している。新会計準則は，IFRSに類似して

いる。2007年からは，上場会社に強制適用

された。これをもって，IFRSとのコンバー

ジェンスがなされたといえる。したがって，

論理として，中国は，IFRSコンバージェン

ス型会計の範疇に入るので，安定型配当メカ

ニズムを採ることになる。

EuropeanUnion（欧州連合と訳し，EU
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と略す）は，EU領域内の上場会社に対し，

2005年以降，IFRSに基づく連結財務諸表

の作成を義務付けた。また，韓国は，2011

年以降，KoreaAccountingInstitute（韓国

会計基準院と略し，KAIと訳す）を制定し

た。韓国の上場会社は，いわゆる韓国版IFRS

（KR IFRSと略す）に従って財務諸表を作

成しなければならない。ここでのKR IFRS

は，IFRSとの差異がまったくない。したがっ

て，ドイツ，フランス，イギリス，韓国は，

IFRSアドプション型会計の範疇に入るので，

業績連動型配当メカニズムを採る。

上述のとおり，IFRSコンバージェンス型

会計とIFRSアドプション型会計の配当メカ

ニズムを検証するために，2007年度から

2011年度までの5年間にわたる財務データ

（有配の会社）をCompustatから集める。

安定型配当メカニズムは，つぎのとおりで

ある。

①税引前当期純利益が上がるときに，増配

する会社の割合（以下，「増配会社率」

という。）は，減配する会社の割合（以

下，「減配会社率」という）よりも小さく

なる。

②税引前当期純利益が下がるときに，増配

会社率は減配会社率よりも大きくなる。

これに対し，業績連動型配当メカニズムは，

つぎのとおりである。

①税引前当期純利益が上がるときに，増配

会社率は減配会社率よりも大きくなる。

②税引前当期純利益が下がるときに，増配

会社率は減配会社率よりも小さくなる。

また，配当額決定のメカニズムは，グロー

バルな経済状況によっても影響を受けるもの

と推定される。1994年以降，日本，ドイツ，

フランス，アメリカ，イギリス，中国，韓国

は，つぎのとおり経済恐慌に見舞われた。

2001年9月 アメリカ通貨危機

2003年3月 イラク戦争勃発

2008年9月 リーマン・ブラザーズ破綻

2008年10月 世界金融危機

本章の研究目的は，つぎのとおりである。

①IFRSコンバージェンス型会計の範疇に

入る日本，アメリカは，安定型配当メカ

ニズムを採ることを検証する。

②IFRSアドプション型会計の範疇に入る

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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ドイツ，フランス，イギリス，韓国は，

業績連動型配当メカニズムを採ることを

検証する。

なお，中国は，財務データの信憑性に疑い

があると判断し，分析対象から外す。

Ⅰ IFRSへのコンバージェンス
型会計

安定型配当メカニズムは，事業成果の結果

に拘わらず，事業規模に基づいて配当額を決

める。したがって，税引前当期純利益が上がっ

ているときは，増配会社率が減配会社率より

も小さくなる。すなわち，増益会社は，増配

を抑えることで，安定型配当を維持できる。

また，税引前当期純利益が下がっているとき

は，減配会社率が増配会社率よりも小さくな

る。すなわち，減益会社は，減配を抑えるこ

とで，安定型配当を維持できる。

1 日本の配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（日本）をみると，

税引前当期純利益が上がっているとき，増配

会社率（16.3％）は，減配会社率（17.6％）

よりも小さい（「表1」参照）。また，税引前

当期純利益が下がっているとき，減配会社率

（12.8％）は増配会社率（17.0％）より小さ

い。したがって，2011年度配当メカニズム

（日本）は，安定型配当となる。

2010年度配当メカニズム（日本）をみると，

税引前当期純利益が上がっているとき，増配

会社率（20.6％）は，減配会社率（22.1％）

よりも小さい（「表1 1」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているとき，減配会
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表1 2011年度配当額と業績のクロス表（日本） （単位：会社数）

表11 2010年度配当額と業績のクロス表（日本）（単位：会社数）



社率（12.0％）は，増配会社率（13.3％）よ

りも小さい。したがって，2010年度配当メ

カニズム（日本）は，安定型配当となる。

2009年度配当メカニズム（日本）をみると，

税引前当期純利益が上がっているとき，増配

会社率（9.2％）は，減配会社率（27.1％）

よりも小さい（「表12」参照）。これに対し，

税引前当期純利益が下がっているとき，減配

会社率（23.5％）は，増配会社率（12.9％）

よりも大きい。したがって，2009年度配当

メカニズム（日本）において，増益のときは

安定型配当，減益のときは業績連動型配当と

なる。

減益のときに減配するのは，2008年9月

のリーマン・ショックによる影響であるとい

われている。2008年末の株価は，前年末の

株価と比べて71.7％下落している（「表13」

・Graph1・参照）。したがって，減益のときに

減配し，かつ増益のときにも増配せず，株主

への配当額を減らした。このことによって，

会社の体力を保存したといえる。

2008年度配当メカニズム（日本）をみる

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表12 2009年度配当額と業績のクロス表（日本） （単位：会社数）

表13 JapanTOPIX（Unit:US$）



と，税引前当期純利益が上がっているとき，

増配会社率（9.6％）は，減配会社率（6.5％）

よりも大きい（「表14」参照）。これに対し，

税引前当期純利益が下がっているとき，減配

会社率（14.3％）は，増配会社率（42.5％）

よりも小さい。したがって，2008年度配当

メカニズム（日本）において，増益のときは

業績連動型配当となり，減益のときは安定型

配当となる。

2007年度配当メカニズム（日本）をみると，

税引前当期純利益が上がっているときは，増

配会社率（29.0％）が減配会社率（8.4％）

よりも大きい（「表1 5」参照）。これに対

し，税引前当期純利益が下がっているときは，

減配会社率（12.2％）が増配会社率（27.6％）

よりも小さい。したがって，2007年度配当

メカニズム（日本）において，増益のときは

業績連動型配当となり，減益のときは安定型

配当となる。

2 アメリカの配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（アメリカ）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（31.3％）が減配会社率

（13.0％）よりも大きい（「表1 6」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（14.6％）が増配会社

率（18.8％）よりも小さい。したがって，

2011年度配当メカニズム（アメリカ）にお

いて，増益のときには業績連動型配当となり，

減益のときには安定型配当となる。

2010年度配当メカニズム（アメリカ）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（27.1％）が減配会社率
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表14 2008年度配当額と業績のクロス表（日本） （単位：会社数）

表15 2007年度配当額と業績のクロス表（日本） （単位：会社数）



（24.9％）よりも大きい（「表1 7」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（12.8％）が増配会社

率（12.6％）よりも若干大きい。したがって，

2010年度配当メカニズム（アメリカ）は，

業績連動型配当となる。

2009年度配当メカニズム（アメリカ）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（16.1％）が減配会社率

（14.7％）よりも大きい（「表1 8」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（21.6％）が増配会社

率（24.7％）よりも小さい。したがって，

2009年度配当メカニズム（アメリカ）にお

いて，増益のときには業績連動型配当となり，

減益のときには安定型配当となる。

2008年9月のリーマン・ショックにより，

2008年末の株価は，前年末の株価と比べて

62.6％下落している。その後，早い段階で，

回復している（「表19」・Graph11・参照）。

したがって，アメリカの場合，配当額を決め

る際に，リーマン・ショックによる影響をあ

まり受けていないといえる。

2008年度配当メカニズム（アメリカ）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（20.1％）が減配会社率

（8.4％）よりも大きい（「表1 10」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（19.8％）が増配会社

率（32.8％）よりも小さい。したがって，

2008年度配当メカニズム（アメリカ）にお

いて，増益のときには業績連動型配当となり，

減益のときには安定型配当となる。

2007年度配当メカニズム（アメリカ）を

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表16 2011年度配当額と業績のクロス表（アメリカ）（単位：会社数）

表17 2010年度配当額と業績のクロス表（アメリカ）（単位：会社数）
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表18 2009年度配当額と業績のクロス表（アメリカ）（単位：会社数）

表19 AmericaS&P500（Unit:US$）

表110 2008年度配当額と業績のクロス表（アメリカ）（単位：会社数）



みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（46.7％）が減配会社率

（9.9％）よりも大きい（「表1 11」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（12.7％）が増配会社

率（27.7％）よりも小さい。したがって，

2007年度配当メカニズム（アメリカ）にお

いて，増益のときは業績連動型配当となり，

減益のときは安定型配当となる。

Ⅱ IFRSのアドプション型会計

業績連動型配当メカニズムは，事業規模に

拘わらず，事業成果に基づいて配当額を決め

る。したがって，税引前当期純利益が上がっ

ているときは，増配会社率が減配会社率より

も大きくなる。すなわち，増益会社は，増配

し，業績連動型を維持できる。また，税引前

当期純利益が下がっているときは，減配会社

率が増配会社率よりも大きくなる。すなわち，

減益会社は，減配し業績連動型配当を維持で

きる。

1 ドイツの配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（ドイツ）をみ

ると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（36.7％）が減配会社率

（7.6％）よりも大きい（「表2」参照）。また，

税引前当期純利益が下がっているときは，減

配会社率（26.6％）が増配会社率（7.6％）

よりも大きい。したがって，2011年度配当

メカニズム（ドイツ）は，業績連動型配当と

なる。

2010年度配当メカニズム（ドイツ）をみ

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表111 2007年度配当額と業績のクロス表（アメリカ）（単位：会社数）

表2 2011年度配当額と業績のクロス表（ドイツ） （単位：会社数）



ると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（50.0％）が減配会社率

（6.4％）よりも大きい（「表2 1」参照）。ま

た，税引前当期純利益が下がっているときは，

減配会社率（22.1％）が増配会社率（6.4％）

よりも大きい。したがって，2010年度配当

メカニズム（ドイツ）は，業績連動型配当と

なる。

2009年度配当メカニズム（ドイツ）をみ

ると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（18.6％）が減配会社率

（3.1％）よりも大きい（「表2 2」参照）。ま

た，税引前当期純利益が下がっているときは，

減配会社率（41.9％）が増配会社率（18.6％）

よりも大きい。したがって，2009年度配当

メカニズム（ドイツ）は，業績連動型配当と

なる。

2008年9月のリーマン・ショックにより，

2008年末の株価は，前年末の株価と比べて

40.4％下落している（「表2 3」・Graph2・参

照）。しかし，配当メカニズムを変更するほ

どの影響を与えていないといえる。
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表21 2010年度配当額と業績のクロス表（ドイツ） （単位：会社数）

表22 2009年度配当額と業績のクロス表（ドイツ） （単位：会社数）

表23 GermanDAX（Unit:US$）



2008年度配当メカニズム（ドイツ）をみ

ると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（16.8％）が減配会社率

（13.5％）よりも大きい（「表2 4」参照）。

また，税引前当期純利益が下がっていると

きは，減配会社率（49.7％）が増配会社率

（6.5％）よりも大きい。したがって，2008

年度配当メカニズム（ドイツ）は，業績連動

型配当となる。

2007年度配当メカニズム（ドイツ）をみ

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向

129

表24 2008年度配当額と業績のクロス表（ドイツ） （単位：会社数）

表25 2007年度配当額と業績のクロス表（ドイツ） （単位：会社数）



ると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（57.6％）が減配会社率

（5.5％）よりも大きい（「表2 5」参照）。こ

れに対し，税引前当期純利益が下がっている

ときは，減配会社率（6.1％）が増配会社率

（15.2％）よりも小さい。したがって，2007

年度配当メカニズム（ドイツ）において，増

益のときには業績連動型配当となり，減益の

ときには安定型配当となる。

2 フランスの配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（フランス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（28.8％）が減配会社率

（18.2％）よりも大きい（「表2 6」参照）。

また，税引前当期純利益が下がっていると

きは，減配会社率（30.3％）が増配会社率

（4.5％）よりも大きい。したがって，2011

年度配当メカニズム（フランス）は，業績連

動型配当となる。

2010年度配当メカニズム（フランス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（40.9％）が減配会社率

（18.2％）よりも大きい（「表2 7」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（22.7％）が増配会社

率（6.1％）よりも大きい。したがって，

2010年度配当メカニズム（フランス）は，

業績連動型配当となる。

2009年度配当メカニズム（フランス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（22.5％）が減配会社率

（3.4％）よりも大きい（「表2 8」参照）。ま

た，税引前当期純利益が下がっているときは，
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表26 2011年度配当額と業績のクロス表（フランス）（単位：会社数）

表27 2010年度配当額と業績のクロス表（フランス）（単位：会社数）



減配会社率（32.6％）が増配会社率（20.2％）

よりも大きい。したがって，2009年度配当

メカニズム（フランス）は，業績連動型配当

となる。

2008年9月のリーマン・ショックにより，

2008年末の株価は，前年末の株価よりも74.5％

下落している（「表29」・Graph21・参照）。

しかし，配当メカニズムを変更するほどの影

響を与えていないといえる。

2008年度配当メカニズム（フランス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（17.5％）が減配会社率

（7.3％）よりも大きい（「表2 10」参照）。

また，税引前当期純利益が下がっていると

きは，減配会社率（49.2％）が増配会社率

（10.2％）よりも大きい。したがって，2008

年度配当メカニズム（フランス）は，業績連

動型配当となる。

2007年度配当メカニズム（フランス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表28 2009年度配当額と業績のクロス表（フランス）（単位：会社数）

表29 FranceCAC40（Unit:US$）



きは，増配会社率（62.0％）が減配会社率

（4.4％）よりも大きい（「表2 11」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（6.3％）が増配会社

率（15.1％）よりも小さい。したがって，

2007年度配当メカニズム（フランス）にお

いて，増益のときは業績連動型配当となり，

減益のときは安定型配当となる。

3 イギリスの配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（イギリス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（36.8％）が減配会社率

（10.0％）よりも大きい（「表2 12」参照）。
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表210 2008年度配当額と業績のクロス表（フランス）（単位：会社数）

表211 2007年度配当額と業績のクロス表（フランス）（単位：会社数）

表212 2011年度配当額と業績のクロス表（イギリス）（単位：会社数）



これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（22.6％）が増配会社

率（17.1％）よりも大きい。したがって，

2011年度配当メカニズム（イギリス）は，

業績連動型配当となる。

2010年度配当メカニズム（イギリス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（39.0％）が減配会社率

（9.3％）よりも大きい（「表2 13」参照）。

また，税引前当期純利益が下がっていると

きは，減配会社率（20.1％）が増配会社率

（13.7％）よりも大きい。したがって，2010

年度配当メカニズム（イギリス）は，業績連

動型配当となる。

2009年度配当メカニズム（イギリス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（31.6％）が減配会社率

（9.3％）よりも大きい（「表2 14」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（24.9％）が増配会社

率（26.2％）よりも小さい。したがって，

2009年度配当メカニズム（イギリス）にお

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表213 2010年度配当額と業績のクロス表（イギリス）（単位：会社数）

表214 2009年度配当額と業績のクロス表（イギリス）（単位：会社数）

表215 BritainFTSE100（Unit:US$）



いて，増益のときには業績連動型配当となり，

減益のときには安定型配当となる。

2008年9月のリーマン・ショックにより，

2008年末の株価は，2007年末の株価と比べ

ると45.6％下落している（「表215」・Graph

2 2・参照）。減益のときに増配し，株主離れ

を防ごうとしたといえる。

2008年度配当メカニズム（イギリス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（14.8％）が減配会社率
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表216 2008年度配当額と業績のクロス表（イギリス）（単位：会社数）

表217 2007年度配当額と業績のクロス表（イギリス）（単位：会社数）



（13.2％）よりも大きい（「表2 16」参照）。

また，税引前当期純利益が下がっていると

きは，減配会社率（52.9％）が増配会社率

（9.6％）よりも大きい。したがって，2008

年度配当メカニズム（イギリス）は，業績連

動型配当となる。

2007年度配当メカニズム（イギリス）を

みると，税引前当期純利益が上がっていると

きは，増配会社率（66.7％）が減配会社率

（4.5％）よりも大きい（「表2 17」参照）。

これに対し，税引前当期純利益が下がってい

るときは，減配会社率（5.9％）が増配会社

率（17.4％）よりも小さい。したがって，

2007年度配当メカニズム（イギリス）にお

いて，増益のときは業績連動型配当となり，

減益のときは安定型配当となる。

4 韓国の配当メカニズム

2011年度配当メカニズム（韓国）をみる

と，税引前当期純利益が上がっているときは，

増配会社率（15.3％）が減配会社率（12.9％）

よりも大きい（「表2 18」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているときは，減配

会社率（45.0％）が増配会社率（10.0％）よ

りも大きい。したがって，2011年度配当メ

カニズム（韓国）は，業績連動型配当となる。

2010年度配当メカニズム（韓国）をみる

と，税引前当期純利益が上がっているときは，

増配会社率（23.0％）が減配会社率（13.0％）

よりも大きい（「表2 19」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているときは，減配

会社率（31.3％）が増配会社率（8.2％）よ

りも大きい。したがって，2010年度配当メ

カニズム（韓国）は，業績連動型配当となる。

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表218 2011年度配当額と業績のクロス表（韓国） （単位：会社数）

表219 2010年度配当額と業績のクロス表（韓国） （単位：会社数）



2009年度配当メカニズム（韓国）をみる

と，税引前当期純利益が上がっているときは，

増配会社率（28.3％）が減配会社率（13.2％）

よりも大きい（「表2 20」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているときは，減配

会社率（27.3％）が増配会社率（8.3％）よ

りも大きい。したがって，2009年度配当メ

カニズム（韓国）は，業績連動型配当となる。

2008年9月のリーマン・ショックにより，

2008年末の株価は，2007年末の株価と比べ

て68.7％下落している（「表21」・Graph23・

参照）。しかし，配当メカニズムを変更する

ほどの影響を与えていないといえる。

2008年度配当メカニズム（韓国）をみる

と，税引前当期純利益が上がっているときは，

増配会社率（10.4％）が減配会社率（18.5％）

よりも小さい（「表2 22」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているときは，減配

会社率（53.8％）が増配会社率（4.1％）よ

りも大きい。したがって，2008年度配当
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表220 2009年度配当額と業績のクロス表（韓国） （単位：会社数）

表221 SouthKoreanKOSPI（Unit:US$）



メカニズム（韓国）は，業績連動型配当とな

らない。

2007年度配当メカニズム（韓国）をみる

と，税引前当期純利益が上がっているときは，

増配会社率（39.9％）が減配会社率（7.1％）

よりも大きい（「表2 23」参照）。また，税

引前当期純利益が下がっているときは，減配

会社率（18.5％）が増配会社率（12.6％）よ

りも大きい。したがって，2007年度配当メ

カニズム（韓国）は，業績連動型配当となる。

Ⅲ おわりに

以上，IFRSコンバージェンス型会計およ

びIFRSアドプション型会計の配当メカニズ

ムを検討してきた。

IFRSコンバージェンス型会計の範疇に入

る日本，アメリカは，安定型配当メカニズム

を採ることを検証してきた。ただし，日本の

場合，年度によっては，業績連動型配当メカ

ニズムとのミックスで配当額を決めている。

また，アメリカは，減益のときに安定型配当

メカニズムを採り，増益のときに業績連動型

配当メカニズムを採っている。

IFRSアドプション型会計の範疇に入るド

イツ，フランス，イギリス，韓国は，業績連

動型配当メカニズムを採ることを検証してき

た。まず，ドイツは，業績連動型配当メカニ

ズムを採っている。ただし，減益（2007年

度）のときに，安定型配当メカニズムを採っ

ている。つぎに，フランスも同様に業績連動

型配当メカニズムを採っている。ただし，減

益（2007年度）のときに，安定型配当メカ

ニズムを採っている。さらに，イギリスは，

配当財源枠決定メカニズムの国際的動向
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表222 2008年度配当額と業績のクロス表（韓国） （単位：会社数）

表223 2007年度配当額と業績のクロス表（韓国） （単位：会社数）



業績連動型配当メカニズムを採っている。な

お，減益（2008年度・2007年度）のときに，

安定型配当メカニズムを採っている。最後に，

韓国は，業績連動型配当メカニズムを採って

いる。

上述のことから，日本は，安定型配当メカ

ニズムを採っているが，時として，業績連動

型配当メカニズムを採っている。同様に，ア

メリカも安定型配当メカニズムを採っている。

ただし，減益のときに限定される。また，ド

イツ，フランス，イギリスも，業績連動型配

当メカニズムを採っているが，時として，減

益のときに安定型配当メカニズムを採ってい

る。
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Ⅲ 研究グループ報告（中間報告）

IFRSにおける資産会計の総合的検討

主 査：菊谷 正人（法政大学）

委 員：石井 明（横浜商科大学）石山 宏（山梨県立大学）

越智 信仁（日本銀行） 小林 直樹（玉川大学）

島田 佳憲（岩手大学） 島永 和幸（神戸学院大学）

杉山 晶子（東洋大学） 中野 貴之（法政大学）

林 健治（日本大学） 藤田 晶子（明治学院大学）

古庄 修（日本大学） 松井 泰則（立教大学）

松本 徹（専修大学） 吉田 智也（埼玉大学）

依田 俊伸（法政大学）

本研究グループは，事業活動にとって重要な有形固定資産・投資
不動産・リース資産・棚卸資産・金融資産等に関する会計処理につ
いて，国際財務報告基準（IFRS）（IASを含む）を対象にして総合
的な検討を行った。
有形固定資産に関する基本的かつ重要な会計問題として，当初認

識・測定，再測定，減価償却と減損損失等を理論的・実証的に検討
した。当初認識時における取得原価の算定については，取得形態別
（購入，自家建設，交換）に考察した。有形固定資産の期末評価（当
初認識後の再測定）の会計方針として，IAS16では，原価モデルと
再評価モデルの選択適用が認められているが，日本基準では再評価
モデルは禁止されているので，有形固定資産の再評価，再評価額に
基づく減価償却・減損および減損損失の戻入れは要求されていない。
このような相違点について，総合的検討を行った。投資不動産に関
する会計方針として，IAS40では原価モデルと公正価値モデルの選
択適用が容認されているが，日本基準は原価モデルを強制するに留
まる。リース資産に関する日本基準は，リース資本化の識別規準が
米国基準と同様に数値基準である点等を除いて，IFRSと極めて類似
するが，当初認識・測定，再測定等の会計方針を理論的・実証的に
検討した。なお，最近の新リース基準の動向，すなわちIASB/FASB
共同プロジェクトが公表したリース公開草案（2013年ED）のコア
理論についても検討を加えた。棚卸資産に関する日本基準は，基
本的にIFRSに収斂しているが，当初認識・測定と再測定等の基本
的な会計方針を理論的・実証的に検討した。また，金融資産会計で
は，IFRS9策定（IAS39改訂）プロジェクトを中心に，関連規定
（IFRS13やIFRS7）を含め,公正価値測定やマネジメント・アプロー
チ等の信頼性を巡る留意点について論究した。
さらに，財務諸表の表示と開示に関して，重要性の原則の適用に

より，その有用性を高めることが分析された。
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Ⅰ はじめに

本研究は，企業の事業活動にとって重要な

資産に関する会計処理について，IFRS（IAS

を含む）を対象にして総合的な検討を行う。

具体的には，有形固定資産（IAS16,IAS20,

IAS23,IAS29,IAS36,IFRS5），投資不動

産（IAS40），リース資産（IAS17），棚卸資

産（IAS2），無形資産（IAS38）および金融

資産（IAS32,IAS39,IFRS7,IFRS9）に

分け，主として日本基準との比較・分析を行

うことによって，IFRSの特徴と欠陥を探究

する。それとともに，日本基準の特徴と欠陥

を確認し，日本基準に対する対応策を提案す

ることを本研究の主要目的とする。

このような理論的・実証的な総合的検討に

より，わが国における資産会計の改善・展開

に貢献できるものと思われる。

Ⅱ 有形固定資産会計

1 有形固定資産の当初認識・測定

認識（recognition）とは，経済的事象の

うちどれを会計的に測定の対象とするのかを

識別プロセスである。IAS16は，将来の経済

的便益の蓋然性（probability）と測定の信頼

性（reliability）を認識規準とする（IAS16,

par.7）。

資産として認識要件を満たす有形固定資産

は，当初認識時点にその取得原価で測定され

る（IAS16,par.15）。取得原価とは，当該

資産取得のために支出した現金・現金同等物

の価額またはその他の引渡した対価の公正価

値，すなわち「現金価格相当額」（cashprice

equivalent）をいう（IAS16,par.23）。

（1）購入による取得原価

IASCが公表した原初基準である IAS16

（1982年）では，取得原価に算入できる付随

費用は，当該資産を稼動できる状態において

おくために直接必要とされる費用に限定され

ていた（IAS16（1982）,par.11）。IASBに

より2003年11月に改訂され，2004年3月

に公表されたIAS16（2003年改訂）によれ

ば，購入により取得した有形固定資産（ただ

し，購入による取得に限定されない）の付

随費用として，解体・除去費用（costof

dismantlingandremovingtheassets）を

取得原価に算入できることとなった（IAS16,

par.16）。わが国の ASBJにより平成 20年

（2008年）3月に公表された「基準 18号」

も，資産除去費用に関して，会計基準の国際

的収斂の観点から「資産負債両建処理法」を

採用している。

（2）自家建設による取得原価

IAS16（2007年改訂）によれば，自家建

設資産（selfconstructedasset）の取得原

価は，取得資産に対する原則と同じ原則を適

用して決定される（IAS16,par.22）。ただ

し，IAS23（2007年改訂）によれば，使用ま

たは販売の準備のために相当の期間がかかる

資産である「適格資産」（qualifyingassets）

（棚卸資産も含む）の取得，建設または製造

を直接の発生原因とする借入コスト（borrow-

ingcosts）は，当該資産の取得原価の一部

として資産化しなければならない（par.8）。

また，IAS23で資産化が求められる借入コ

ストは，適格資産を取得するために特別に借

り入れた資金の利息に限定されていない。す

なわち，企業が一般目的で資金を借り入れ，

適格資産を取得するためにそれを使用した

範囲で，当該資産への支出額に「資産化率」
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（capitalisationrate）を乗じて，「資産化適格

借入コスト額」（amountofborrowingcosts

eligibleforcapitalisation）を計算しなけれ

ばならない。この一般目的借入金と資産化率

の規定は，わが国の「連続意見書」等におい

ても存在せず，今後，コンバージェンスの対

象となり得る部分といえる。

（3）交換による取得原価

IAS16（2003年改訂）では，交換（ex-

change）により取得した受入資産（asset

received）の取得原価は，（a）交換取引が経

済的実質を欠いている場合，または（b）受

入資産または引渡資産（assetgivenup）の

公正価値が信頼性をもって測定できない場合

を除き，原則として，公正価値で測定される。

公正価値で測定できない例外的な場合には，

受入資産の取得原価は引渡資産の簿価で測定

される（IAS16,par.24）。受入資産または

引渡資産の公正価値が信頼性をもって測定で

きる場合，受入資産の取得原価は次のケース

により異なる。

（a）受入資産の公正価値が明らかとなる

場合には，受入資産の公正価値

（b）受入資産の公正価値が明らかとなら

ない場合には，引渡資産の公正価値

2 有形固定資産の再測定（期末評価）

IAS16では，原価モデル（costmodel）と

再評価モデル（revaluationmodel）の選択

適用が認められている（IAS16,par.29）。

原価モデルでは，有形固定資産は，取得原

価から減価償却累計額・減損損失累計額を控

除した価額で評価しなければならない（IAS16,

par.30）。この会計方針は，取得原価主義に

基づく期末評価基準であり，わが国でも採用

されている。

再評価モデルでは，有形固定資産は，公正

価値から減価償却累計額・減損損失累計額を

控除した評価額で計上しなければならない

（IAS16,par.31）。有形固定資産を再評価し

た結果として増加する帳簿価額の増加額は，

「再評価剰余金」（revaluationsurplus）の

科目を付して株主持分に直接貸記しなければ

ならない。しかし，再評価剰余金は，以前に

費用として認識された同一資産の再評価によ

る減少額を戻し入れる範囲内で収益として認

識する（IAS16,par.39）。なお，当該資産

の認識の中止（たとえば，売却処分）が行わ

れる場合には，再評価剰余金は利益剰余金に

振り替える（IAS16,par.41）。わが国の会

計諸則には，会社更生・企業結合等の特殊の

ケースを除き，資産の再評価は認められない。

3 有形固定資産の費用化（減価償却）

原価モデルによる減価償却費は取得原価に

基づいて測定され，再評価モデルのもとでは，

減価償却費は再評価額に基づいて計算され，

全額損益計算書に算入される。再評価モデル

の場合，再評価に伴う減価償却累計額は次の

いずれかの方法によって計上される。

（a）再評価後の資産の帳簿価額が再評価額

と等しくなるように，資産の減価償

却累計額控除前の帳簿価額の変動に

比例して改訂される。

（b）再評価前の減価償却累計額を消去し，

その正味再評価額を新たな帳簿価額

とする。

4 有形固定資産会計の実証分析

IAS36に関する実証研究では，経営者の

判断による公正価値と機会主義的会計政策手

続を論点として，KnauerandW・hrmann

［2012］は，IFRSと国内の会計基準におけ

IFRSにおける資産会計の総合的検討
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るのれんの減損について，市場の反応とその

情報内容の質的検証を行い，Vanzaetal.

［2011］は，資産の減損が不確実性を減少さ

せる特定情報を開示する場合の経営者による

IAS36の適用・不適用を検証し，さらに，

LiberatoreandMazzi［2010］は，借入コ

ストとのれんの情報強制開示の間の情報内容

を分析している。

Ⅲ 投資不動産会計

IAS40によれば，賃貸収益または資本増

価あるいはその双方を目的として保有される

不動産である「投資不動産」（investment

property）は，当初認識時点における取得原

価で測定される（par.20）。その後の再測定

に際しては，公正価値モデル（fairvalue

model）と原価モデルの選択適用が認められ

ている（par.30）。公正価値モデルを選択し

た場合における公正価値の変動から生じた

損益は，発生した年度の損益に含められる

（par.35）。

投資不動産から他の不動産へ，または他の

不動産から投資不動産へ用途変更がある場合

には，用途変更の時点で振替処理が必要とな

る（par.57）。投資不動産から他の不動産へ

の用途変更の場合には用途変更時の公正価値

をもって取得原価とし，当該公正価値とその

時点の帳簿価額との差額を損益として処理す

る（par.60）。

それに対して，他の不動産から投資不動産

への用途変更のうち，棚卸資産または建設・

開発過程の不動産から投資不動産への変更で

公正価値により計上される場合には，当該公

正価値と帳簿価額の差額は損益として処理さ

れる（pars.63and65）。しかし，自己使用

不動産から投資不動産への変更で公正価値に

より計上される場合には，公正価値が帳簿価

額より小さいときにはその差額は損失として

認識されるが，公正価値が帳簿価額より大き

いときにはその差額は利益として認識されず

再評価剰余金として計上される（par.61）。

このような不統一な処理が規定されている理

由は何か，また，その理由に合理性があるか

については，検討の必要がある。

Ⅳ リース資産会計

1 リース資産に関する会計基準の意

義および経緯

IASBの前身であったIASCより1982年

9月に公表されたIAS17（1982年）は，「経

済的実質優先主義」（substanceoverform），

いわゆる実質優先の概念を適用する最初の基

準書であり，また，取得原価モデルのなかに

測定方法として現在価値技法を組み入れた最

初の基準書であった。1997年12月にIAS17

は改訂された後，今日まで数回のマイナーな

修正を経ている。

IAS17のアプローチの根本的欠陥は，借

手におけるリース資産（およびリース負債）

のオフバランス化の操作性の余地にあると指

摘でき，例えば，類似の会計基準を適用して

きた米国においては，リースの資本化につい

て設定している数値基準を回避するリース契

約をストラクチャーして，実質ファイナンス・

リースのオフバランス化を示現し，その結果，

財務諸表の目的適合性や透明性を棄損するこ

とにあった。

そこで近年，アングロサクソン諸国での共

通的な概念フレームワークを基礎として，

IASBとFASBは共同で，新たに「使用権モ

デル」（therightofusemodel）と呼称され

る会計基準案を検討した結果，2013年5月

144



にIASB/FASBの両基準設定機関より公開草

案「リース」（ED2013/6）（再公開草案）が

公表された。したがって，現行基準の構成内

容論点に係る分析に加えて，このEDの内容

の基底にある論理を考察する。

2 リース資産に関する開示

日本基準において，所有権移転外ファイナ

ンス・リースの賃貸借処理が容認され，借手

の多くはリース取引をオフバランス化させて

いた。リスク・便益アプローチに基づく

IAS17，FASBASC840においても，リース

期間，最低リース料支払額などを規準に，ファ

イナンス・リース（FL），オペレーティング・

リース（OL）のいずれであるかが判定され，

OLのオンバランス回避行動が一般化した。

Imhoffetal.［1991,1993,1997］で示され

たOLの推計的資本化方法をレビューし，注

記開示を活用したOLの推計的資本化が財務

比率に与える影響について検討した。

3 リース資産会計の実証分析

ED2013/6では，（1）原資産が不動産では

なく，（2）リース期間が経済的耐用年数の重

要部分を占め，（3）支払リース料の現在価値

がリース開始日の原資産の公正価値と比べて

重要である場合，当初認識後，借手は「使用

権資産」を原則的に定額法により償却すると

提案された。提案に従うと，費用が前倒し的

に計上されるので，借手は反対意見を表明し

た。JenningsandMarques［2013］におけ

る仮設例の収益率，期首資産の時価／簿価の

推移を見ると，定額法償却が現在価値償却

（利息法）よりも優れるとは言えず， 貸借対

照表項目を変数とした株価の回帰分析結果か

らも定額法償却の方が優れているとは推計さ

れなかった。

Ⅴ 棚卸資産会計

1 棚卸資産の費用化（原価配分）

IAS2では，棚卸資産の原価算定（配分）

において，①通常代替性がない棚卸資産の原

価および特定のプロジェクトのために製造さ

れ，かつ，他の棚卸資産から区分されている

財貨または役務と，②それ以外の棚卸資産と

に分けた上で，それぞれ適用される方法を限

定している。すなわち，①の対象となる棚卸

資産には個別法（specificidentification）が

適用され（IAS2,par.23），②の対象となる

棚卸資産には先入先出法（firstin,firstout

formula） または加重平均法 （weighted

averagecostformula）が適用される（IAS2,

par.25）。なお，売価還元法（retailmethod）・

標準原価法（standardcostmethod）は簡

便法としてのみ認められている（IAS2,par.

21）。

日本基準では，現在，棚卸資産の原価配分

方法として，個別法，先入先出法，平均原価

法，売価還元法のみを認めている（「基準9

号」62項）。したがって，現状においては

IAS2とほぼ同等の規定が設けられていると

いえる。

2 棚卸資産の再測定（期末評価）

IAS2においては，原価と正味実現可能価

額とのいずれか低い額（thelowerofcost

andnetrealisablevalue）により測定しな

ければならない（IAS,par.2829）。日本基

準では，棚卸資産を通常の販売目的（販売す

るための製造目的を含む。）で保有する棚卸

資産とトレーディング目的で保有する棚卸資

産とに区分したうえで，前者は取得原価と正

味売却価額とのいずれか低い額とし（「基準

IFRSにおける資産会計の総合的検討
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9号」7項），後者は市場価格とする（「基準

9号」15項）。したがって，基本的な思考は

IAS2と軌を一にしている。

Ⅵ 金融資産会計

1 金融資産会計の留意点

IFRS9「金融商品」策定（IAS39改訂）プ

ロジェクトの動向を中心にレビューしたうえ

で，関連規定（IFRS13や IFRS7）を含め

個別基準を巡る問題の所在や見直しの方向性

等として，以下の諸点に論及した。

まず，IFRS9策定に向けたフェーズ1「分

類及び測定」（classificationandmeasure-

ment）では，公正価値変動を「その他の包

括利益」で認識する場合に，リサイクリング

の扱いで整合性を欠く規定が混在しており

（IFRS9,par.5.7），利益概念を曖昧なもの

としている。また，非上場株式にも公正価値

測定が要求されているが（par.4.1.4），各評

価技法の結果のウエイトの置き方に定式化さ

れた株式鑑定理論がない中では，主観的な操

作余地が極めて大きく監査可能性も乏しいと

いわざるを得ず，エクスポージャーが相対的

に大きいわが国においては，慎重に有用性の

検討が進められなければならない。

次に，フェーズ 2「償却原価及び減損」

（amortisedcostandimpairment）では，

先般の金融危機の経験を踏まえ新たに期待損

失モデル（expectedlossmodel）が導入さ

れ，具体的な算定方法を巡るIASBとFASB

の意見交換が続いている。基準設定主体によ

る期待損失モデルの採用が仮に政策科学とし

ての役立ちを会計に求めるものであるとして

も，主観的な予測を介在させ実体経済に影響

を与えることで実現しようとする政策目的

（プロシクリカリティの抑制）が，市場の反

応を先読みする経済主体（経営者等）の裁量

により覆されてしまう可能性にも留意しつつ，

当該予測を合理的に裏付け可能なものにして

いく取組みが必要となる。

さらに，フェーズ3「ヘッジ会計」（hedge

accounting）では，原則主義の下で目的適

合的（IFRS9,par.6.1.1）な規定の導入が行

われている。ただし，その前提となる企業の

リスク管理活動について，どの程度の整備が

要求されるのかに関し，財務諸表作成者と監

査人の共通理解が得られなければ，両者が想

定する整備の水準に乖離をもたらす懸念があ

る。

最後に，IFRS7「金融商品：開示」では，

マネジメント・アプローチによるリスク情報

の注記開示が求められているが（IFRS7,

pars.3334），経営判断に係る監査可能性を

担保し得る制度的枠組み（開示基準，監査実

務指針等）が重要になろう。

2 金融資産会計の実証分析

IFRSの金融商品策定プロジェクトでは，

公正価値測定の適用対象が拡大している。こ

のような中，いわゆるレベル3に区分され

る測定値の信頼性の低い項目が増えることに

よって，どのような影響が生じるかが注目さ

れる。

IFRSに先立ち，公正価値の階層別開示

（レベル1～3）を開始している米国では，レ

ベル3に区分される項目に対して，投資家

がどのように評価しているのか等について実

証分析が進められている。こうした実証分析

の知見を網羅的にレビューし，財務諸表上，

レベル 3の項目が増えていくことの意義や

課題について，まずは系統的に把握する必要

がある。
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Ⅶ その他の特殊論点

1 開示（注記）

IFRSにおいて，表示（presentation）と

開示（disclosure）の概念は区別して用いら

れる。すなわち「開示」は，財務諸表本体で

はなく，注記において金額または文章を用い

て説明を行う場合に用いられる。IFRSの一

般的な特徴のひとつに注記の量がかなり多い

ことが挙げられるが，最近では，注記量の増

加傾向に対して，これを問題視し，その改善

を求める議論が高まっている。例えば，IASB

から諮問を受けて，2011年 10月にスコッ

トランド勅許会計士協会（ICAS）とニュー

ジーランド勅許会計士協会（NZICA）によ

り公表された報告書（Losingtheexcess

baggage:reducingdisclosuresinfinancial

statementstowhat・simportant）は，不必

要に詳細な財務諸表本体に関連する注記情報

を削減し，財務諸表の有用性を高めるための

勧告を行っている。この場合，注記には，財

務諸表本体に表示されている項目の説明や各

項目の分解情報，あるいは本体における認識

の要件を満たしていない項目に係る情報等が

含まれるが，報告書は，重要性（materiality）

の概念を適用し，重要な表示項目と追加的な

注記における重要な情報を区別して，①重要

な表示項目，②重要な注記情報，および③重

要性がない項目に分類する。報告書において

は，このように表示項目と注記情報の重要性

を区別することにより，結果として注記情報

の開示要求の37％を削減することが可能に

なったという。

他方で，当該報告書に対して注記の量的削

減は目標ではなく，あくまでも結果であるべ

きであり，すなわち開示の質にもっと焦点を

あてるべきとの指摘も見られる。

当該報告書は，IAS1における包括的な開

示要求に網羅されること，ならびに重要性の

原則の適用を理由として，個別基準間の整合

性をふまえた注記の削減を提案している。資

産会計に係る個別の IASおよび IFRSにお

ける注記の意義とその開示要求を改めて検討

するとともに，かかる提案のインプリケーショ

ンを財務報告全体の枠組みの再構成を指向し

た議論が国際的に展開されるなかで，財務報

告の構成要素―財務諸表・注記・経営者によ

る説明（MC，およびコーポレート・ガバナン

ス）―および配置規準（placementcriteria）

の在り方に照らして考察することを今後の研

究課題としたい。

Ⅷ IFRSにおける資産会計の
特徴

IFRSでは，国際的な資本市場における現

在・将来の投資者・債権者等の意思決定にとっ

て有用な情報を提供することを財務報告の基

本目的とする「意思決定有用性アプローチ」

の観点から，主として投資者にとって有用な

公正価値（市場価値，割引現在価値）・見積

数値が大幅に導入・利用されている。たとえ

ば，金融資産・有形固定資産・投資不動産等

の広範な資産項目にわたって公正価値による

評価が容認されている。たとえば，有形固定

資産および投資不動産の再測定には，原価モ

デルと再評価モデル（または公正価値モデル）

の選択適用が認められ，時価評価が容認され

ている点もIFRSにおける資産会計の大きな

特徴となっている。また，リース資産の計上

額には，将来キャッシュ・フローの割引現在

価値が用いられ，その割引率・割引期間は財

務上の仮定による予測数値である。投資者の

IFRSにおける資産会計の総合的検討
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投資意思決定にとって有用である将来キャッ

シュ・フローを重視した会計処理が最優先さ

れている。つまり，投資者保護偏重主義の会

計処理が採用されていると言っても過言では

ない（菊谷［2011］,25頁）。

投資者の意思決定目的である「将来キャッ

シュ・フローの予測」に適合する財務情報を

提供するために，「市場価値評価」（marking

tomarket）を容認するなど，「資産・負債ア

プローチ」の考え方に立脚した会計処理が採

用されているが，そのアプローチの帰結として，

資産の公正価値による再測定（remeasure-

ment）が頻繁に行われることもIFRSにお

ける資産会計の特徴の 1つとなっている

（同上,26頁）。

また，リース資産会計のように，法的形式

より経済的実態の判断を重視する「経済的実

質優先主義」が採用されている。法的所有権

を保有しなくても，リース物件により経済的

利益を実質的に享受でき，使用に伴って生ず

るコストを実質的に負担する場合には，リー

ス資産として貸借対照表上に認識・測定でき

る。

さらに，IFRSは原則的な規定を設け，

基本的に例外規定を設けない「原則主義」

（principlebasis）に基づいており，資産会

計においても，財務諸表の国際的比較可能性

の確保するために，代替的会計処理が排除さ

れ，単一的な会計処理が要求されている。
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中島省吾先生追悼の辞

神森 智（国際会計研究学会第6代会長・松山大学）

国際会計研究学会の元会長・ 顧問および日本会計研究学会の元会長・名誉会員の中島省吾

先生がご逝去されたとのお知らせを頂きまして，驚きまた残念な思いを禁じ得ません。聞け

ば，昨年12月24日夜の突然のことであったそうです。大正11年（1922年）のお生まれで

すから享年91才です。

ここに，天に召されました先生のご生前の数々のご功績を讃えますとともに，謹んでご冥

福をお祈りさせて頂きます。

2011年（平成23年）の国際会計研究学会の大会のさいには，国際会計に関するテ ―マを

掲げてご講演をなさるとの案内を頂きまして，先生がお元気で，なお学界及び学会でご活躍

なさ っていることを知り，大いなる喜びを感じたものですが，この度の訃報に接し，ことの

ほか人生の無常を感じざるを得ません。私も後期高齢者ゆえ，その時の大会への出席は見合

わせたのですが，先生のご講演のレジメでも頂けないものかと思い参加費だけを送りました

が，今にして思えば，あの時多少の健康上の不安を冒してでも出席して，先生にお目にかか

れる機会を作っておけば良かったと後悔しています。

先生は，誰しもご存じの通り，アメリカ会計学会会計原則(基準)の研究・紹介の面で学界に

大きな貢献をされました。中でも，今では古典の一つとなったペイトン・リトルトンによる

AAAのモノグラフの訳書「会社会計基準序説」は，先生のお名前とともに，不朽のものとし

て後世に伝えられるでありましょう。

一時期，この「序説」の訳書，これと併せてご著書の「『会社会計基準序説』研究」，また，

先生の訳編になる「AAA会計原則」のお世話になった会計学ゼミナールの学生諸君は日本中

にその数知れずと言っても過言ではないものと思っています。

先生がご研究なさったアメリカ会計学会会計原則(基準)は，岩田厳先生がGenerallyAccepted
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Ⅳ 中 島 省 吾 先 生 を 偲 ん で

国際会計研究学会第2代会長の中島省吾先生

が平成25年12月24日に逝去されました。享

年91歳でした。

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げ、神森

智・鎌田信夫・平松一夫・野村健太郎・古賀智

敏・石井明の各先生より寄稿された追悼文を掲

載することに致します。



AccountingPrinciplesに対するAccountingPrinciplestobeGenerallyAcceptableであると

評され，それまでの帰納的に形成された静態論的会計原則が演鐸的に形成される動態論的会

計原則(基準)に転換したものであるという点で，会計原則(基準)の性格に画期的な変化をもた

らしたものでした。先生は，こうした変化をいち早く感知されていた数少ない研究者であっ

たと思います。先生は昭和58・59年度に「企業会計の諸目的と 目的適合性に関する研究」

について文部省の科研費をお受けになり，その代表として研究をお纏めになりました。会計

基準の演緯的設定方式の浸透を背景にしたご研究でありました。

会計の変化を早くからキャッチされるという点では，国際会計問題についても同じでした。

先生が早い時期から国際会計問題にご関心を示され，ご研究をなさっておられたということ

は，中央経済社創立30週年記念事業として企画された「体系近代会計学」シリーズの「国際

会計基準」の責任編集者となられたことからも伺われるところであります。因みに，このシ

リーズは，最初は中央経済社創立10週年記念事業として始まり，20週年にも内容を改めて

刊行されたもので，「国際会計基準」がこのシリーズの一冊となったのは30週年の際のもの

が始めてでした。余談ではありますが，私は，先生のご署名入りの本書を頂いています。ま

た，前記の「『序説』研究」もご署名のあるものを頂きまして，ともに私にとって貴重な宝物

です。

国際会計問題は，当初は国際比較会計論とでもいうべき内容が考えられていたようですが，

先生も参画されたIASCが設立されてからは会計基準の国際的統一適用が関心の対象になっ

てきました。上記の先生の責任編集になる「国際会計基準」の出版された頃には，国際会計

というと会計基準の国際比較がなお大きな関心事であ ったことが分かります。同書の最後で，

先生ご自身「国際会計基準確立の可能性」と題して一章を執筆されていますが，その内容は

当時の情勢をよく反映したものと見ることができるとともに時代の変遷を感じさせるもので

もあります。

「序説」についても，また「国際会計基準問題」にしても，先生が，つねに，会計学の新し

い動きに敏感に反応されて先を展望しながら研究活動をなさっていたことをひしひしと感じ，

また，研究というものはかくあるべしと教えられているようにも感じて敬服の念を禁じえま

せん。「丈夫棺を覆いて事まさに定まる」という辞をかみしめている次第です。

以下は余談になりますが，私が松山商科大学（現松山大学）にいたとき，先生にお願いし

て「国際会計論」というテーマで集中講義をお願いしたことがありました。たしか昭和60・

61年頃のことだったと思います。そのとき，日本公認会計士協会による専用のバインダ2冊

に挟んだ24号（特別利害関係の開示）までの英文・和文対照の国際会計基準を頂きましたが，

今となっては，私には，前記の宝物とともに先生との思い出をつなぐ貴重な資料となりました。

他に，先生との思い出と言いますと，本稿の初めにふれたように，先生は日本会計研究学

会の会長をなさっていましたが，私は先生の会長任期中，同学会の理事を仰せ付かっていま

した。振り返ってみて，私自身は同学会のためにお役に立ったことはありません。それより，

度々ご連絡を頂くなど先生に何かとお手数をおかけしたことの方が頭の中に残っています。

また，先生はフエリス女学院の院長として学院経営の事実上の責任者でした。同学院は日
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本私立大学連盟に加盟しておられ，先生は学院を代表されてこの私大連盟の会議にご出席さ

れていましたが，私の在籍していた学校法人松山大学 もこの連盟に加盟していまして，私は

アテ職の理事長でしたので，市ヶ谷の私学会館での会議の際にはよくお目にかかる機会を得，

またお言葉をかけて頂いたものです。そこにあるレストランにもお誘いを頂いたことがあり

ました。

また，私はかつて，箱根・伊豆方面に，さる団体の役員・家族とバス旅行をしたことがあ

るのですが，先生のご住所であった伊東市の吉田辺りを経由して「みかんの花咲く丘」の碑

のある道を下って行ったことがありました。あとで先生にお会いしたときその話をしました

ら，先生から「寄って下さったらよかったのに」とのお言葉を頂きました。今なお忘れられ

ないお言葉でした。

先生との，二度と叶わぬ様々な思い出が走馬灯の絵のように頭の中を駆け巡っています。

住所が離れていますので ，それほど度々お会いしたわけではありませんでしたのに。

なお，先生は，どなたもご存じのように経験なクリスチャンですが，先生からお聞きした

ことと記憶していることに，先生のお父様は牧師さんとのことでした。先生のご勤務された

学校が横浜国大以外はすべてキリスト教系の学校であったことも，先生の人生のすべてがキ

リスト教との深いつながりの上に成り立っていたことを表すものかと拝察しています。

この度は，中島先生に対する追悼の辞を書く機会を与えて頂きまして光栄至極に存じます。

重ねて，謹んで先生のご冥福をお祈り致します。

合掌

中島学説の会計理論構築への貢献

鎌田 信夫（国際会計研究学会第7代会長・南山大学）

中島省吾先生のご帰天の報に接し，謹んで哀悼の意を表するとともに，ここに一文を捧げ，

生前のご指導と交誼に感謝します。

先生は，「企業が財務諸表を作成し報告する時，会計理論の規範性がどのような論理に基づ

いて確立されるか」を探求することに生涯を捧げられました。先生は，このような規範性は，

制度的には，法律，慣行という形で強制力を獲得するが，その規範性が理論的な検証に耐え

ることができなければならないとして，その手掛かりとしてPaton,Littletonの『会社会計

基準序説』（「序説」）とAAAのステートメントに求められました。

私は，先生がこの「序説」が1953年に翻訳出版される前に，まだ学部の学生でしたが，染

谷恭次郎先生の研究会で「序説」に取り組んでいました。「序説」は，全くの初心者である私

にとって難解で，例えば，第2章では，Concepts,CostAttach,第3章ではCostAggregate,

BargainingExchange,ImpliedCashCostなどなど，どう訳してよいのか，またその内容は

となると，なおさら分からないことばかりでした。私にとって，先生の訳書がタイムリーに

出版され，やっと少しずつ「序説」が分かってきました。また，1970年に『新版会計基準の

中島省吾先生を偲んで

153



構造－AAA会計基準の理論構造』を出版されましたが，これで「序説」について多くの解説

と解釈を頂き，私は何とか不十分ながらも，「序説」を体系的に理解できました。先生は「序

説」とAAAのステートメントに基づき，会計基準の規範性の理論的根拠について検討し，そ

れらの主張の行間の空白を補筆されています。

「序説」は，基礎概念として，企業実体，活動の継続性，測定された対価，原価凝着性，努

力と成果，検証力のある客観的な証拠，および諸仮定，の7項目をあげています。私の理解

によれば，先生は，これらの基礎概念の構成を次のように整理されています。「企業実体」と

「事業活動の継続性」は，ともに期間損益計算に直接かかわるというより，その前提または基

盤に関連をもつ全般的な概念であり，期間損益計算に直接関係するのは，「努力と成果」，「原

価凝着性」，「測定された対価」である。すなわち，「努力と成果」は，費用・収益対応の基本

的な考え方であり，「原価凝着性」は，取得原価を再分類して当期の収益に対応する部分を区

分することを示し，そして「測定された対価」は，取得原価を提供した対価で測定すること

を示す，ということであります。また，「検証力ある客観的な証拠」は，会計の問題と切り離

すことができないが，「序説」の第3章以下の問題と直接的には結びついていないし，最後の

「諸仮定」は，上述の基礎概念の底に何を仮定したかを細かくしたもので，会計理論全体の仮

定とは異なる。「序説」が，なぜ基礎概念の構成について言及していないか，疑問を感じます

が，先生がこのような基礎概念の関係を整理されたことにより，「序説」の残りの理解が大変

容易になりました。

「序説」は，基礎概念を財務諸表の重要性という観点から論述しています。しかし，これを

理論の正当性という点からはほとんど論じていません。先生は，理論の正当性は企業会計の

技術的要因と社会的要請から生み出され，またこれらは歴史的性格と社会的性格を持つと指

摘されています。企業会計の技術的要因とは，複式簿記がその典型ですが，そのほかに期間

計算，原価分類や原価配分という問題も含まれます。社会的要請とは，財務諸表作成者であ

る経営者と出資者や債権者など利用者からの要請であります。経営者からの要請とは経営管

理機能に関する要請であり，利用者からの要請とは収益性や支払能力に関する情報の要請で

あります。「序説」では，利害関係者の収益力に関する要請が著しく強調されています。しか

し，先生は「資本主義の様相が変わり，貨幣経済社会機構が改造されるにつれて，これらの

要請も変化し，会計の諸基準も基礎概念も再び吟味され，その根底からゆす振られることも

ある」といわれています。

先生は，「序説」改訳版発行後の1969年に，講座現代会計の第4巻『対境関係と現代会計』

（編著）を出版されました。ちなみに，対境関係とは「企業とそれらの相手方，すなわち利害

関係者との関係」ということですが，本書はそれを前提に会計理論を構築しようとするもの

で，「序説」の1つの展開ということができます。

私は，本書の補章3で，主要財務諸表の1つとしてキャッシュフロー計算書を検討すべき

だということを主張しました。その理由として，私は，3つ指摘しておきました。第1は，最

近において企業の財務規模が拡大してきたため，経営者はキャッシュフローについて詳細な

計画を立て，キャッシュフローを統制する必要が生じたこと，第2に，設備投資の増大とと
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もに費用合計に減価償却費が占める割合が多くなり，企業の純利益と資金との間に特定の関

係が殆ど認められなくなったこと，そして第3に，インフレーションの進行その他の理由か

ら，原価主義会計の合理性が疑わしくなり，客観的かつ適正な損益計算を行うことが困難に

なってきたことをあげました。これらの状況のもとでは，私はキャッシュフロー計算書が企

業の利害関係者にとって必要であると主張しました。キャッシュフロー計算書は，キャッシュ

フローに基づく営業活動と財務活動の報告書であります。営業活動からのキャッシュフロー

は客観的事実を示すから，損益計算に含まれる経営者の主観的判断は排除されます。また，

キャッシュフロー計算書は損益計算書より比較可能な情報を提供できるという点で，利用者

の要請に応えることができます。

私は，「序説」およびAAA会計理論の規範性確立のための努力は，IASBの概念フレームワー

クの構築に引き継がれ展開されていると思います。

非力ながら，先生が私たちに示して下さった財務会計研究の指針をもとに，できるだけ概

念フレームワークの討議に参画して，先生のご指導に応えられるよう努力する所存です。

先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。

わが国最初の真の国際派会計学者，中島省吾先生

平松 一夫（国際会計研究学会第8代会長・関西学院大学）

国際会計研究学会第2代会長・中島省吾先生におかれましては，2013年12月24日に地上

の生活に別れを告げられ，享年91才で神様のもとに召されました。

国際会計研究学会は1984年に設立され，染谷恭次郎先生が初代会長を務められました。染

谷先生の会長辞任に伴い，翌1985年に関西学院大学が開催校を務めた第2回研究大会で中島

先生が会長に選出され，その後，1986年の第3回研究大会（慶応義塾大学），1987年の第4

回研究大会（横浜市立大学）の2年間，会長として学会を導かれました。

1987年は日本の会計界で大規模な国際会議が開催された年として記憶されています。日本

公認会計士協会は東京で世界会計士会議を開催しました。一方，学界は日本会計研究学会が

中心となり，京都で世界会計教育者会議を開催しました。この国際会議の開催にあたり，こ

れを支援するために世界の会計学者が集って1984年にIAAER（世界会計学会）を設立して

います。日本からその初代副会長に就任されたのが中島先生でありました。1984年から88

年の4年間，副会長として世界の会計学会のために貢献されたのでありますが，同時にそれ

が日本での国際会議開催の支えになったのです。

2000年には関西学院大学が担当校を務め，神戸で国際会計研究学会とIAAERの共催で

学会を開催しました。このとき，IAAERはそれまで多大の貢献をされた中島先生に対して

Founders・Awardを授与しています。

中島先生は日本会計研究学会の会長をも務められました。先生のご貢献の中で特筆すべき

と私が思うことの一つにJapaneseAccountingForumがあります。英語により日本会計研究
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学会の諸活動を報告するこの画期的な事業を成功させるために，中島先生は1993年から97

年に初代の編集長を務められました。後に私が編集長を務めさせていただくことになったと

き，印刷経費を節約するため紙ベースの製本を中止しwebに掲載することとしました。中島

先生はそれは苦手だとおっしゃいました。そこで中島先生には紙ベースで一部を印刷し，別

途お送りすることとし，喜んでいただきました。今となってはいい思い出です。

中島先生には，個人的にもいくつか貴重なお話を聞かせていただく機会がありました。長

年にわたりIASC日本代表を務められたご経験についてのお話は興味がつきないものでした。

関西学院では102年前に初めて簿記・会計の授業が始められましたが，それを担当したのは

木村禎橘先生でした。木村先生は東京高商（一橋大学の前身）の出身で，熱心なクリスチャ

ンでした。中島先生の先輩にあたります。私自身は関西学院にいながら木村先生にお目にか

かったことはありません。中島先生からお聞きする木村先生のお話もまた，私には貴重なも

のでした。中島先生は熱心なクリスチャンとして知られていますが，国立教会の設立には中

島先生が献身的な尽力をされたことを告別式で聞して初めて知りました。学会の開催日が日

曜日と重なったときには，牧師に許可をもらってきた・・などと話しておられたのもいい思

い出です。

私が中島先生とご一緒に務めさせていただいた仕事があります。オハイオ州立大学が実施

しているAccountingHallofFame（会計の殿堂）の指名委員会メンバーです。中島先生の訃

報を私は担当のダニエル・ジェンセン教授にメールでお知らせしました。ジェンセン教授は

そのメールをしかるべき方々に転送されたようです。そのうちのお一人，ステフェン・ゼフ

教授（ライス大学）から私にすぐにお悔やみのメールが届きました。ゼフ教授はその中で次

のように述べておられます。

「中島教授のご逝去の報に接し，大変悲しく思います。私は博士課程の院生であった1950

年代にAnnArborで中島教授に初めて会いました。中島教授はペイトン教授に会うために来

られたのです。私が1972年と1987年に日本を訪問した時には，私の講演を聴きに来られた

学者の方々に対して中島教授が通訳をしてくださいました。2004年には東京で，IASCの歴

史に関する書物のために中島教授にインタビューさせていただきました。それは，中島教授

が15年間にわたってIASCの日本代表を務められたからです。私の直近の東京訪問は2011

年1月～2月でしたが，その時にお目にかかった中島教授は体調が優れない様子でした。中島

教授はその時80才後半でしたから，もとより無理のないことです。中島教授は日本の会計学

教授の中で最初の真の国際人であり，日本の会計界の重鎮でありました。中島教授は素晴ら

しい英語を話し，執筆されました。中島教授は偉大な友人でありました。」

日本の会計の国際化に多大の貢献をされた中島省吾先生がお亡くなりになり，私の心には

ぽっかり穴が空いたかのようです。しかし，先生の目指されたことは私たち後進が引き継が

ねばなりません。中島先生が天にあって私たちを見守ってくださることを願っています。

中島先生，これまで本当にありがとうございました。先生が地上での生活を終えられても，

先生の魂は私たちの中にいつまでも生き続けています。中島省吾先生，安らかにお眠りくだ

さい。
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中島省吾先生の御逝去を悼む

野村健太郎（国際会計研究学会前会長・愛知工業大学）

国際会計研究学会の会員として，永年に亘り御貢献された中島省吾先生の御逝去に接し心

からお悼み申し上げます。

先生は御壮年期において，米国ペイトン，リトルトンの学説に傾倒され，邦訳に御尽力さ

れ，また，米国の発生主義認識を中心とする費用収益計算の損益会計に関し，日本において

早くから普及教育に指導されました。この思考は，戦後の企業会計原則の基礎思考にもとり

入れられ，日本の会計制度の運用にも影響しました。しかし，1990年以降の日本の経済力低

下もあり，IAS，IFRSに強調する企業集団次元での企業価値測定を重視する純資産を精緻化

する損益計算への要求には，限界があり，企業会計原則の存在意義が低下していった事実は

認めざるを得なくなりました。

ただ，原価・実現主義を基調とする費用収益対応の原則を取り入れた純利益の測定は，永

年の運用実績もあり，これを軽視することはできず，IFRS時代になっても包括利益算定の過

程において，純利益を表示するという思考は，日本では尊重されている。米国も，純利益表

示の重要性は維持されている。貸借対照表を初めから重視するEUにおける独，仏等の諸国

とは大きく異なっている。しかし，包括利益を最重視する思考はグローバル次元で大きな潮

流になっている。

企業集団の会計，つまり連結会計次元での包括利益測定重視への大きなうねりは，少くと

も上場会社にとっては最早押し止めることは不可能となってきた。証券市場で資金調達した

り，グローバル次元でM&Aを仕掛ける企業にとっては緊要な課題となっている。しかし，

「企業益」と「国益」とは異なっており，日本は他の先進諸国とは異なり輸入大国でもあり，

エネルギー資源輸入に悩み，一方では新興の海外諸国への生産移転，技術流出が進展し，国

力の低下心配，国際収支悪化傾向に結びついてきた。

連結ベースでの企業益も重要であるが，TPP交渉進展も視野に入れると，日本は上記の特

性から国益も考慮して経営展開していくことが大切となってきた（この点がシェールガスが

豊富に産出することが見込まれてきた米国と異なるところである）。

また，日本の通貨である「円」は，米国の通貨である「ドル」と対比して基軸通貨として

の地位を有していない。そのことが外国為替相場の変動に大きく影響されるという不利な状

況にある。国際収支の赤字化が懸念される今日において，グローバル次元で，包括利益測定

を重視する連結経営展開がこれから一層求められている。

日本の上場会社において，少子高齢化や人口減少に直面していることを考えると，日本国

内に付加価値が増加する経営展開が切迫した大きな課題となっている。このような潮目に当

たっているときに，中島先生を喪失したことは，当学会にとっても大きな損失といわざるを

得ない。もっと学会においても貢献して戴きたかった。しかし，これは今更愚痴にしかすぎ

ず，学会員に残された研究課題となるものである。
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先生の遺産として残された御貢献を惜しむとともに，心から御冥福をお祈りし，御生前に

御親交下さったことに深く感謝申し上げます。安らかにお眠り下さい。

中島省吾先生を偲ぶ

古賀 智敏（国際会計研究学会会長・同志社大学）

昨年12月24日，中島省吾先生が静かにとわの旅に発たれた。ペイトン＝リトルトンなど

アメリカ会計理論および会計基準研究の先駆的研究者として，戦後のわが国会計制度の形成・

発展に大きく貢献されるとともに，国際会計研究学会のリーダーとして，国際会計研究・教

育の促進・発展に多大なご尽力を賜った。中島先生とは，筆者が本学会第28回大会（2011年

9月8日～10日：東京理科大学）で会長に就任以来，理事会や懇親会の場においてとくに親

しく接する機会を得た。この大会で先生は「会計学徒として国際会計基準の今後をどう考え

るか」と題して記念講演をされ，これまでのご研究を回顧しつつ，国際会計基準の今後のあ

り方を論じられた。

同講演の中で，まず，先生が「会計基準」との関わりをもたれるようになった背景と経緯

について語り初められ，先生の国際会計研究の原点を紹介された。1950年～1951年に米国

ペンシルヴェーニア大学でRufusWixon教授のもとで，W.A.Paton,A.C.Littleton,A.A.A

など1930年代，1940年代の米国の会計基準について学ぶ契機が与えられた。それが，ペイ

トン＝リトルトン『会社会計基準序説』（1940,1958）や『A.A.A会計原則』（1956,1958,

1971）の名訳書となり，また，ご高著『会計基準の理論』（1961）となって，戦後の草創期

にあったわが国会計制度と，その後の国際会計基準の発展に大きく寄与されたことは言うま

でもない。

国際会計研究者として，中島先生が大きな関心を抱かれた課題の1つに，「制度」としての

国際会計基準のあり方とわが国の対応がある。同講演の中でも，国際会計基準と行政的・法

的規制に関して，各国の基準セッターや監督機関と国際会計基準との関係に言及されるなど，

関心の強さが示されている。これは，1973年6月，国際会計基準委員会（IASC）の設立時

には日本代表の一人として参画し，豊富な会計理論と優れた英語力を駆使して活躍されるな

ど，先生の輝かしいご経験と実績に裏打ちされるものであろう（詳細は，たとえば，座談会

「IASCの現況と展望」産業経理1974年2月号，川口順一氏談など参照されたい）。

また，同講演の中で国際会計「基準」の意味に関して，Rulesと「基準」との相違を述べら

れている。先生は，『会社会計基準序説』（第1章「会計基準の性格」）を引用しつつ，Rules

は統一の基礎を提供するのに対して，基準は背離を必要とし，また，正当化された背離を判

定するための計器と見られる。このような統一的な基準からの背離を認める「基準」観は，

IASC設立当初の先生の基準に対する将来の展望においても明確に反映されている（前述の座

談会「IASCの状況と展望」，同上誌，46頁）。そこでは，今後生まれてくる基準の姿として，

「最も広く問題なく受け入れられる基準」と「違いを明らかにすることによって受け入れ得る
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基準」，および「国際的な舞台では受け入れがたい基準」の3つを想定され，今後の基準の型

として提示されている。国際会計基準が理想版としての基準を目指すとしても，許容し得る

代替的基準の存在を認めつつ，各国の会計制度の状況とその規定要因にも強く注目すべきと

の示唆である。

中島先生は，最後に「先人に学ぶ－会計学徒の役割」として，W.A.Patonと A.C.Littleton

の会計理論から何を学ぶか，後輩の会計学徒に広く訴えられ，本講演の「結び」とされた。

その内容を記して再現することは，今となっては不可能である。しかし，筆者なりの解釈か

ら，敢えて言えば，制度としての会計なり会計原則の拠って立つ経済的環境の分析から出発

し，わが国の会計環境を直視して，会計理論のあり方なり制度を考えるべきであるというこ

とではないだろうか。たとえば，会計原則（会計基準）のあり方について，「会計原則は財務

諸表がその社会でその時期に果たしている役割を基礎にして検討されるべきである」（「会計

基準論の実益」1962年，53頁）として，会計研究者も，「わが国の会計の環境についてもっ

と眼を開いてその発展を直視すべきではないか。」（同）と提起される。

このような中島先生の斬新な認識基点は，1970年代以降の国際会計研究論文においても鋭

く，かつ，明快に展開されてきた。たとえば，第1に，個別財務諸表に関して，連結会計が

任意開示であった1970年代当時，企業集団化現象のもとでの連結財務諸表の重要性をいち早

く指摘され（「個別財務諸表と連結財務諸表」1973年），第2に，各国の会計基準を相互比較

する研究分野として「比較会計制度論」を提唱し（「比較会計制度論序説」1976年），また，

第3に，国際会計基準が整備され始めた1970年代において，わが国開示制度が，外国の投資

家への開示について不当な評価を受けることがないように対応すべきとの警鐘を鳴らされる

など（「国際会計基準とわが国の会計制度」1978年），わが国会計制度の国際化に向けた眼は

いつも冷静で，先見性に富むものであった。

会計学徒として，最後まで，国際会計基準の今後に大きな関心と期待を寄せ，慈父のよう

な眼差しで本学会の活動を見守ってくださった中島省吾先生のお姿は，もう見られない。い

まはただ，先生が残された偉大なご功績と国際会計研究・教育への情熱を偲び，本学会への

多大なご貢献に対して感謝申し上げるのみである。心から哀悼の意を表したい。

中島省吾先生の急逝を悼む

石井 明（国際会計研究学会理事・横浜商科大学）

中島省吾先生は，2013年12月 24日のクリスマス・イヴの日に心筋梗塞にて急逝された。

享年91歳に至るまで，先生は終始，日本会計界を代表する重鎮であり指導者であられた。

中島先生は，戦後のアメリカ会計学あるいは会計基準論の「伝道者」であるとともに敬虔

なキリスト教信者であられた。中島先生のご葬儀は2014年1月 3日，4日の両日，国立教会

で行われた。喪主は奥様と告知されていたが，実際のところ，ご葬儀では長男の光世氏がそ

の立場におられた。ご葬儀は国立教会をあげての組織的な対応であり，宍戸牧師が徹頭徹尾，

中島省吾先生を偲んで
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厳かに式を進行され，時折，中島先生が愛唱された讃美歌を参列者全員で斉唱した。今日に

至るまで，私は教会中に響いた哀惜のこもった歌声が耳の奥に残っている。中島先生は戦前

に巣鴨教会で受洗され，また戦後すぐに国立教会の長老としてその復興に尽力されたことか

ら，国立教会あげての式になったようである。このような組織的活動が，人格者であられる

中島先生の基底にあることを追悼の日に私は明確に察するに至ったのであった。

中島省吾先生は，1922年5月に東京市でお生まれになっている。先生は東京商科大学に進

学するも，学徒出陣にて戦時中の1943年12月に，海軍主計少尉として九州鹿屋航空隊に勤

務された。終戦後，復学して1947年9月に東京商科大学を卒業され，直ちに明治学院専門学

校の専任講師に就任。戦後の新学制発足後，1950年4月に明治学院大学専任講師となり，こ

の年の8月にペンシルヴェニア大学ウォートン校に留学された。1年後，同校より経営学修士

（M.B.A.）の学位を取得され，1951年11月に帰国，明治学院大学に復職された。ウォートン

校では，高名なW.A.ペイトン教授の弟子であったウィクスン教授に師事して，会計学，特

にペイトンとリトルトンの共著『会社会計基準序説』の研究に注力された。中島先生は帰国

後直ちに，雑誌『会計』に「ペイトン・リットルトンの原価基準をめぐって」（1952年）を

寄稿されている。また1953年には『産業経理』に，「『会社会計基準序説』と原価計算」とい

う論文を公表しており，以降この2誌のほか，『企業会計』，『商事法務』に約40年にわたっ

て論文や随想を約300本ご執筆されており，会計関係誌における執筆者の常連のひとりでも

あられた。中島先生の比類なき健筆ぶりは，アメリカ留学後の30歳を少し超えた頃から始まっ

ており，上述したように帰国後直ぐに『会計』等の会計専門誌に，黒澤清，木村和三郎，上

野道輔，山桝忠恕，江村稔などの当時の会計学の大御所の論文のなかに入って堂々と示され

たものであった。そして，アメリカ動態論あるいは会計基準論の第一人者としての中島先生

の地位は，訳書『会社会計基準序説』を嚆矢として，1956年の中島訳編『A・A・A会計原則

論』，さらには会計研究学会での討論（例えば，日本会計研究学会第 14回大会での円卓会議

「会計理論と会計実践」における会計理論の規範性についての立論等を含む），さらに1961年

には『会計基準の理論―A・A・A会計基準の理論構造―』の公刊等により揺るぎのないもの

となっていったと思われる。因みに，名訳書，会計学徒の必読書といわれた『会社会計基準

序説』の初版は帰国後の1953年に発刊された後，1958年には改訳版が発刊され，今日に至

るまで会計専門書としては桁違いの発行部数を誇ると仄聞している。またその後，先生は

1970年の6月より，『会計』誌上，講座「［Paton&Littleton］会社会計基準序説研究」とい

う表題で，1971年12月まで計17回にわたり連載を行っており，啓蒙的な観点からアメリカ

動態論の正確な解釈あるいは取得原価主義会計を分かりやすく解説されている。その集約版

『「会社会計基準序説」研究』は1979年にご出版された。

中島先生のご経歴について，ここで時間軸を戻させて頂くが，1954年4月，先生は明治学院

大学の助教授に昇格された後，その翌年4月には当時，黒澤清，沼田嘉穂，山邉六郎の3教授

の陣容を誇った横浜国立大学経済学部の助教授に移籍され自らの研究をさらに深められ，また

黒澤教授と1年交代で「経営学」と「会計学」の講義を交互に担当されることになった。横浜

国立大学には助教授として9年間奉職されたが，先生はその間の1959年にフルブライト研究
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員としてコロンビア大学に第二回目の在米研究（横浜国立大学は1年間休職）を敢行されてい

る。そして，先生は国際基督教大学（ICU）からの強い要請もあって横浜国立大学を退官され，

1964年4月に同学の経営関係の教授に就任された。ICUに奉職された時代では，1971年5月

に一橋大学より商学博士を授与され，また1973年6月には国際会計基準委員会（IASC）への

日本代表にも就かれている（1988年6月まで）。ICUでは財務会計論のほか，財務論や管理会

計論などの講義を1984年8月までの約20年間もたれ，のちに同学の名誉教授にもなられた。

またICUでは教養学部社会科学科長，大学院行政学研究科長，また学長事務取扱などを歴任

された。学園紛争時には，学長事務取扱の立場で中島先生はICUの過激派を含む学生と全面

的に対峙し議論を行い円滑に紛争の終息をはかられた。ICU退職後の1984年9月には，先生

はフェリス女学院の学院長，そして1989年10月には理事長に選任され，学校経営の職務にも

携わられた。同時代の1985年，中島先生は国際会計研究学会の第2代会長，また1988年9月

には会計研究学会の会長に選出された（1991年9月まで）。なお，フェリス女学院の理事長の

職については2005年に辞された。中島先生が在籍された大学や組織における先生に対する学

生，教員，事務職員，理事等からの親愛の念，さらには日本公認会計士協会からの信任は厚い。

国際会計基準への深い関与や影響力，および会計学者の国際的な交流の功労者のひとりと

して，中島先生は昭和の戦後期から近年に至るまで，世界的なレベルで特筆されるご功績を

挙げられた。第1に中島先生は，上述したように，1973年6月のIASCの創設時より1988

年6月までの15年間の長期にわたり，IASCの理事会，起草委員会に日本代表のひとりとし

て常に基準設定の審議に出席しておられる。この過程では，棚卸資産，連結財務諸表，外貨

換算等に関する様々な基準の起草委員会の委員や委員長を歴任されている。第2に中島先生

は，1984年には，世界規模での会計学会人の公的な組織として国際会計学会（IAAER）の創

設に尽力された。先生は初代の副会長に就任され，藤田先生に引継がれるまでの5年間，そ

の発展に寄与された。第3に，中島先生（IAAER副会長）と染谷先生（国際会計研究学会の

初代会長，組織委員会委員長）の傑出した指導力により，1987年10月，日本会計研究学会

およびIAAERが中心となって日本初の会計国際会議，第6回国際会計教育会議（ICAE）が

京都で開催され運営された。中島先生は，組織委員会副委員長ならびにプログラム委員会委

員長として中心的な働きをなされ，日本会計界のプレゼンスを著しく高められた。

さらに，国際会計に連なる先生の大きな貢献のひとつとして『会計』誌上に連載された，

3000字の制限を有する「国際会計随想」を私はあえて加えたい。このエッセイは最初読んだ

際には気づかないが，それらを連続して読むと，中島先生の先見性，ウイット，文章表現力

が遺憾なく発揮されたある種の啓蒙文であることが分かる。中島先生は黒澤先生から雑誌

『会計』の「会計随想」の紙幅を1987年3月から託され，それ以降 1993年4月まで延べ 74

回の約6年間にわたり，「国際会計随想」を執筆された。バトンタッチを受けた時，中島先生

は65歳でありフェリス女学院学院長の職におられた。この紙幅で中島先生は，日本の会計界

を代表しての国際交流，IAAERの創設，IASCの基準設定等に係る興味深いエピソード，あ

るいは特定の課題に関する意見を自由闊達に語られた。また先生は文化の相違や主要国の会

計実務の現状を語られ，また国際会計基準の展望などについての見解も披瀝され，平易な説

中島省吾先生を偲んで
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明のなかに本質をつく議論も展開された。この随想を読むことにより，我々後学は，折々の

国際会計実務や会計界の動向や課題を知り，さらに国際会計基準の必要性，連結や換算会計

の要諦を自然に理解しうる。これは，執筆者の語学力，海外経験，会計実務の現状や会計理

論の体系的な理解が前提となる。1980年代から1990年代にかけて，このような執筆を的確

に遂行しえたのは，上記の資質は無論のこと，中島先生が就中，人間的魅力を有した公正無

私の人であり，また日本をこよなく愛していたことにあったと私は愚考する。

実のところ，私は晩年の中島先生と1999年，会計研究学会の全国大会で面識を得て，その

後，今日まで折々に交流を重ねさせてもらう中，先生が卓越した会計学者であり日本や世界

の会計界を牽引してこられた，ある意味辣腕の指導者のひとりであるという認識に加えて，

先生の培ってこられた能力やお人柄が，どのような時代背景，環境，思想，経験あるいは自

己規律によって形成されたのかということも私の関心事となった。その発端は，K.カムファー

マンとS.ゼフの共著『財務報告とグローバル資本市場―IASCの歴史，19732000―』（原典）

を通読し私が中島先生に電話にて本書の出版をお知らせした2006年であった。中島先生は，

その時ゼフとの面談や過去の交流のことをお話された。そして，『GMとともに』『カーネギー

自伝』等の著名な伝記を想定しながら，私は，経営者ではなく研究者，そして米国ではなく

日本における戦後の国際的な色彩を有した，日本人のための示唆的な自伝の執筆を，ご高齢

とは承知しながらも，2011年に中島先生にお願いした。そして，種々のお力添えや努力を精

一杯なすことを私は申し出た。しかしながら，中島先生の近時の環境がそれを許さぬまま，

キリスト教と縁の深いクリスマス・イヴの日に，突如として先生は天に召され黄泉の国の人

となってしまわれた。

中島省吾先生の生涯をかけた日本の会計界，さらには世界の会計界に対する比肩のないご

功績に対して，私は茲に改めて敬意を表し，あわせて先生のご冥福を心よりお祈りする次第

である。
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Themainpurposeofthisarticleisto

clarifywhatcanbeachievedthroughcom-

parative analysis on accounting stan-

dards,andtoclarifywhatshouldbetaken

careofwhencomparingaccountingstan-

dards between countries.In order to

achievethegoal,thisarticlefocusesonac-

countingstandardfortheimpairmentof

long-livedassets(orfixedassets).

Itsmainfindingscanbesummarizedas

follows:(1)Incomparisonbetweenmore

thanthreecountries,similaritiesanddis-

similaritiesinaccountingstandardscan

beseeninsuchacomplicatedway.In

thesecases,itishighlyimportanttofind

themostfundamentalfactorthatcauses

thecomplicateddifferencesandtoconfirm

ifthedifferencescanbeascribedsolelyto

themostfundamentalfactor.(2)Theac-

countingstandardatissuecanbesignifi-

cantlyinfluencedbyanotheraccounting

standard forthesurrounding(relating)

topics.Inevaluatingtheaccountingstan-

dardsatissue,theinfluenceoftherelat-

ingtopicsonitshouldproperlybeconsid-

ered.

163

Ⅴ SummaryofArticles

ComparativeAnalysisonAccountingforthe
ImpairmentofLong-LivedAssets

MasakiYoneyama

TheuniversityofTokyo

国際会計研究学会 年報2013年度 第1号



TheobjectivesoftheIFRSFoundation

andtheInternationalAccountingStan-

dardsBoard(IASB)includethedevelop-

mentof,inthepublicinterest,asingleset

ofhighquality,globallyacceptedfinancial

reporting standards (IFRS) based on

clearlyarticulatedprinciplesandthepro-

motionoftheiruseandrigorousapplica-

tion.

Inthiscontext,aftertheeconomicdown-

turnprecipitatedbytheLehmanBrothers

bankruptcyin 2008 (so-called ・Lehman

Shock・),theSummitonFinancialMar-

ketsandtheWorldEconomyissuedthe

DeclarationanditsActionPlantoImple-

mentPrinciplesforReform onNovember

15,2008.ThisDeclarationanditsAction

Plan valueaccountingstandardsabove

everythingelse,thatis,oneoftheMedium-

term actionsisthat・thekeyglobalstan-

dardsbodiedshouldworkintensivelyto-

wardtheobjectiveofcreatingasinglehigh-

qualityglobalstandard.・

Thispaperanalysesthemeaningsof・A

SingleSetofHigh-Quality,GloballyAc-

ceptedAccountingStandards・andthele-

galgroundfortheinternationalorganiza-

tionsanditslegitimacy.

Theanalysispresentedinthispapersug-

geststhatwemustprovideinformation

from academicandotherresearchasevi-

denceoffinancialreportingprobleminor-

dertobeeffectivemechanisminstandard-

settingprocess.
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Thepurposeofthisstudyistoexamine

thecausesofastabledividendpolicyin

Japanese firms.Priorliterature shows

thatJapanesefirmstendtoavoidthepol-

icyofdecreasingdividendspershareorno-

dividend,comparedwithothercountries.

However,wecannotidentifytherelation

betweenstabledividendpolicyandfinan-

cialperformancepresentation.Inparticu-

lar,thisstudyshedsmorelightonthe

rolesofextraordinaryprofitsorlosses.

Priorstudiesexplain thatperformance

classification would promote earnings

managementbyrecognizingextraordinary

profitsorlosses.However,Ispeculate

thatrecognitionofextraordinaryprofitsor

lossescontributestopresentationofper-

manentincomesandsupportastabledivi-

dendpolicy.Iexaminetherelationbe-

tweenastabledividendpolicyandfinan-

cialperformancepresentationinJapan.I

showthatfirmswithmakingpermanent

incomesandnetlosseskeeptheirstable

dividendpolicyattheirnetlosseslevel,

meanwhilefirmswithmakingpermanent

lossesandnetincomescannotnecessarily

keepit.Ithinkthatastabledividendpol-

icyhavearoleinaccountabilityforlong-

term shareholderinJapanesefirms,and

recognition ofextraordinary profits or

lossessupportthepolicybysignalingper-

manentincomes.
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Thepurposeofthispaperistoconsider

therolesofaccountingresearchforac-

countingsystemasasocialsystem,allow-

ingforthesituationofglobalizedactivi-

tiesbyenterprises.Globalizationsofenter-

prisesactivitiesare(a)globalization of

business,(b)globalizationoffinancingand

(c)globalizationofinvestment.Underthese

globalizations,therearetheintegrations

ofcapitalmarketsandtheconnectionsbe-

tweencapitalmarkets,fordeductingthe

costsoffinancing,analysisandauditing.

Andthesetrendsintroducetheintegra-

tionortheconvergenceofaccountingstan-

dardsintheworld.Inthiscondition,in

ordertodeepen mutualunderstanding,

accountingresearchshouldplayavital

role.

Therearesomeapproachesinaccount-

ingresearch.Historicalapproach,norma-

tiveapproachandempiricalapproachare

typical.Historicalapproachistoresearch

accountinghistoricalevents(facts)and

documents,andisexpectedtofindoutthe

historicalinevitabilityofthechangesinso-

cialstructure.Normativeapproachistore-

searchandreview accountingpractices,

andisexpectedtoextractaccountingthe-

oryandnorm.Empiricalapproachisto

verifyhypothesizesonfacts(e.g.,data),

andisexpectedtoobtainfindingsonposi-

tiveevidences.

Thispaperclarifiestherolethateachap-

proachshouldplayforaccountingsystem,

andthemutualcomplementbetweenthese

approaches.
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Theauthorpreviouslypublishedare-

searchpaperregardingprovisionsoffinan-

cialliabilitiesinIFRSandtheirbases.

Theanalysiswasbasedondocumentspub-

lished by the InternationalAccounting

StandardsBoardandtheInternationalAc-

countingStandardsCommittee.Thecon-

clusionoftheanalysiswasthateachbasis

ofthe provision was incomplete.The

authoralsopublishedaresearchpaper

basedontheanalysesofcommentletters

ofexposuredraftaboutfinancialliabili-

ties.Theconclusionoftheanalyseswas

thatthebasisofeachcommentletterwas

incomplete,withsomeexceptions.

Inthispaper,theauthorsuggeststhat

IFRSisnotalogicalsystem,sincesome

provisionsofIFRSarebasedonincom-

pletelogicalorempiricalbases,andthat

theIFRSframeworkdoesnotcompriseof

alltheassumptionsneededtodevelopall

provisionsofIFRS.Inordertodevelopor

reviseprovisionsofIFRS,itisnecessary

toaddassumptions.Theauthoralsosug-

geststhatempiricalbasesareabsolutely

necessary,buttheyhavesomelimitations.

Additionally,theauthorsuggeststhat

IFRSisnotonlyasystem ofaccounting

standardsbasedonadeductiveapproach,

butalsoonaninductiveapproach,and

mentionstheissueswhendevelopingorre-

visingIFRS.Finallytheauthorproposesa

hypothesisthataprinciplebasedsystem

leadstodiversityofaccountingprocedures

andunstableconditions.

167

AdiscussionregardingIFRSsystembasedon
provisionsoffinancialliabilities

KazuhiroYasui

KobeGakuinUniversity



Thepurposeofthispaperistoshowthe

essentialcharacteristicsofhumancapital,

andtoresearchthenewapproachtorecog-

nitionofhumancapitalbasedontheright-

of-usemodelfromaliabilityperspective.

Withthedevelopmentoftheknowledge

economy,therelativeimportanceofthein-

tangibleassetstocorporatevalueismore

increasing.Human capitalisoften re-

gardedas・thegreatestasset・.

Nevertheless,despiteitsacknowledged

importance,itisnotrecognizedonthebal-

ancesheet.InInternationalAccounting

Standards,thereasonswhyhumancapi-

talisnotrecognizedareasfollows:1）itis

notabletosatisfytherecognitioncriteria

and2）itisnotabletomeasurereliably.

Theresearchquestionsforthispaper

are:

1.Whataretheessentialcharacteristics

ofhumancapital?

2.Whatistheapproachtorecognition

ofhumancapitalfrom anassetorli-

abilityperspective?

3.Whatisthenewapproachtorecogni-

tionofhumancapitalbasedon the

・right-of-use・modelfromaliabilityper-

spective?

4.Isitpossibletomeasurehumancapi-

talbyFlamholtzmodel・stochasticre-

wardsvaluationmodel・whichisoneof

theeconomicvalueapproach?
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FollowingthefactthattheIASB has

publishedtheIFRSforSMEsin2009,the

argumentabouttheaccountingandthe

auditofSMEswhichbeganinthe1970s

becameactivein theUnited Statesof

Americaagain.AICPA insistedthatthe

applicationoftheU.S.GAAPinSMEsis

notnecessary,anditneedstomakeanew

accountingstandardforSMEs.Asare-

sult,AICPAdevelopedthedraftofthePro-

posedFinancialReportingFrameworkfor

Small-andMedium-SizedEntitiesinNo-

vemberof2012,andpublishedtheFinan-

cialReportingFrameworkforSmall-and

Medium-SizedEntities（FRF forSMEs）

inJuneof2013.Inaddition,FASBisdis-

cussingatheoreticalstandardframework

aboutsettinganaccountingstandardfor

privatecompanies,andpublishedthedis-

cussionpaperofthePrivateCompanyDe-

cision-MakingFramework:A Guidefor

EvaluatingFinancialAccountingandRe-

portingforPrivateCompaniesinAprilof

2013.Insuchasituation,thisstudyin-

tendedtoelucidatethecharacteristicsof

theFRFforSMEs.Andforthispurpose,

thispaperdiscussedtheChapter1・Finan

cialStatementConcepts・,andcompared

thesubstanceaboutthevaluationstan-

dardsoftheInventoriesandtheProperty,

Plant,andEquipmentwiththeIFRSfor

SMEs.Consideringtheinfluenceofargu-

mentintheUnitedStatesofAmericato

theaccountingpractice,thisstudyindi-

catedthatastheonlyofficialaccounting

standardforSMEsintheUnitedStatesof

America,studyingontheFRFforSMEsis

consideredtobesignificantforfurtherdis-

cussioninJapan.
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Japan,theUnitedStatesofAmerica

（America）areinIFRSconvergencetype

accountingcategory.Sowehaveverified

the stable dividendsmechanism.How-

ever,Japan,byfiscalyear,hasdecidedan

amountofdividendsinthemixwiththe

performancedividendsmechanism.Also,

Americatakesthestabledividendsmecha-

nisminthecaseofdecrease,andthesta-

bledividendsmechanism inthecaseof

crease.

theFederalRepublicofGermany（Ger-

many）,theFrenchRepublic（France）,the

United Kingdom ofGreatBritain and

NorthernIrelande（GreatBritain）,theRe-

publicofKorea（SouthKorea）areinIFRS

adoption-accounting.Sowehaveverified

stable dividend payoutmechanism.At

first,Germanytakesthestabledividends

mechanism.However,Germanytakesthe

performancedividendsmechanism inthe

case ofdecrease on fiscalyear2007.At
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second,Francealsotakestheperformance

dividendsmechanism.However,France

takestheperformancedividendsmecha-

nisminthecaseofdecreaseonfiscalyear

2007.Atthird,GreatBritaintakestheper-

formancedividendsmechanism.However,

GreatBritaintakesthestabledividends

mechanism inthecaseofdecreaseonfis-

calyears2008and2007.Finally,South

Koreantakestheperformancedividends

mechanism.

Fromabove,Japantakesthestabledivi-

dendsmechanism,andsometimetaking

the performance dividends mechanism.

Americatakesthestabledividendsmecha-

nism,too.However,Americatakesitonly

inthecaseofdecrease.AlsoGermany,

France,GreatBritaintaketheperform-

ance dividends mechanism.Sometimes

they take the stable dividend payout

mechanisminthecaseofdecrease.
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Someissuesonaccountingfortangible

fixedasset,investmentproperty,leasedas-

set,inventoryasset,andfinancialassetin

IFRS（includingIAS）arecomprehensively

examined.Furthermore,thedifferencesbe-

tweenJapaneseaccountingstandardsand

IFRSonaccountingpoliciesforassetsare

analyzed.

Asthebasicandimportantsubjectson

accountingfortangiblefixedasset,theini-

tialrecognitionandmeasurement,subse-

quentremeasurement,depreciation and

impairmentareinvestigatedtheoretically

andempiricallyincomparisonwithJapa-

neseaccountingstandard.Atthetimeof

remeasurementofatangibleasset,anen-

tityshallchosethecostmodelorthere-

valuationmodelasitsaccountingpolicy

andshallutilizethatpolicytoanentire

classofthetangiblefixedassetunderthe

provisionofIAS16.InJapantheapplica-

tionofrevaluationmodelisprohibitedfor

theremeasurement.Although Japanese

accountingstandardforbidsthereversal
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ofimpairmentloss,IASrequirestherever-

sal.

Inthesamewayasthetangiblefixedas-

set,thecostmodelorthecurrentvalue

modelmaybechosenattheremeasure-

mentofaninvestmentproperty.

Japaneseaccountingonleasedasset,in-

ventoryassetandfinancialassetalready

achieved international convergence in

manypoints.

Theapplicationoftheprincipleofmate-

rialityenhancestheusefulnessonpresen-

tationanddisclosureoffinancialstate-

ments.

173



Ⅵ 諸規則

編集委員会規則

国際会計研究学会編集委員会

2011年12月14日決定

（趣旨）

第1条 会則第3条第2項による編集委員会の運営は，本規則によって行うものとする。

（構成）

第2条 編集委員会は，委員長，委員および幹事で構成する。

2 委員長は，会長が指名し理事会の承認を求める。

3 委員および幹事は，委員長が指名し直近に開催される理事会の承認を求める。

（任期）

第3条 委員長の任期は3年とし，会長の任期を超えない。再任は妨げない。

2 委員および幹事の任期は3年とする。再任は妨げない。

（業務内容）

第4条 編集委員会は，『国際会計研究学会年報』（以下，『年報』という。）の編集および発

行に関する業務を担当する。

2 編集委員会は，本学会の会員に対して原稿の募集を行う。また，必要に応じて原稿

の執筆を依頼することができる。

3 編集委員会は，原稿の枚数，内容等によって，その掲載を拒否ないし制限すること

ができる。

（年報の発行）

第5条 『年報』は，原則として，年2回発行するものとする。

（掲載内容）

第6条 『年報』に掲載する論文および報告等は，次のものとする。

（1）編集委員会の募集による会員の原稿（以下，「応募原稿」という。）

（2）編集委員会が依頼する以下の原稿（以下，「依頼原稿」という。）

① 特定のテーマについて執筆されるもの

② 国の内外の学会動向や年度総括的なもの
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③ 研究グループ報告

④ その他

（執筆者の資格）

第7条 前条による応募原稿の執筆者は本学会の会員（院生会員を含む）に限る。ただし，編

集委員会が認める場合は，その限りでない。

（査読制度）

第8条 第6条（1）の自由論題応募原稿には，査読を付するものとする。

ただし，統一論題応募原稿はその限りではない。

2 査読制度の運営は，別に定める「査読制度に関する申し合わせ」による。

3 査読による審査を受け，掲載が決定した応募原稿には，編集委員会がその旨を明

記する。

（著作権）

第9条 『年報』に掲載された原稿の著作権は，本学会に帰属するものとする。

附則 本規則の改廃は編集委員会において委員の過半数の賛成によって行い，理事会の承認を

得なければならない。
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査読制度に関する申し合わせ

国際会計研究学会編集委員会

2011年11月21日決定

一 査読者の決定

1 編集委員会委員長（以下，「委員長」と略す。）は，応募原稿の査読担当候補者を選出

するための編集小委員会を設けることができる。

2 編集小委員会は，委員長ならびに委員長が指名した編集委員会委員（以下，「委員」と

略す。）および編集委員会幹事（以下，「幹事」と略す。）で構成する。

3 編集小委員会は，各応募原稿につき査読担当者候補3名を選定し，編集委員会に諮る。

なお，査読担当者候補3名のうち1名は委員でなければならない。

4 編集委員会は，編集小委員会の提案をもとに査読担当者を決定し，査読を依頼する。

5 編集小委員会を設けない場合には，編集小委員会の業務は編集委員会が行う。

二 査読手続

1 査読担当者は，二2に規定する査読評価の基準および二3に規定する査読方針に従い

査読を行い，二4に規定する査読結果およびそれに至った判断理由を回答期日までに委

員長宛に書面にて報告する。

2 応募原稿の査読にあたっては，次の査読評価の基準により評価を行う。

（1）有用性：学界等に貢献があり，論文を公表することに意義がある。

（2）新規性：論文として新規性および独創性がある。

（3）信頼性：構成が論理的であり，表現についても適切である。

3 応募原稿の査読にあたっては，次の査読方針により評価を行う。

（1）「有用性」あるいは「新規性」に優れている場合には，積極的に採択する方向で検討

する。

（2）査読結果として「修正の上，掲載可」とする場合には，応募原稿執筆者がどの部分を

どのように修正すれば掲載可とされるのかを具体的かつ明瞭に指示する。

（3）「新規性」について問題がある場合には，既発表文献を引用するなどして具体的に指

摘する。

（4）査読担当者は，確認できない内容や事実に関しては，応募原稿執筆者に追加的な説明

を求めることができ，査読担当者はその説明に基づいて評価を行う。

（5）再査読にあたっては，前回の査読結果との論旨の一貫性を保持する。

4 応募原稿の査読結果は，次の（1）から（5）のいずれかを選択する。

（1）無修正掲載可 5点
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（2）語句等の一部修正の上，掲載可 4点

（3）趣旨に変更のない修正の上，掲載可 3点

（4）趣旨に影響する修正が必要であり掲載は厳しい 2点

（5）掲載不可 1点

三 掲載論文の決定と原稿の修正

1 編集委員会は，査読担当者から委員長に報告された査読結果を基にして，査読担当者3

名全員が査読結果5点である論文を掲載対象論文として決定し，当該論文の執筆者にそ

の旨を伝える。それ以外の論文については三2に従って掲載対象論文の仮決定を行う。

2 掲載対象論文の仮決定は，原則として，査読担当者3名のうち少なくとも2名の査読

結果が3点以上であることを条件とする。ただし，他の1名の査読担当者の査読結果が

1点である場合には，この限りではない。

3 編集委員会は，三2で仮決定された論文執筆者に対して回答期日までに査読担当者の

指摘事項につき修正するよう依頼する。

4 査読担当者3名のうち委員である査読担当者が修正結果について確認し，編集委員会

に報告する。

5 編集委員会は，三4の報告結果に基づいて掲載の決定を行う。

6 編集委員会が指定した期日までに修正論文の返送がない場合には，投稿を辞退したも

のと見なす。

四 同一執筆者による複数原稿応募の取扱い

同一執筆者が複数の原稿を応募する場合には，第1著者としての原稿の投稿は1論文に限

る。同一執筆者を第1著者としない複数論文の投稿は制限しない。ただし，複数論文につい

て査読担当者が掲載を可としても，複数論文を掲載対象論文とするかどうかは委員会で決定

する。

附則 本申し合わせの改廃は，委員会の過半数の賛成によって行う。
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『国際会計研究学会年報』執筆要領

国際会計研究学会編集委員会

2011年11月21日決定

1.表紙

表紙には，論題，執筆者名，所属および肩書き，論文要旨（日本語（横30字×縦25行以

内）を記載します。

2.原稿の様式

応募原稿は，MSWordによる横書きで，B5版，横40文字×縦37行とし，余白は上25mm，

下20mm，左・右20mmをとります。原稿は，原則として刷り上がり15頁前後とします。

ただし，編集委員会が妥当と認めた場合には，制限頁数を超えることができます。

日本語はMS明朝，英語はTimesNewRomanとします。見出し，図，表の題目はMSゴ

シック（太字）とします。漢字，ひらがな，カタカナ以外の文字（例えば，数字，アルファ

ベット）は半角にしてください。文字化けを避けるために，特殊なフォント文字は使用しな

いでください。フォントサイズ等は次のとおりです。

論題 14ポイント センタリング

執筆者名 11ポイント 右寄せ

所属 11ポイント 右寄せ

論文要旨 10ポイント 左寄せ

本文 11ポイント 左寄せ

見出し 12ポイント 左寄せ

注（文末） 10ポイント 左寄せ

参考文献 10ポイント 左寄せ

3.スタイル

本文の節，項等については，以下のようにしてください。

（1行空き）

Ⅰ 見出し

（1行空き）

本文

1.見出し

本文

（1）見出し
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本文

注

参考文献

4.表記

現代仮名遣い，当用漢字，新字体を使用してください。接続詞 (および，ならびに，また，

ただし等)についてはひらがなを，数字についてはアラビア数字を使ってください。また，外

国人名については原語により表記してください。なお，本文の句読点は，句点（。）と読点（，）

とします。

5.図表

図と表は必要最小限にとどめ，それぞれ通し番号（図1，図2，表1，表2･･･）を付すと

ともに，簡単な見出しをつけてください。

6.引用および注

文献を引用するための注については，本文の該当個所に次の様式で記載してください。

［例］（SprouseandMoonitz［1962］,pp.2324）（年号については西暦を，表記にあたって

は半角文字を使用してください）。また，人名の表記において日本人については姓のみとし，

頁の表記においてドイツ語文献についてはSを，和文献については頁を使用してください。

なお，上記の表記法においては区別ができない場合には，人名についてはSprouse,R.T.ま

たは高須教夫のようにフルネームに，年号については年号にa,bを付してください。

説明のための注については，本文の末尾に一括して記載してください。なお，かかる注に

ついては本文の該当個所に（1）,（2）のようにルビ上ツキで示してください。

7.参考文献

研究に引用した文献（論文，著書，URL等）のリストを本文の最後に，和文献と洋文献を

区別せず，著者名のアルファベット順に次の様式で記載してください。

・和書 著者名［出版年］『書名』出版社名。

・論文（和） 著者名［出版年］「論文名」『雑誌名』第○巻第○号,○ ○頁。

・洋書 familyname,personalname［出版年］,書名,出版地（または出版社名）.

・論文（洋） familyname,personalname［出版年］,“論文名,”雑誌名,Vol.○,No.○,

pp.○ ○.（ドイツ語文献等については Vol,No,pp部分を適宜変更してください）

なお，personalnameについてはR.T.のように省略してください。また，論文の頁数につ

いては当該論文のフルページを記載してください。さらに，出版年については西暦で記載し

てください。

著者が複数の場合，日本人については中野常男・高須教夫・山地秀俊のように，外国人に

ついては Sprouse,R.T.andM.Moonitzのように記載してください。
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論文が著書の1章に該当している場合，和書については

著者名［出版年］「論文名」編著者名編［出版年］『書名』出版社名,○ ○頁。

洋書については

familyname,personalname［出版年］,“論文名,”infamilyname,personalname（ed.）

［出版年］,書名,出版地（または出版社名）,pp.○ ○.

としてください。

訳書については，原著書を使用しない場合には和書に準じた取扱いをしてください。原著

書を使用する場合には，原著書について洋書として記載した後に，括弧書きで訳書を記載し

てください。［例］Littleton,A.C.［1933］,AccountingEvolutionto1900,NewYork（片野

一郎訳［1978］『リトルトン 会計発達史 (増補版)』同文舘出版）.

なお，編著，訳書については，それを引用文献として実際に使用する場合を除いて［出版

年］の記載は必要ありません。ただし，その場合には，編著，訳書の出版地（または出版社

名）に続いて出版年を記載してください。

8.その他

書式の統一を図るため，文章，仮名遣いなどについて，編集委員会が修正することがあり

ます。

9.英文要旨

論題，執筆者名，所属および肩書き，論文要旨（英語，1頁以内）を記載します。

以上
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編集後記

本号では，第30回研究大会（2013年9月13日～15日，中央大学）で発表された報告論

文のうち，統一論題の応募論文4篇と自由論題の採択論文が掲載されている。

自由論題の応募原稿には査読が義務付けられ，応募原稿に対して厳正なる査読が施された。

「編集委員会規則」，「査読制度に関する申し合わせ」に基づいて，それぞれ3名のレフリー

（うち，1名を編集委員に当てている）の第一次査読および第二次査読の結果，自由論題の掲

載論文は3篇となった。編集委員により推薦され，編集委員長により調整・依頼された覆面

レフリー3名の第一次査読による改訂事項について応募原稿の修正が行われ，その修正論文

につき第二次査読が付されている。なお，韓国セッションで行われた報告のうち，一篇の応

募論文があり，掲載することができた。最終的には，編集委員会の議を経て，8篇の掲載論文

が決定された。さらに，研究グループ「配当財源決定メカニズムの国際的動向」（主査：吉岡

正道先生）の最終報告，「IFRSにおける資産会計の総合的検討」（主査：菊谷正人）の中間報

告も掲載されている。

今回も，年度末試験・入学試験等の多忙な時期に，全くのボランティアにもかかわらず，

適正かつ濃密なコメントを提出していただいた覆面レフリーの先生方には，厚く御礼を申し

上げたい。また，編集委員の先生方には，査読・編集作業に多大な努力と時間を割いていた

だいた。先生方による無償の作業は，学会の発展・機関誌の学術的品質保証にとって多大な

貢献を果たしている。ここに，深い謝意を表したい。

なお，本学会第2代会長の中島省吾先生が2013年12月24日に逝去されました。中島先

生は本学会に多大な貢献をされましたが，中島先生の生前の御遺徳を偲び，6篇の追悼文が寄

せられましたので掲載いたしました。中島先生の御冥福をお祈りいたします。

編集委員長 菊谷 正人

編集委員会

委員長 菊谷 正人

委 員 川村 義則 笹倉 淳史 田中 建二

徳賀 芳弘 橋本 尚 藤井 秀樹

松井 泰則 與三野禎倫 吉見 宏

幹 事 依田 俊伸
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